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   議事日程第１号        第４回定例会 

   平成２９年１２月４日（月）  午前９時３０分開議 

 

   開  会 

日程第 １ 会議録署名議員指名 

 〃  ２ 会期決定 

 〃  ３ 諸般の報告 

      （１）定例監査結果等報告について 

      （２）第１３８回山形県市議会議長会定期総会の報告について 

      （３）議会運営委員会行政視察報告について 

 〃  ４ 行政報告 

      （１）市政の概況について 

      （２）寒河江市水道事業経営問題（水道料金の改定）審議会の答申について 

 〃  ５ 質疑 

 〃  ６ 議第５７号 寒河江市教育委員会委員の任命について 

 〃  ７ 議案説明 

 〃  ８ 委員会付託 

 〃  ９ 質疑・討論・採決 

 〃 １０ 議第５８号 平成２９年度寒河江市一般会計補正予算（第７号） 

 〃 １１ 議第５９号 平成２９年度寒河江市浄化槽整備事業特別会計補正予算（第１号） 

 〃 １２ 議第６０号 寒河江市水道給水条例の一部改正について 

 〃 １３ 議第６１号 国際チェリーパーク、イベント広場、チェリードーム、臨川亭及びチェリー

ランド河川敷公園に係る指定管理者の指定について 

 〃 １４ 議第６２号 寒河江市立にしね保育所に係る指定管理者の指定について 

 〃 １５ 議第６３号 寒河江市田代地区多目的交流館に係る指定管理者の指定について 

 〃 １６ 議第６４号 「寒河江市公共下水道寒河江市浄化センターの建設工事に関する協定の締結

について」の一部変更について 

 〃 １７ 議第６５号 市道路線の認定について 

 〃 １８ 議第６６号 西川町路線バスの路線新設及び路線変更に関する協議について 

 〃 １９ 議案説明 

   散  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第１号に同じ 
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   開    会     午前９時３０分 

 

○内藤 明議長 おはようございます。 

  ただいまから、平成29年第４回寒河江市議会

定例会を開会いたします。 

  本日の欠席通告議員はありません。 

  出席議員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、議事日程第１号によって進め

てまいります。 

 

会議録署名議員指名 

 

○内藤 明議長 日程第１、会議録署名議員指名

を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第87条の規定に

より議長において、５番伊藤正彦議員、13番杉

沼孝司議員を指名いたします。 

 

会 期 決 定 

 

○内藤 明議長 日程第２、会期決定を議題とい

たします。 

  本定例会の会期など議事日程につきましては、

議会運営委員会で協議を願っておりますので、

その結果について委員長の報告を求めます。石

山議会運営委員長。 

   〔石山 忠議会運営委員長 登壇〕 

○石山 忠議会運営委員長 おはようございます。 

  議会運営委員会における協議の結果について

御報告申しあげます。 

  本日招集になりました平成29年第４回寒河江

市議会定例会の運営につきましては、去る11月

29日、委員６名全員出席並びに関係者出席のも

と議会運営委員会を開催し、協議いたしました。 

  会期につきましては、提案されます議案数や

一般質問通告数などを勘案し、本日から12月15

日までの12日間と決定いたしました。その間の

会議等につきましては、お示ししております第

４回定例会日程表のとおり決定をいたしました。 

  以上、よろしくお取り計らいくださいますよ

うお願い申しあげ、御報告といたします。 

○内藤 明議長 お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、議会運営委員長報告のと

おり決定することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、会期は本日から12月15日までの12日

間と決定いたしました。 

 

第４回定例会日程                      平成２９年１２月４日（月）開会 

月    日 時   間 会           議 場   所 

１２月 ４日（月） 午前９時３０分 本 会 議 

開会、会議録署名議員指

名、会期決定、諸般の報

告、行政報告、質疑、教育

委員任命議案上程、同説

明、委員会付託、質疑・討

論・採決、議案上程、同説

明 

議   場 

１２月 ５日（火） 休      会（議案調査） 

１２月 ６日（水） 午前９時３０分 本  会  議 一 般 質 問 議   場 

１２月 ７日（木） 休      会（議案調査） 

１２月 ８日（金） 午前９時３０分 本  会  議 一 般 質 問 議   場 
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月    日 時   間 会           議 場   所 

１２月 ９日（土） 休            会 

１２月１０日（日） 休            会 

１２月１１日（月） 

午前９時３０分 本 会 議 
質疑、予算特別委員会設置、

委員会付託 
議   場 

本会議終了後 予算特別委員会 
開会、議案説明、質疑、分科

会分担付託 
議   場 

予算特別委員会 

終 了 後 

総務産業常任委員会 

分 科 会 
付 託 案 件 審 査 第２会議室 

厚生文教常任委員会 

分 科 会 
付 託 案 件 審 査 第４会議室 

１２月１２日（火） 午前９時３０分 

総務産業常任委員会 

分 科 会 
付 託 案 件 審 査 第２会議室 

厚生文教常任委員会 

分 科 会 
付 託 案 件 審 査 第４会議室 

１２月１３日（水） 休      会（事務処理） 

１２月１４日（木） 休      会（事務処理） 

１２月１５日（金） 

午前９時３０分 予算特別委員会 
分科会委員長報告、質疑・討

論・採決、閉会 
議   場 

予算特別委員会 

終 了 後 
本  会  議 

議案上程、委員長報告、質

疑・討論・採決、閉会 
議   場 

 

諸 般 の 報 告 

 

○内藤 明議長 日程第３、諸般の報告でありま

す。 

  （１）定例監査結果等報告について、（２）

第138回山形県市議会議長会定期総会の報告に

ついて、（３）議会運営委員会行政視察報告に

ついては、お示ししております文書によって御

了承願います。 

 

行 政 報 告 

 

○内藤 明議長 日程第４、行政報告であります。 

  （１）市政の概況について、（２）寒河江市

水道事業経営問題（水道料金の改定）審議会の

答申について、市長から報告を求めます。佐藤

市長。 

   〔佐藤洋樹市長 登壇〕 

○佐藤洋樹市長 おはようございます。 

  平成29年第４回定例会の開会に当たりまして、

第３回定例会以降、今定例会までの主な市政の

概況について御報告を申しあげます。 

  初めに、農作物の状況等について御説明申し

あげます。 

  去る10月31日に東北農政局から公表されまし

た10月15日現在の水稲の作況につきましては、

県内、村山地域ともに作況指数は100というこ

とで平年並みという結果が出ております。 

  また、県内の10アール当たりの収量につきま

しては598キログラムということでございまし

た。また、品質につきましては、市内つや姫ヴ

ィラージュにおける厳選つや姫の適合率が初め

て全量、100％になったほか、市内全体といた

しましても厳選つや姫の適合率が例年の３割程

度から８割を超え、高品質な生産状況となりま

した。これも農家の皆様のたゆまぬ研さんが実

を結んだものと大変うれしく思っているところ
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でございます。 

  また、秋果実につきましては、日本海側を通

過した台風18号や超大型の台風22号等による落

果被害などが懸念されたところでございました

が、幸いにも市内には大きな被害の発生は確認

されておりませんでした。 

  なお、ラ・フランスにつきましては、10月26

日を県内統一の販売開始日としており、収穫量

については平年並み、品質面では昨年に比べ小

玉傾向ではありますが、糖度が高く非常に食味

のよい状況でございます。 

  去る11月13日、14日には、ＰＲ活動といたし

まして、西村山１市４町首長合同によるラ・フ

ランスとリンゴのトップセールスを東京都中央

卸売市場、大田市場において実施をし、好評を

得てきたところでございます。 

  一方、農産物の海外展開につきましては、新

たな試みとして、９月に本市産のスモモ、秋姫、

光李（ひかり）をマレーシアに試験的に輸出を

行ったところでございます。これは、現地のバ

イヤーからの求めにより実施をしたもので、こ

れまでのサクランボ紅秀峰の輸出により培って

まいりました本市産農産物に対する信頼によっ

て機会を得られたものと考えております。 

  現地消費者の方からも上々の評価をいただい

ており、今後もさらなる農産物の輸出につなげ

てまいりたいと考えております。 

  次に景気・雇用情勢について申しあげます。 

  11月28日に発表された国の11月の月例経済報

告では、景気は緩やかな回復基調が続いている

としており、10月報告と同様の内容となってお

ります。 

  山形労働局発表の10月の県内有効求人倍率は

原数値で1.63倍、ハローワークさがえ管内にお

いても1.26倍、寒河江市内に限りますと1.39倍

であり、１倍を超える高い水準となっておりま

す。中でも、寒河江市内の正社員に係る有効求

人倍率は1.14倍と全国平均の1.06倍、県平均の

1.03倍を上回る状況となっております。 

  また、11月末現在の西村山管内の就職を希望

する高校生の内定率を見ますと、94％と高い水

準になっておりますが、高校新卒者就職内定率

100％に向けて、引き続き就業支援を促進する

インターンシップ事業や就職後のフォローアッ

プ活動を行ってまいります。今後も関係機関と

連携を図りながら、社会経済情勢の変化に的確

に対応した効果的な雇用体制を推進してまいる

所存であります。 

  また、中央工業団地への企業誘致につきまし

ては、昨年８月に分譲契約を締結した県外運送

業の会社の事務所と駐車場が完成して、この10

月１日から営業を開始しているところでござい

ます。今後、業務拡大を見据えて、倉庫の建設

や求人の追加が期待されるところでございます。

今後も関係機関と連携を図りながら、引き続き

企業誘致活動に積極的に取り組み、本市の雇用

の確保に努めてまいる考えであります。 

  次に、放課後児童対策について申しあげます。 

  本年４月に開所いたしました西根小学校区の

ねっこクラブ第３に続きまして、この10月から

南部小学校区に新たな放課後児童クラブ第２な

かよしクラブが開設いたしました。これにより

まして、市内の放課後児童クラブ数は14と相な

りまして、10月１日現在の利用児童数は全体で

543名となっております。今後とも安心して子

供を産み育てることができる環境づくりと、仕

事と子育ての両立支援のために、引き続き放課

後児童クラブの施設整備や保育環境の充実に努

めてまいる考えでございます。 

  次に、給食レシピコンテスト事業について申

しあげます。 

  子供たちが寒河江の伝統野菜であります子姫

芋、もって菊、そして谷沢梅に興味を持って身

近に親しめるようになることを目的にして、寒

河江の伝統野菜を使った給食レシピコンテスト

を実施いたしました。市内56名の小学生より、
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99作品が寄せられ、11月15日に表彰式と合同給

食会を行い、主菜の部、副菜の部、汁物の部の

それぞれ最優秀賞作品を小学校の給食メニュー

として味わい、ふるさとの伝統野菜を楽しんで

もらったところであります。また、最優秀賞、

優秀賞の作品、11作品については、レシピ集と

して発刊し、地元食材の魅力を大いに広めたと

ころでございます。 

  これからも一層、食育や郷土学習の充実を図

ってまいりたいと考えております。 

  次に、2020年東京オリンピック・パラリンピ

ック競技大会関連事業について申しあげます。 

  東京大会に出場する選手等と交流するホスト

タウン基本合意書締結式を大韓民国ローラース

ポーツ連盟キム・ヨンスン会長、ヤン・ケファ

駐仙台大韓民国総領事をお迎えして、10月30日

にとり行ったところでございます。 

  翌31日には、寒河江中部小学校において、ス

ケートボード体験教室を実施し、韓国代表候補

選手によるデモンストレーションを行っており

ます。今後、東京オリンピックから正式種目と

なるスケートボード代表候補選手の受け入れや

文化交流事業などを積極的に進めてまいりたい

と考えているところでございます。 

  また、９月24日には寒河江スケートパークを

会場に、自転車ＢＭＸフリースタイルの全国大

会、ジャパンカップ山形大会が開催され、さら

に10月29日には国際自転車競技連合が認定する

シクロクロスさがえラウンドがグリバーさがえ

で開催されております。いずれもオリンピック

参加を目指す世界トップクラスの選手が訪れ、

その実力を発揮していただき、高度なわざに多

くの市民が魅了されたところでございます。 

  次に、寒河江公園のボランティア活動につい

て申しあげます。 

  本市のランドマークとして親しまれておりま

す寒河江公園について、美化活動を通してさら

なる愛着を持っていただくことを目的に、去る

11月５日に市民の皆さんによるさくらの丘をメ

ーンとする除草等のボランティア活動が行われ

ました。初めての試みではございましたが、市

報等で募集を行ったところ、あいにくの天気に

もかかわらず約120名と多くの方々から御参加

をいただき、さくらの丘一帯の草刈りなど、景

観保持に汗を流していただきました。御協力い

ただいた皆様に対して、心から感謝を申しあげ

る次第でございます。 

  このようなボランティア活動につきましては、

これからも継続して開催をして、市民の皆様の

御協力をいただきながら、親しみやすい魅力あ

る公園づくりを進めてまいりたいと考えている

ところでございます。 

  以上、第３回定例会以降の主な市政の概況を

申しあげましたが、今後とも議員各位の御理解

と御協力を賜りながら市政運営に努めてまいる

所存でありますので、よろしくお願い申しあげ

る次第でございます。 

  次に、寒河江市水道事業経営問題（水道料金

の改定）審議会の答申について御説明申しあげ

ます。 

  平成24年10月に改定されて以来、今日まで維

持されてまいりました水道料金について、村山

広域水道用水供給事業からの受水料金の引き下

げなど、今般の社会経済情勢の変化に伴い、今

後とるべき適正な料金のあり方を検討していた

だくため、去る８月22日、水道事業経営問題審

議会に諮問を行い、10月２日に答申をいただい

たところでございます。 

  内容につきましては、10月９日の議会全員協

議会において御審議を賜っておりますので、そ

れにより御報告にかえさせていただきたいと存

じます。 

  以上でございます。 

 

質     疑 
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○内藤 明議長 日程第５、行政報告についての

質疑でありますが、後日行われます一般質問の

通告内容等と重複しないよう、議員において配

慮されますようお願いいたします。 

  ただいまの行政報告中、（１）市政の概況に

ついて質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  （２）寒河江市水道事業経営問題（水道料金

の改定）審議会の答申について質疑はありませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

 

議 案 上 程 

 

○内藤 明議長 日程第６、議第57号寒河江市教

育委員会委員の任命についてを議題といたしま

す。 

 

議 案 説 明 

 

○内藤 明議長 日程第７、議案説明であります。 

  市長から提案理由の説明を求めます。佐藤市

長。 

   〔佐藤洋樹市長 登壇〕 

○佐藤洋樹市長 議第57号寒河江市教育委員会委

員の任命についてを御説明申しあげます。 

  教育委員会委員のうち、松田彌生子委員が本

年12月15日をもって任期満了となることに伴い、

新たに寒河江市丸内三丁目３番２号、鈴木多鶴

子氏を任命いたしたく、提案するものでござい

ます。 

  御同意くださいますようよろしくお願い申し

あげる次第であります。 

 

委 員 会 付 託 

 

○内藤 明議長 日程第８、委員会付託でありま

す。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議第57号につ

いては、会議規則第37条第３項の規定により委

員会付託を省略したいと思います。これに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、委員会付託を省略することに決しま

した。 

 

質疑・討論・採決 

 

○内藤 明議長 日程第９、これより質疑・討

論・採決に入ります。 

  議第57号について質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより、議第57号寒河江市教育委員会委員

の任命についてを採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議第57号につ

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第57号についてはこれに同意する

ことに決しました。 

 

議 案 上 程 

 

○内藤 明議長 日程第10、議第58号平成29年度

寒河江市一般会計補正予算（第７号）から日程

第18、議第66号西川町路線バスの路線新設及び

路線変更に関する協議についてまでの９案件を



 - 16 -

一括議題といたします。 

 

議 案 説 明 

 

○内藤 明議長 日程第19、議案説明であります。 

  市長から提案理由の説明を求めます。佐藤市

長。 

   〔佐藤洋樹市長 登壇〕 

○佐藤洋樹市長 初めに、議第58号平成29年度寒

河江市一般会計補正予算（第７号）について御

説明申しあげます。 

  このたびの補正予算は、人事異動に伴う一般

職の給与等経費の調整及び小中学校に入学する

準要保護児童等を対象に、入学前に新入学学用

品費等を支給する就学援助事業費等を追加する

ものでございます。 

  その結果、8,155万9,000円の追加となり、予

算総額を歳入歳出それぞれ185億2,315万1,000

円とするものでございます。 

  次に、議第59号平成29年度寒河江市浄化槽整

備事業特別会計補正予算（第１号）について御

説明申しあげます。 

  このたびの補正予算は、人事異動に伴う給与

等経費の調整を行うため、職員給与費を追加す

るものでございます。 

  その結果、52万7,000円の追加となり、予算

総額を歳入歳出それぞれ２億3,896万9,000円と

するものでございます。 

  次に、議第60号寒河江市水道給水条例の一部

改正についてを御説明申しあげます。 

  村山広域水道用水供給事業からの受水料金の

引き下げなど社会経済情勢の変化に伴い、水道

使用料について所要の改正をしようとするもの

でございます。 

  次に、議第61号国際チェリーパーク、イベン

ト広場、チェリードーム、臨川亭及びチェリー

ランド河川敷公園に係る指定管理者の指定につ

いて、議第62号寒河江市立にしね保育所に係る

指定管理者の指定について、議第63号寒河江市

田代地区多目的交流館に係る指定管理者の指定

についての３議案について、一括して御説明申

しあげます。 

  公の施設に係る指定管理者の指定を行うため、

議会の議決をいただこうとするものでございま

す。 

  次に、議第64号「寒河江市公共下水道寒河江

市浄化センターの建設工事に関する協定の締結

について」の一部変更についてを御説明申しあ

げます。 

  寒河江市公共下水道寒河江市浄化センターの

最終沈殿池機械設備及び電気設備更新工事の内

容変更等に伴い、協定金額について変更しよう

とするものでございます。 

  次に、議第65号市道路線の認定についてを御

説明申しあげます。 

  円滑な道路交通の確保と住民生活の向上に資

するため、２路線を認定しようとするものでご

ざいます。 

  次に、議第66号西川町路線バスの路線新設及

び路線変更に関する協議についてを御説明申し

あげます。 

  西川町から申し出がありました西川町路線バ

ス運行に関する協議について、地方自治法第

244条の３の規定により協議するため、議決を

求めようとするものでございます。 

  以上、９案件を御提案申しあげましたが、よ

ろしく御審議の上、御可決くださいますようお

願い申しあげる次第であります。 

 

   散    会    午前９時５４分 

 

○内藤 明議長 本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 
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   議事日程第２号        第４回定例会 

   平成２９年１２月６日（水）  午前９時３０分開議 

 

   再  開 

日程第 １ 一般質問 

   散  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第２号に同じ 

 

 

 

   再    開     午前９時３０分 

 

○内藤 明議長 おはようございます。 

  ただいまから本会議を再開いたします。 

  本日の欠席通告議員はありません。 

  出席議員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、議事日程第２号によって進め

てまいります。 

 

一 般 質 問 

 

○内藤 明議長 日程第１、これより一般質問を

行います。 

  通告順に質問を許します。質問時間は、１議

員につき答弁時間を含め60分以内となっており

ますので、要領よくかつ有効に進行されますよ

うお願いいたします。 

  この際、執行部におきましても、質問者の意

をよく捉えられ、簡潔にして適切に答弁される

よう要望いたします。 

 

 一般質問通告書   

 平成２９年１２月６日（水）                       （第４回定例会） 

番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

１ 本市の防災対策に

ついて 

（１）自主防災組織について 

 ア 現在の組織率の状況について 

 イ 組織率１００％に向けた今後の施

策展開について 

（２）防災士の育成について 

 ア 市内の資格保有者について 

 イ 資格取得要件と経費について 

 ウ 資格取得に対する助成について 

 エ 防災士の必要性について 

 オ 各地域への資格取得の推奨につい

１２番 

   登代子 

市 長 

 

 

 

市 長 

 

 

 

 

 



 - 19 -

番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

て 

（３）災害図上訓練ＤＩＧ（ディグ）に

ついて 

 ア 災害図上訓練ＤＩＧの実施状況に

ついて 

 イ 訓練の実施内容について 

 ウ 今後の普及策について 

 エ 自主防災組織未組織の地域へのＤ

ＩＧの導入について 

 

市 長 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

県産材の普及・利

用促進について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寒河江市公共事業

整備優先順位基準

について 

（１）寒河江市の林業の状況について 

（２）寒河江市における森林の整備状況

について 

 ア 森林整備による鳥獣被害減少効果

について 

 イ 今後の整備の方向性について 

（３）地方自治体における県産材利用促進

のための補助事業について 

（４）西村山産材の活用について 

 ア 公共施設への積極的な活用につい

て 

 イ 木育フェスティバルの推進につい

て 

（１）要望の状況について 

 ア 現在の要望件数と要望の仕方につ

いて 

 イ 最も古い順位の要望について 

 ウ 要望書の取り扱いについて 

（２）工事の中断について 

 ア 西根地区の側溝工事の現状につい

て 

 イ 中断したケースについて 

（３）さらに望まれる制度とするために 

 ア クリアすべき課題について 

 イ 今後の優先順位のあり方について 

 ウ 住民への制度のさらなる周知につ

いて 

１１番 

國 井 輝 明 

市 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 長 
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番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

４ 公共交通について （１）デマンドタクシー 

 ア 対象エリア選定基準について 

 イ 基準決定の経緯について 

 ウ 空白地帯の認識について 

 エ エリア拡大のためのハードルにつ

いて 

 オ 現在の検討状況について 

 カ 例外規定を設けることについて 

 キ これまでの運転免許証自主返納者

について 

（２）市内循環バス 

 ア 最新の利用者数について 

 イ 三泉地区・西部地区がルートに入

っていない理由について 

 ウ 市外への運行について 

５番 

伊 藤 正 彦 

市 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

温泉を利用した市

民の健康長寿と公

共施設等のさらな

る充実について 

 

 

 

 

 

 

 

癒しと寛ぎを醸し

出すさがえ温泉の

魅力発信と観光振

興について 

 

 

 

 

 

 

（１）老人福祉センター「白岩温泉」の

レジオネラ菌検出問題と衛生管理に

ついて 

 ア 温泉法等に基づく情報開示につい

て 

 イ 指定管理者制度の課題について 

（２）市民浴場移転計画と施設の充実に

ついて 

 ア 新たな温泉施設のコンセプトにつ

いて 

 イ 健康ランド（仮称）構想について 

（１）さがえ温泉旅館への集客力アップ

について 

 ア 駅前「なか湯」復活について 

 イ 案内板設置と温泉パスポートにつ

いて 

（２）新たな観光戦略について 

 ア 東北中央自動車道米沢福島間開通

による福島県及び北関東地域からの

誘客について 

 イ ＪＲフルーツライン左沢線を含む

４番 

渡 邉 賢 一 

市 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 長 
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番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

 

 

 

 

 

 

７ 

 

 

 

 

 

 

やさしさと思いや

りのある安全安心

な社会の実現につ

いて 

内陸循環線全線のサイクルトレイン

（自転車の持ち込み可能）について 

 ウ 無料レンタサイクル・ヘルメット

について 

 エ 自転車専用レーンの路面標示につ

いて 

（１）多発する高齢者の交通事故撲滅対

策について 

（２）児童生徒の登下校時の安全確保に

ついて 

（３）都市計画道路における歩行中、自

転車乗用中の事故防止について 

 ア 落衣島線陵東中学校周辺の安全対

策について 

 

 

 

 

 

 

市 長 

教 育 長 

 

 

 登代子議員の質問 

 

○内藤 明議長 通告番号１番について、12番 

登代子議員。 

○ 登代子議員 おはようございます。 

  お寒い中、早朝から傍聴、御苦労さまでござ

います。 

  ことしも雪に悩まされる季節になりました。

寒河江市では、県内自治体初の介護３以上の独

居高齢者世帯をアラームで知らせる除雪情報シ

ステム試験運用がスタートされることになりま

した。市民の笑顔あふれるまちづくりを目指し

ていただいて、本当に感謝申しあげます。あり

がとうございます。 

  通告番号１番、寒政・公明クラブの一員とし

て、本市の防災対策について一般質問させてい

ただきます。 

  平成23年３月11日の東日本大震災発生以来、

早いもので６年９カ月経過いたしました。これ

までの想定を超える地震、津波、原発事故によ

り、２万人ものとうとい命が犠牲になったあの

大惨事は、いまだに私たちの脳裏に焼きついて

おります。 

  全国的に見ましても、地球温暖化の影響かど

うか、季節感が崩れ、災害が多くなりました。

昨年４月の熊本地震、ことしは７月の九州北部

豪雨、７月・８月には秋田県内の記録的豪雨、

さらに超大型台風21号・22号に見舞われ、災害

が多発しております。また、世界においても、

11月12日のイラン地震で、人口800人ほどの村

が壊滅的な被害をこうむったニュースがござい

ました。 

  本市でも、活断層や、最上川及び寒河江川を

抱えており、いつ何どき地震災害や大雨による

氾濫が起きるかわからない状況にあり、住民初

め私も大変不安に思っております。 

  さらに、築35年が経過する市民浴場は、山形

盆地活断層帯上にあるなど、不安要素がたくさ

んあります。昨年４月14日の熊本地震の被害状

況を見ましても、活断層沿いに集中しているこ

とがわかっており、市民浴場を利用される方々

も不安でいると思っております。 

  先日行いました９月定例会の議会報告会の席
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でも、自主防災組織立ち上げ後のリーダー育成

とか、組織を生かすための動きや訓練の必要性

を真剣に検討すべきではないのかとの意見、要

望が出されました。 

  そのような中で、住民と行政が協力して、自

主防災組織の研修や意見交換等を行いながら、

地域の防災意識の高揚、そして常日ごろからで

きる限りの準備が必要ではないかと思っており

ます。 

  このような観点から、本市の危機管理対策に

ついて、３つの点についてお伺いいたします。

初めに、本市における自主防災組織について、

次に、防災士の育成について、そして最後に、

災害図上訓練ＤＩＧ（ディグ）の導入について

伺います。 

  初めに、自主防災組織について、市長にお伺

いいたします。 

  昨年、11月議会での伊藤議員の質問に対する

答弁では、28年10月末現在の自主防災組織の組

織率は市全体で83.9％ということでありました。

その後、現在までの動きはあったのかどうかお

伺いいたします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 おはようございます。 

  議員から防災対策について御質問をいただ

いておりますので、まず自主防災組織の組織率

でございますが、ことしの11月30日現在ですが、

87.4％となっております。１年前、先ほどお話

がありましたが、83.9％ということで、3.5ポ

イントふえている、高くなっているということ

でございます。 

  その間、新たに設立していただいた町会は、

寒河江地区では幸町町会、長岡町町会、末広町

は１町会から４町会までの４町会、西根地区は

東団地、日和田地区は上宿、東上宿、中宿、下

宿の４町会ということで、全体で11町会が新た

に設立していただいて、3.5ポイント増と、こ

うなったところでございます。 

○内藤 明議長 議員。 

○ 登代子議員 御答弁ありがとうございまし

た。今後も組織率アップに向けた取り組みをよ

ろしくお願いしたいと思います。 

  次に、第６次振興計画において、平成37年度

の自主防災組織の組織率100％を目標に掲げて

おり、大変心強い限りでございますが、100％

に向けて今後どのように施策を展開していかれ

るのかお伺いいたします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 現在87.4％ですから、あと

12.6％ということでありますが、現在の市内の

組織化状況を見てみますと、西根、柴橋、高松、

白岩、醍醐、三泉の６つの地区では100％でご

ざいます。南部地区では99.5％でございます。

寒河江地区が73.3％ということになっておりま

す。 

  そういうことで、未組織の町会については、

町会長さん方に対しまして、その必要性とか、

設立に向けた準備などについて趣旨を御説明申

しあげながら、組織の設立についてお願いをし

ているところでございます。 

  町会長さん方からは、自主防災組織の必要性

は十分理解をしていただいていると思いますけ

れども、例えば、町会の戸数が少ない、あるい

は高齢者世帯が多いなどの理由によって、なか

なか設立に踏み切れないという地域もあります

ので、そういった地域において、地域に合った

ような組織、防災活動ができる自主防災組織の

あり方などについても、こちらから御提案を申

しあげて、その設立の推進に努めていっている、

御説明申しあげているという状況でございます。 

○内藤 明議長 議員。 

○ 登代子議員 ただいま市長の答弁がござい

ましたように、地域ごとのさまざまな課題を抱

えているために、なかなか組織化されない地域

もあるということでございます。自主防災組織

率向上に向けた取り組みは、被害を最小限に抑
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え、市民の命を守ることにつながる最も重要な

ことであると思っております。ぜひ、今後とも

100％を目指していただくよう御期待申しあげ

ます。 

  次に、防災士の育成についてお伺いいたしま

す。 

  平成７年１月17日の阪神淡路大震災や平成23

年３月11日の東日本大震災からの教訓として、

地域の総合的な力で災害に備え、人という資源

を利活用して社会全体の防災力を高めるために、

近年、ＮＰＯ法人日本防災士機構が認証する防

災士に注目が集まっております。 

  防災士とは、自助、共助、協働を原則とし、

さまざまな場面において防災力を高める活動が

期待され、そのための十分な意識と一定の知識

や技能を習得し、日本防災士機構に認定された

方です。 

  災害は、思いもしない形で発生し、忘れたこ

ろにやってきます。大地震等の災害発生時にお

いては、国や地方公共団体の救援活動は少なく

とも３日はかかるとも言われております。その

間の地域における避難及び救助活動が重要とな

ってきます。地域での活動をより強固なものと

するために、行政とのパイプ役となったり、避

難誘導、救助等の指示ができる防災士が必要な

のではないでしょうか。 

  そこで、本市における防災士養成支援につい

てお伺いいたします。 

  最初に、防災士の資格保有者数についてです

が、平成23年12月末現在まで取得された方は全

国で４万8,000人であったのが、平成29年10月

31日末では13万6,597人で、そのうち県内では

1,167人となっており、東日本大震災から防災

士に対する意識が非常に高まっていることのあ

らわれと言われております。 

  そこで、本市における防災士の資格保有者数

についてお伺いいたします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 現在、市で確認しているところ

では、市内に10名の方が資格を持っておられる

というふうに認識しております。 

○内藤 明議長 議員。 

○ 登代子議員 次に、どのような方が資格を

取得しているのかお伺いしたいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 その確認している10名の方につ

いては、１つには自主防災組織を代表して取得

されている方が４名の方、それから災害ボラン

ティア団体に属している方が１名の方、それか

ら消防本部の職員が２名、そして市の防災対策

専門員とその経験者が合わせて３名ということ

で、全体で10名ということになっております。 

○内藤 明議長 議員。 

○ 登代子議員 次に、防災士の資格を取得す

るには、さまざまな要件とそのための経費がか

かると思います。民間資格である防災士の取得

要件についてお伺いいたします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 この防災士の資格を取得する方

法は大きく２つございます。一般的には１つに

は、西村山の広域行政事務組合消防本部で行っ

ている普通救急救命講習を受けた方が特定非営

利活動法人日本防災士機構が認定する２日間の

研修を受けて修了して、試験に合格することで

取得できるということでございます。大体経費

はおよそ４万円必要になるということでござい

ます。 

  そして、２つ目については、方法が、消防職

員あるいは消防団員の防災士資格取得の特例と

いうのがございまして、消防士長以上の消防職

員、また分団長以上の消防団員は防災士取得に

係る取得要件が免除されて、申請することによ

って取得できるようになってございます。その

ための経費については、約8,000円となってい

ます。登録料も含めてということでございます。 

○内藤 明議長 議員。 
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○ 登代子議員 答弁ありがとうございました。 

  次に、資格取得に対してどのような助成があ

るのかお伺いいたします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 助成制度ということがあるわけ

でありますけれども、県のほうで防災士養成研

修講座というのを開催しております。これは、

平成27年度から今年度までの３カ年間というこ

とでございますが、年間130名の定員に対して、

教本代等の本人負担１万1,000円以外は県が負

担をするという講座でございます。 

  この講座というのは、先ほど申しました特定

非営利活動法人日本防災士機構が認定する２日

間の研修というのが県で講座を開いていただい

ております。そういう意味で、４万円かかる部

分が簡単に言うと１万1,000円で済むというこ

とで、県の支援があるということになっており

ます。 

  ただ、県の支援は、先ほど申しあげましたが、

一応今年度で終了するということを聞いており

ますので、引き続き実施していただけるように

要望していきたいと考えております。 

○内藤 明議長 議員。 

○ 登代子議員 御答弁の中に、県からの来年

度からの助成がなくなり、それに対しても本市

のほうから要請、要望をしていきたいという本

当にありがたいお言葉でございます。よろしく

お願いしたいと思います。 

  次に、防災士の必要性についてお伺いいたし

ます。 

  自主防災組織の活性化という点からも防災士

は必要と思いますが、防災士の必要性について

どのように考えておられるのかお伺いいたしま

す。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 この防災士制度については、先

ほど議員からもお話がありましたが、平成７

年に発生した阪神淡路大震災において、災害発

生から24時間以内の救出というのが非常に生存

率が高いわけであります。実際には、家族や近

隣の人たちの協力によって多くの命がまた助け

られたというそういう教訓を踏まえてこういう

制度ができ上がってきたわけでありまして、防

災士を育成して地域の防災力を強化するという

こと、それが人的被害の軽減に大きく役立って

いくというふうに考えております。 

  また、いざというときだけではなくて、防災

士の方はいろんな知識、経験、あるいは技能を

習得しておられますので、平常時のときにも地

域の防災のリーダーとして自主防災組織の防災

力向上のために助言指導、さらにはともに活動

をしていくということが大いに期待されるので、

大変重要な資格であると認識しているところで

ございます。 

○内藤 明議長 議員。 

○ 登代子議員 市長の御答弁に対しましては、

私と同感でございましたので、本当に安心いた

しました。自主防災組織の活性化を図るため、

ぜひ私も必要であると思っております。 

  次に、各地域への防災士の資格取得の推奨に

ついてお伺いいたします。 

  一般的に、災害時の対応は自助、共助、公助

の効率的な組み合わせで実現されますが、防災

士は基本的に自助、共助の場面で活動されるこ

とになります。各地域に防災士がおられるだけ

で地域の方々の安心度が増し、災害時の避難誘

導や救援指示がスムーズに行われると思ってお

ります。各地域に防災士の資格取得を推奨して

はいかがでしょうか。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 寒河江市全体の防災力を強化し

ていくためには、やっぱり各地域の防災力を高

めていくということが大変大事になってくると

いうふうに思っております。そのために、先ほ

ど来お話がありました防災士の方が各地域に存

在して、地域の自主防災組織の活動に対して、
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その経験や知識をもって指導していただければ、

災害時においても確かな備えとなると考えてお

ります。 

  先ほど来お話がありましたが、県内で1,100

名を超す方がいて、寒河江市は10名という、こ

ちらで確認しているのは10名ということであり

ますから、人口割にするとちょっとまだまだ少

ないのではないかという認識もしております。 

  そういうことで、ぜひ多くの方々に取得して

もらいたいと考えておりますが、各地域への防

災士の配備ということについては、先ほど資格

取得の方法などでも申しあげましたけれども、

長年地域の防災リーダーとして活躍されてこら

れた消防団の分団長の皆さんなどについて、消

防団を退団された後も引き続き地域で活動して

いただくために、特例によって取得できるわけ

でありますから、防災士の取得についてお願い

をして推奨して、地域で引き続き活躍していた

だくということも必要なのではないかというこ

とで、そういうことも進めて防災士の養成に支

援してまいりたいと考えております。 

○内藤 明議長 議員。 

○ 登代子議員 御答弁ありがとうございまし

た。資格取得の推奨につきましては、前向きに

検討されるということでございます。よろしく

お願いしたいと思います。防災士に対する認識

を高め、周知を図っていただき、防災士の養成

支援をよろしくお願いいたします。 

  最後になりましたが、災害図上訓練ＤＩＧ

（ディグ）の導入についてお伺いいたします。 

  総務産業常任委員会の行政視察において、岡

山県瀬戸内市の自主防災活動推進事業を視察研

修してまいりました。岡山県瀬戸内市は、人口

３万8,000人弱の市で、全国で最も晴れの日が

多く、地震の少ない地域でもあります。東北人

で雪と葛藤している私にとっては、大変うらや

ましい思いもありました。 

  この瀬戸内市における自主防災組織率はこと

し４月現在で74.7％で、東日本大震災を契機に

地域防災力の向上に力を入れているとのことで

あり、自主防災組織を結成したがリーダー不在

等の理由で活動していない組織が多くあるよう

でした。 

  この課題解決のために検討されたのが、自主

防災活動促進事業の一環として、災害図上訓練

ＤＩＧを核とした地域防災力向上事業の導入で

した。参加型の防災ワークショップを開催して、

大きな地図に全員が書き込みをしながらわいわ

いと楽しく議論や意見交換を行うことで、地域

の災害の現状を知り、被害想定が具体的に描き

出されて、その地域における防災の可能性や限

界等が見えてくるということでございます。そ

のことで、防災意識の高揚や地域コミュニティ

ーの形成につながるといった大きな長所がある

と伺いました。 

  このようなことから、本市における災害図上

訓練ＤＩＧを核とした地域防災力向上事業の導

入についてお伺いいたします。 

  最初に、本市における災害図上訓練ＤＩＧの

実施状況についてお伺いいたします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 寒河江市内におきます実施状況

でございますけれども、平成24年３月に南部の

島自主防災会が実施しております。それから、

平成25年２月に清助新田自主防災会が実施し、

ことし平成29年３月に柴橋区の自主防災会が実

施しているという状況になっております。 

○内藤 明議長 議員。 

○ 登代子議員 過去において、24年島地区、

25年には清助新田、そしてことしの３月には柴

橋地区、大変うれしい限りでございますけれど

も、この実施された状況なども、私自身考えま

すと、そのときの状況を考えますと、過去の教

訓とか知識を出し合ったり、地域の課題につい

て話し合われたことと思います。そして、ＤＩ

Ｇを実施することにより、親睦もさらに深めら
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れたのではないかと思うところでございます。 

  それでは次に、その際、実施した内容につい

てお伺いしたいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 ３地区で災害図上訓練ＤＩＧを

実施していただいておりますが、大体内容的に

は同じでありますので、お答え申しあげたいと

思います。 

  地域の方々が公民館に何回かお集まりいただ

いて、災害が発生した場合を想定したいろんな

話し合いの中から、避難場所とか避難経路、さ

らには危険な場所とか、またひとり暮らしの要

配慮者のお宅など、さまざまな情報があるわけ

でありまして、それを机の上に広げた地図上に

記録をして、独自の防災マップを作成していく

というものでございます。 

  作成したその防災マップについては、島の自

主防災会と清助新田の自主防災会については、

地区内の全戸に配布しているんであります。こ

れは島のですけれども、印刷をして各世帯に配

布していると、こういうことでございます。こ

としの柴橋区の自主防災会では、作成した地図

を公民館、柴橋分館に設置しているというよう

な状況で、地域の方々にその意識の高揚を常日

ごろから図っているというふうになっていると

ころでございます。 

○内藤 明議長 議員。 

○ 登代子議員 答弁ありがとうございました。 

  それぞれの地域でＤＩＧ実施後にそのマップ

を全戸に配布した、本当に心強いことだなと思

っているわけなんですけれども、瀬戸内市の防

災のＤＩＧ実施状況と本市の実施状況は全く同

じでございます。みんなでそのＤＩＧを実施す

ることによって、ＤＩＧをすることによって、

みんなで地域の課題とか災害を共有するという

ことが利点になると思いますので、今後とも本

市全体に向けての実施をお願いしたいというと

ころでございます。 

  次に、今後の導入の方向性についてお伺いい

たします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 この災害図上訓練については、

多くの地域で実施していただければと思います

が、先ほどお見せいたしましたが、公民館でい

ろいろ議論をして地図に記録をしていくという

ことだけでなくて、それを印刷して各世帯に配

布するなどということになりますと、そのため

の経費などもかかっていくということに現実的

にはなっているわけであります。 

  そういうことから、寒河江市におきましては、

地域防災力強化支援事業費補助金というものを

設けさせていただいて、住宅地図の準備であり

ますとか、でき上がった防災マップの印刷など

の経費について、限度額20万円ですけれども、

支援をしているというところでございますので、

ぜひ多くの地域の中でこの図上訓練実施をして

いただければありがたいと思います。 

  防災マップの作成はそれだけ経費がかかって

おりますので、普通の防災活動に対する支援は

10万円ですけれども、マップの作成ということ

になるとプラス10万円ということで20万円に、

細かい話ですけれどもそういうことにさせてい

ただいておりますので、ぜひそういうものを活

用して実施していただければなと思います。 

○内藤 明議長 議員。 

○ 登代子議員 答弁ありがとうございました。 

  最後になりましたけれども、自主防災組織未

組織の地域へのＤＩＧの導入について伺います。 

  先ほども申しあげましたが、瀬戸内市では防

災力の活動をさらに活性化して、中心地の組織

化につなげるための災害図上訓練ＤＩＧが導入

されました。この事業の導入で自主防災組織の

結成や自主的な防災活動が少しずつふえ、地域

のつながりが強くなり、この事業の効果が少し

ずつ見られているとのことでした。本市の自主

防災組織が未組織となっている地域へ、災害図
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上訓練ＤＩＧの導入を考えてはいかがでしょう

か。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 災害図上訓練ＤＩＧについては、

先ほども申しあげましたけれども、完成した地

域の防災マップをお配りしてという、そして防

災意識を高めていくということも大事でありま

す。また、もっと大事なのは、その過程におけ

るワークショップなどでの、先ほどお話があり

ましたけれども、コミュニケーションの醸成と

いうことによって共通認識を持っていくという

ことが地域の防災力を高めていく上でも非常に

重要だと言われているところであります。 

  そういった意味から、自主防災組織がまだ未

設置の町会などについては、その災害図上訓練

ＤＩＧの導入を図っていかなければならないと

いうふうにも考えているところでありますし、

また、いろんな防災の研修会なども実施をさせ

ていただいて、要請があればさまざまな提案を

していきながら、先ほど来お話がありますけれ

ども、一日も早い組織化をお願いしていきたい

と考えているところでございます。 

○内藤 明議長 議員。 

○ 登代子議員 答弁ありがとうございました。 

  自主防災組織率100％を目指していただいて、

防災士の育成と災害図上訓練ＤＩＧの導入を図

ることで、防災力の向上につながり、災害に強

いまちづくりができるものと思っております。

安全で安心に暮らせる寒河江市と言われるよう、

さらなる防災力の強化及び防災意識の啓蒙を期

待いたしまして、私の一般質問を終わらせてい

ただきたいと思います。ありがとうございまし

た。 

 

國井輝明議員の質問 

 

○内藤 明議長 通告番号２番、３番について、

11番國井輝明議員。 

○國井輝明議員 おはようございます。 

  まず先に、このたび２つの通告をさせていた

だきまして、通告番号２番、県産材の普及・利

用促進については、前回の９月議会で質問をし

ようと思いましたが、私の配慮不足といいます

か、ということで質問できなかったということ

にまずはおわびさせていただきたいと思います。

このたび改めて12月議会で質問させていただき

ますので、御答弁をよろしくお願いしたいと思

います。 

  寒政・公明クラブの一員として、このたびの

質問事項に関心を持つ市民を代表し質問させて

いただきます。 

  初めに、通告番号２番、県産材の普及・利用

促進について質問させていただきます。 

  最近、世界各地で地球温暖化による気候変動

等で洪水や干ばつ等の被害のニュースをよく耳

にします。今、世界各国で温暖化による自然災

害に危機感を募らせております。 

  2020年以降の温暖化対策の新たな枠組みを定

めたパリ協定は、歴史的な一歩と言われており

ます。この協定では、二酸化炭素の排出量を森

林における吸収量と均衡するまでに減らすとさ

れております。そのため、日本でもハイブリッ

ド車や電気自動車の導入を初め、ソーラー発電

や木材等の森林エネルギーが注目されており、

個人レベルでもマイカー利用の自粛や冷暖房の

自主規制などにも取り組んでいる状況にありま

す。 

  森林資源の観点から山形県に目を向けてみま

すと、県土の７割が森林で、平成25年11月に県

内全市町村首長が参加して、やまがた里山サミ

ットを設立し、知事が「やまがた森林（モリ）

ノミクス」宣言を行っております。 

  森林は、木材の供給はもとより、自然の景観

や水源の県土保全、地球温暖化の防止と多面的

な機能を持っており、県ではこのような多面的

機能の維持と調和を大切にし、緑の循環システ
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ムを推進しており、地域の豊かな森林資源を

「森のエネルギー」「森の恵み」として活用し

て、雇用創出につなげ、地域全体の活力化に取

り組んでおります。この森林（モリ）ノミクス

の推進がこれからの日本にとって重要な施策に

なるのではないでしょうか。 

  地球温暖化はもとより、まきやチップによる

森のエネルギーの活用、水資源の涵養、キノコ

や山菜などの森の恵みの享受、そして木材活用

による林産業の活性化で雇用の創出につながり

ます。 

  寒河江市議会では、森林・林業・林産業活性

化議員連盟を組織し、毎年視察研究を行ってお

ります。活動の中で各地の現状を見ますと、全

てについてうまくいっているとはなかなか言え

ないのが実情ですが、林業・林産業をさらに活

性化させることが林業の整備につながるものと

思います。 

  私は、今回、本市における林業の状況及び林

業の活性化のための県産材の活用について質問

するものであります。 

  初めに、寒河江市における林業・林産業はど

のような状況にあるのかお尋ねさせていただき

ます。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 國井議員から県産材の普及・利

用促進について御質問をいただいておりますが、

寒河江市の林業の状況ということでございます

が、御案内のとおり、寒河江市の森林面積は国

有林が約2,100ヘクタール、民有林が約4,600ヘ

クタールということで、合わせて6,700ヘクタ

ールでございます。これは寒河江市の行政面積

が１万3,900ヘクタールでありますから、約半

分ということでございます。このうち杉が主体

の人工林は約1,800ヘクタールということで、

約３割に相当しております。 

  それから、市内で林業を営む経営者、経営体

ということでございますけれども、いろいろ調

べてみましたけれども、法人、個人ともにほと

んどいらっしゃらないというのが現状でござい

ます。 

  また、寒河江市の森林については、木材を切

り出す主伐や森林育成のための間伐を実施する

際の伐採及び伐採後の造林届出書というのを出

さなければいけませんが、届け出実績について

は、昨年平成28年度までの３カ年間で、軽微な

ものを除いて年平均で約４件程度、面積で約20

ヘクタールでございます。ことし29年度、まだ

途中でありますけれども２件、面積で約26ヘク

タールとなっておりますが、これは全てのケー

スで伐採後に再造林を行わないとする届け出に

なっております。どういうことかというと、積

極的な手入れは行われていないというのが状況

かと思います。 

○内藤 明議長 國井議員。 

○國井輝明議員 ただいまの答弁で、28年度まで

の３カ年で４件の届け出で約20ヘクタール、ま

た再造林は行わないというような状況を伺って、

正直ちょっと私の中では残念な気持ち、状況は

どうなのかわかりませんが、そのような気持ち

をちょっと思ったところでございます。 

  そのような中で、あえてちょっと質問をさせ

ていただきますけれども、整備の状況について

お尋ねさせていただきたいわけですけれども、

森林が整備されることによりまして人と動物と

の生活上の境界線ができて、動物は人里に入り

にくいと言われております。近年、熊やイノシ

シの人里への出没状況を考えますと、とても不

安になっております。私は森林の整備によるす

み分けは大変重要であると思っております。森

林の整備を積極的に行うことで、田畑への動物

による被害も減少させる効果があること、さら

に鳥獣被害を減少させるべく森林の積極的な利

活用がポイントになると思いますが、市長の見

解をお伺いさせていただきます。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 
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○佐藤洋樹市長 先ほど御答弁申しあげましたけ

れども、伐採後に植林されずに自然更新に任さ

れているということであります。そういうこと

のために、積極的に手入れをされている森林は

減少の一途をたどっているというのが現状では

ないかと思います。 

  國井議員が御指摘のとおり、森林の手入れの

ために人が積極的に山に入ったり、あるいは枝

打ちをしたり、作業道を開設したりすることで、

野生動物が人の気配や重機の音を感じ取って、

人と動物のすみ分けが図られてきたのではない

かと思います。 

  しかしながら、御案内のとおり、山合いの地

域では高齢化あるいは人口減少が進んでいるわ

けでありまして、加えて林業を取り巻く情勢と

して、木材価格低迷による山林への関心低下、

さらには所有者の高齢化あるいは死亡によって

所有山林の所在が不明になるなどと、さまざま

なマイナス要因が増加していることなどから、

森林が放置されている状況が進んでいると認識

しております。 

  そういったことから、先ほど御指摘がありま

したとおり、資源活用としての観点に加えて、

鳥獣被害防止の観点からも、どのように森林整

備を積極的に進めていけばよいのか、これは山

合いの地域の問題だけではなくて、市全体の問

題として真剣に検討していかなければならない

と認識しております。 

○内藤 明議長 國井議員。 

○國井輝明議員 ただいまの答弁の中で、市長も

これから寒河江市全体として重く受けとめて頑

張っていきたいと、そのような言葉をいただけ

ましたので大変私としてはうれしく思っている

ところでございますが、やはり市長の答弁の中

でも、所有者の高齢化等々なかなか大変な状況

にあるかと思いますので、ぜひその辺の推進も

よろしくお願いしたいと思っているところであ

ります。 

  そこで、今後の整備の方向性についてお尋ね

させていただきたいと思います。 

  12月１日の山形新聞に、再造林推進機構設立

との見出しで記事が掲載されておりました。県

内では、木材の需要増に伴い、必要となる植林

費用の一部を賄うため、林業・木材産業団体は

資金を供給する県森林再生基金の創設と運用を

担う、先ほど申しあげました県再造林推進機構

を設立したという記事でありました。現在、森

林所有者の植林費用は公費で100％補助してお

りますが、来年度からはこのうち10％を民間の

協力金で積み立てた基金から助成しようという

ものであります。 

  こうした動きがある中、寒河江市として今後

の整備の方向性についてお尋ねさせていただき

ます。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 今、國井議員からお話がござい

ました植林費用に対する公費の支援ということ

でありますが、実は平成28年度までは80％でご

ざいました。ところが、ところがというか、29

年度はさらに県費を20％上乗せして100％とい

うことでございます。12月１日の新聞報道の内

容では、来年度30年度からは再造林推進機構の

ほうで公費での100％補助を恒常化するという

こととともに、上乗せ県費20％を県費10％、基

金からの協力金10％に変更するということでご

ざいます。 

  このようにして、県としてはやまがた森林

（モリ）ノミクスによって県産木材生産量の拡

大、さらには再造林率の100％化、そして県産

木材の率先利用というものを目指して、さまざ

まな施策を展開していただいているというとこ

ろでございます。我々としては、今後森林への

積極的な手入れというものが一層進んでいくの

ではないかと期待しているところであります。 

  また、やまがた緑環境税を活用して間伐ある

いは枝落としを行うことで、人里と野生鳥獣と
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の緩衝林を整備した事例なども報告をいただい

ているところでございますので、いずれにして

も、計画を立てて整備をしていく際には、森林

所有者の方々の同意というものが不可欠でござ

いますので、そういう方々からどういう要望が

出てくるのか、あるいは実現するためにはどう

いうようなメニューが必要なのかなども十分お

聞きして進めていくということが大事だろうと

思います。 

  そういう取り組みをさらに寒河江市として進

めていくということを考えますと、これは、先

ほどもありましたけれども、寒河江市だけでは

そういうことを進めていくことはできないので

はないかと思っております。もちろん県も協力

をしていただくということもありますし、さら

に、少なくとも西村山４町とも連携をしながら

そういういろんな取り組みを進めていくことが、

県が進めるやまがた森林（モリ）ノミクスの実

現に向けた取り組みに協力をしていけることに

なるのではないかと認識しております。 

○内藤 明議長 國井議員。 

○國井輝明議員 ただいまの市長の答弁の中で、

寒河江市だけでなく、やはり県内全体、まずは

一つの枠組みとして西郡というようなことで、

やはり私もそうした機運といいますか、高めて

ほしいなと思っております。市長におかれまし

ては、その辺の気持ちを持っていただいている

ということは大変うれしく思いますし、これか

らこういった森林の整備が加速化するように期

待しているところでございます。 

  そうした中において、一つの事業としてちょ

っと耳にしたものがあるわけですけれども、今、

山形県では県産材として、山形市としては市内

でとれた木材に限定して補助金を出して、県産

材の利用を推進する事業を展開しているようで

あります。寒河江市においても、林業・林産業

の活性化、また県産材の利用促進のためにも、

こうした補助事業に取り組んでみてはいかがか

ということを、市長のちょっと御見解をお伺い

させていただきたいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 寒河江市におきましても、以前

から県の補助事業と同様に、寒河江市県産認証

材「やまがたの木」普及・利用促進事業として、

県産材を利用した住宅への補助事業というもの

を設けているところでございます。しかしなが

ら、ここ数年その補助実績がないという、そう

いう申請がないということでございましたので、

いろんなほかの自治体の例なども参考にしなが

ら、市民の皆さんが利用しやすいような改善策

を今後検討していきたいと考えておるところで

ございます。 

○内藤 明議長 國井議員。 

○國井輝明議員 ただいま申請がないというよう

な状況でありますので、ＰＲ不足なのか、それ

ともやはり何といいますか、利用したいと思わ

ないのかわかりませんが、いずれにしても、私

は木材を活用ということは重要かと思いますの

で、その辺の向上に向けてもこれからも取り組

んでいただきたいなと思っているところでござ

います。 

  先ほどの市長の答弁の中でも、私もちょっと

申しあげたいわけですが、西村山産材というも

のを私はちょっと注目しているところでござい

ます。この西村山産材の公共施設への積極的な

活用についてちょっとお尋ねをさせていただき

たいわけでございますが、県産材、西村山産材

を公共施設等にも活用すべきだと私は考えてい

るところでございます。 

  私は、特に子供たちに木のぬくもりを感じて

もらいたいと考えております。国内では木の校

舎がふえていると伺っております。その理由で

は、肌ざわりがよく温かみがある教室は勉強す

る子供たちの気分を和やかにし、木の香りは気

持ちを落ちつかせるということ、木目の美しさ

は目を優しく包み、木の遮音・吸音効果が耳ざ
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わりな音を減らすなどの効果があるからであり

ます。保育所などにも積極的な活用をすべきと

いうふうにも思っておりますが、先ほども市長

の答弁にもありましたとおり、この寒河江市で

は使える木材が少ないというような状況にある

かと思いますけれども、林業・林産業の活性化

を図りながら、森林に手を加え、人と動物との

生活に境界をつくって、人と動物とのすみ分け

を徹底させることによって、農作物への被害も

軽減される、こうしたことが図られると思って

おります。 

  こうした取り組みを実施していただきたいと

思っておりますが、この公共施設等への積極的

な活用等々につきましても、市長の見解をお伺

いさせていただきたいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 寒河江市におきましては、平成

26年に寒河江市の公共建築物等における木材の

利用促進に関する基本方針というものを策定い

たしまして、その中で寒河江市あるいは西村山

郡から生産される地域産材の利用を拡大するた

めに必要な基本事項を定めて、地域産材の利用

を促進するということにしているところでござ

います。 

  また、先ほどお話がありました、寒河江市は

それほどでもないのかもしれませんが、西村山

全体からすると大変な産材があるわけでありま

すので、西村山産材の利用促進については、特

に西山杉の利活用推進コンソーシアムという11

団体で構成する組織によって、この西山杉の利

用活性化を図るさまざまな取り組みが展開され

ております。 

  寒河江市としても、この西山杉の利活用に関

してできるところから協力していきたいと考え

ているところでありまして、そういった考え方

を踏まえて、現在移転計画を進めているなか保

育所について、設計業務に係る公募型プロポー

ザル実施要項に、環境に優しく木のぬくもりが

感じられる保育所として県産木材を活用すると

いう木育に関する基本コンセプトを提示いたし

まして、選定された事業者の提案では、内外装

や構造体に地域産材を活用することで、じかに

触れ、親しみやすく、ぬくもりのある空間とす

るという提案がなされているところでありまし

て、現在基本設計を進めているという状況にご

ざいます。 

  我々としては、今後ともできる限り西村山産

材の活用を一層進めてまいりたいと考えている

ところでございます。 

○内藤 明議長 國井議員。 

○國井輝明議員 早速、ただいまの市長の答弁の

中で、なか保育所で内外装にそうした県産材を

活用したいというような答弁をいただきまして、

まことにありがたいと、このように思っており

ます。 

  実は、この県産材の活用につきましては、去

る９月の議会で公共施設等総合管理計画と関連

づけて質問させていただきたかったということ

でありました。そうした中において、小学校、

中学校等々の再編なども今後考える課題だと思

っておりますので、ぜひそうした公共施設等に

つきましても積極的な活用をお願いしたいとい

うことを申し添えさせていただきたいと思って

おります。 

  若干ちょっと視点を変えまして質問させてい

ただきますが、木に対する人の、何といいます

か、接し方というか、先ほどの県産材の補助事

業につきましても申請がなかったというような

答弁もありましたし、木に対する感覚といいま

すか、接し方につきまして、少し人々に、市民

に対しましても触れる機会を多く設けてはどう

かというふうに思っているところでございます。 

  そこで、木育フェスティバルの推進について

お尋ねさせていただきたいわけでございますが、

昨年２月に開催されましたやまがた雪フェステ

ィバルのコラボイベントとしまして、「木育・
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食育フェスｉｎ寒河江」を開催しております。

こちらのイベントでは、２日間の開催でありま

したが、約2,000人もの来場があったと伺って

おり、今年度も開催の予定と伺っておりますが、

こうした取り組みをぜひとも推進していただき

たいと思っておりますが、市長の見解をお伺い

させていただきます。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 御質問の木育・食育フェスにつ

いては、地域資源を活用したまちづくりの一環

として、地域の豊かな資源であります森林や農

林産物の重要性について、楽しみながら学ぶ機

会を広げていくということを目的に、昨年度、

実際はことしの２月でありましたが、開催させ

ていただいたものでございます。議員が御指摘

のとおり、初めての開催でありまして、さらに

有料ということもありましたが、それにもかか

わらず市内外から２世代、３世代のお子さん連

れ、お孫さん連れの御家庭、御家族など、約

2,000人の多数の方が御来場いただき、大変好

評を得たところでございます。 

  今年度につきましても、来る２月に開催する

やまがた雪フェスティバルのコラボイベントと

して、２月３日、４日に開催して、昨年度以上

の内容の充実を図って取り組んでいきたいと考

えているところでございます。 

  また、平成30年度、来年度についても、多く

の子供たちが楽しみながら学べるというこの木

育・食育フェスを継続して実施していけるよう、

そういう方向で検討していきたいと考えている

ところでございます。 

○内藤 明議長 國井議員。 

○國井輝明議員 早速、来年度もというようなお

話を伺いまして大変うれしく思っております。

来年の２月の３日、４日の雪フェスでも内容を

充実してということでございますので、ぜひと

もこれからもそうした機会を多く設けていただ

くようよろしくお願いしたいと思っているとこ

ろでございます。 

  今後の西村山産材の積極的な利活用の推進

等々、林業の活性化等々にぜひとも力を注いで

いただきまして、そして雇用の創出につなげて

いっていただきたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、通告番号３番についてお尋ねさせ

ていただきたいと思います。 

  寒河江市では、限られた財源で質の高い行政

を実現させるため、必要性・効率性などを評価

し、投資の重点化や建設コストの縮減など効果

的な事業の執行に努め、市民への説明責任を果

たすことが大切であり、市民の暮らしに密接に

かかわる生活道路の改良や側溝、舗装、交通安

全施設等については、市民の方々より要望が多

いことから、整備の判断基準の目安として寒河

江市公共事業整備優先順位基準を策定いたしま

した。 

  この基準で対象となる公共工事は、市民生活

に密接した道路、河川、用悪水路、側溝の整備

や維持管理で、新たに工事着手を検討している

事業とし、この基準に基づく評価により整備優

先順位を判断し、市民にわかりやすい事業の執

行を図るものであります。 

  日ごろ、我々の議員活動や議会活動、特に議

会報告会等で多くの市民から問い合わせをいた

だいているところであります。その内容は、要

望しているのになかなか実現しないというもの

であります。 

  この寒河江市公共事業整備優先順位基準につ

きましては、これまで同僚議員からも質問があ

りましたが、私からも改めて質問させていただ

きたいと思います。 

  まずは、現在の要望件数と要望の仕方につい

てお尋ねさせていただきます。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 國井議員からは公共事業整備優

先順位基準について御質問をいただきましたが、
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この制度というんですかね、趣旨などについて

は先ほどるるお話がございましたが、平成23年

度より公共性、公平性を、あるいは透明性とい

うことを前提にしてこういう制度を設けさせて

いただいております。我々の事情としては、や

っぱり財源も限られているというところもあり

まして、そういうことで、できるだけ市民の皆

さんにわかりやすい順位をつけていく、基準を

設けていくということで制度発足をさせていた

だいております。 

  要望件数あるいは要望の仕方について御質問

をいただきましたのでお答えしますが、内容と

しては５種類の部分、事業に分かれております。

１つは道路新設改良を行う生活道路整備事業、

それから舗装修繕を行う生活道路維持事業、３

つ目は用悪水路整備事業、４つ目が側溝整備事

業、そして５つ目がガードレールなどの安全施

設整備事業ということで、５つの事業に分類を

しているところでありまして、それぞれの事業

に応じてその必要性、緊急性、ほかの計画との

整合性、さらには整備の熟度、整備の効果、そ

れから経年加点、要するに年を経ていくという

要望が長期にわたるということでございます、

これはことしから評価のメニューに加えた部分

でありますが、そういうことを評価して優先度

の判定を行っているところでございます。ただ

し、緊急対応が必要な箇所などについては評価

の対象から外しているということでございます。 

  現在、整備の要望箇所についてでありますが、

道路改良事業整備については19路線、舗装整備

については16路線、側溝整備については58件、

用悪水路整備については16地区、それから交通

安全施設整備が７路線ということで、合わせて

116件の要望箇所になってございます。 

  要望の仕方については、改めて申しあげるわ

けでありますけれども、町会長さん、あるいは

区長さん、団体などの代表の方から地域の合意

を得て御要望していただくということになって

おります。要望書については、年度初めに町会

長さん宛てに書類を一式お送りさせていただい

て、９月末までに提出をしていただいて、毎年

10月開催する公共事業整備順位審査会において

審査を行って優先順位を決定していくという手

順になっているところでございます。 

○内藤 明議長 國井議員。 

○國井輝明議員 答弁ありがとうございます。 

  現在、116件の要望ということで、中でも側

溝整備が非常に多いなと認識させていただいた

わけでございますが、その中で、これまでも質

問、いろいろ同僚議員からもありましたが、最

も古い要望の順位はどのようになっているのか

をお尋ねさせていただきたいと思っております。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 評価をつける際の評価の区分と

しては、５段階評価、何か学校のあれみたいで

すけれども、５段階評価になっているんですね。

高いほうから、高いプラスというんですかね、

「一番高い」、それから「高い」、それから「中

のプラス」と「中」、それから「低」と、こう

いう５段階になっております。 

  最も古い順位ということでありますが、道路

改良新設事業では平成15年の要望が一番古いと

いうことでございます。評価区分からいくと

「中のプラス」ですから、ちょうど真ん中ぐら

いなんですが、19路線の中では第５位と、上か

ら５番目と、こういうことであります。 

  それから、舗装整備事業では平成21年の要望

で、評価区分が「低」、一番低い、これは16路

線中の16位ということになっております。 

  側溝整備事業では平成15年の要望で、評価区

分が「中プラス」、真ん中ですね、58路線の中

では15位となっております。 

  それから、用悪水路整備事業では平成17年の

要望で、評価区分が「中」、下から２番目とい

うことでありますが、16地区中４位ということ

でございます。 
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  交通安全施設整備では平成24年の要望で、評

価区分が「中プラス」、真ん中ごろで、７路線

中５位と、こういうふうになっているところで

ございます。 

○内藤 明議長 國井議員。 

○國井輝明議員 ただいまの答弁の中でも、大分

古いものはなかなか古いし、なかなか実現でき

ないんだなというふうにちょっと認識をさせて

いただきました。それにしても、さまざまな理

由もやはりあると思います。どうしても皆さん

が見ても、もう誰が判断してもそんなに優先順

位は高くならないのかなということももちろん

ありますが、その辺も含めて今後いろいろ改善

すべきところもあるかと思いますので、いろい

ろと質問をさせていただきますけれども、現在

のその要望書の取り扱いについては、どのよう

に行っているのかお尋ねさせていただきます。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 先ほども申しあげましたが、地

域で抱えている整備あるいは修繕などの要望に

ついて、町会ごとに取りまとめをいただいて要

望書を提出いただくということにしておるわけ

でありますが、その後、要望書をいただくと、

その公共事業整備優先順位基準に基づき担当職

員が現地調査を行うということでございます。

現地調査を行って整備の調査票を作成するとい

うことにしています。 

  調査票の作成の内容としては、先ほど申しあ

げましたけれども、緊急性とかその必要性とか、

他計画との整合性等々の６項目について５段階

での評価をしていくということでございます。

その後、その評価内容について審査会を開催し

て審査をして、整備の優先順位を決定していく

ということでございます。 

  その決定した後については、その要望してい

ただいた箇所の事業の実施をしていくというこ

とになりますと、文書で町会長さん宛てにお知

らせをしていくということでございます。実施

がまだまだできないということになった場合で

も、提出された要望の箇所については、事業が

完了するまで継続審査ということにさせていた

だいているところでございます。 

○内藤 明議長 この際、暫時休憩いたします。 

  再開は11時５分といたします。 

 休 憩 午前１０時４８分  

 再 開 午前１１時０５分  

○内藤 明議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  國井議員。 

○國井輝明議員 休憩前までいろいろと御答弁い

ただきまして、まことにありがとうございます。 

  ここで少し例を挙げてちょっと質問をさせて

いただきたいと思っておりますけれども、工事

の中断についてお尋ねさせていただきたいと思

っております。 

  これは工事が途中で中断した箇所の例として

でありますけれども、私が住む西根地区であり

ますけれども、側溝整備が途中で途絶えてしま

い、予定整備区間までの工事が完了していない

箇所があるというところでございます。これは

どうしてこのようなことが起こったのかといい

ますと、この箇所は児童の通学路となっている

わけですが、この側溝整備箇所よりも別の箇所

が児童の通学箇所としては危険なために、早目

にそちらの整備を進めるために工事が中断して

しまったということであります。 

  私は、一度工事に入ったことですから、また

すぐに側溝整備工事がスタートするものと思っ

ておりましたが、何年たってもこの工事が再開

されないということなのであります。地区民か

らは、要望書を出しているのになぜ工事がとま

ってしまったのか、工事はいつ再開するのかと

の問いがあるわけでございます。 

  一度着工している箇所は最優先で工事を完了

すべきではないかと考えますが、こうしたこと

も含め、工事が途中まで進んだことによって改
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善されたとみなされて優先順位が下がるという

ことはないのかお尋ねさせていただきます。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 國井議員がお尋ねの側溝整備の

箇所は、市道八鍬日田線ということでございま

す。 

  経過を若干申しあげますと、平成22年の御要

望により、お話のとおり一部工事着手されたも

のでございますが、これは平成18年から着手し

ておりました同じ路線の東側の側溝整備工事の

延伸を図るということで、新たに要望をいただ

いた箇所でございます。優先順位審査基準、平

成23年度より施行しているわけでありますが、

この審査対象ということになったところでござ

いますけれども、先ほど来ありましたとおり、

平成22年に同じ路線で近接の箇所であります、

これは県道皿沼河北線の東側の側溝整備であり

ますが、これについても要望書が提出されて、

先ほどお話のとおり、地域の要望、あるいは同

じ路線でも評価区分が高いということで、緊急

性が高いその県道皿沼河北線東側の側溝整備が

平成23年度より着手されたということで、市道

八鍬日田線のほうは一度着手されたものの、そ

の後手つかずになってしまっていたということ

で、大変申しわけなく思っているというふうに

も思います。 

  そこで、現在、先ほどお話し申しあげました

けれども、完了しない限りは評価対象としてず

っと継続していくということにしておりますの

で、この八鍬日田線については先般の審査会の

結果、評価区分でいくと「中プラス」と真ん中

ぐらいなんですけれども、側溝整備事業の中で

は上位に位置づけさせていただいているという

ところでありますので、できる限り早期に整備

を予定させていただければと思いますので、そ

の辺のところ御理解を賜りたいと思います。 

○内藤 明議長 國井議員。 

○國井輝明議員 ただいまの答弁で理解いたしま

すけれども、やはり一回工事が進んでとまって

しまったということに地区の方はどうしたとい

う気持ちがどうしても強いものですので、市長

の答弁のとおり何とか進めればなと思っておる

ところでございます。 

  この箇所をしたいからこの質問をしているわ

けではございませんので、その優先順位の制度

について少し理解を深めたいと思っておるんで

すけれども、今、例で挙げたことも含めまして、

ただいまの質問に対しまして、市内の今私が申

しあげたような例もあると思いますけれども、

要望箇所で工事が中断している箇所、私が述べ

たもの以外でもあるのかなとちょっとお伺いし

たいわけですが、もしあるとすればその件数な

ども含めて、今後の対応についてお尋ねさせて

いただきたいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 これは平成17年当時ごろに整備

を行った八鍬２号線というのがございますが、

整備をしておりましたが、地域からの要望がご

ざいまして、別路線の整備に振りかえたという

ことがございます。中断したわけでありますけ

れども、平成25年度に再要望していただいて、

制度が発足していますから、現在事業実施中と

いうふうになっているところであります。近年

の例ではこの例が１件となっております。 

○内藤 明議長 國井議員。 

○國井輝明議員 ありがとうございます。 

  ただいま私が先ほど質問した例以外にも八鍬

のほうでというような話でございました。まず、

その制度自体といいますか、やはり市民がわか

りやすい透明性、公平性ということを確保しな

がら進めていただきたいということも含めて次

の質問をさせていただきたいと思いますけれど

も、さらに望まれる制度になるために、これま

で市のほうでは要望箇所については、先ほど市

長からも答弁がありましたけれども、現地調査

を行い、毎年10月に公共事業整備優先順位審査
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会を設けて、そこで検討しているということで

ございました。その審査会の中で優先順位を決

めて、その順位によって予算化していくと伺っ

ておりますが、この制度を進めてきた中で課題

となっていることはないのかお尋ねさせていた

だきます。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 課題というのは、先ほどこの質

問の冒頭に國井議員から御指摘がありましたが、

要望したけれどもいつまでなったら実現するん

だというのが最大の課題といえば最大の課題か

と思います。 

  それは、何でそういうふうになるのかという

ことを考えてみますと、一つには、やはり優先

順位はつけていくわけでありますが、基本、最

後はやっぱり予算との相談ということになって

いくわけでありますね。その予算についても全

部市費だけではなくて国の制度、社会資本総合

整備交付金などもうまく使いながら実現をして

いくということになりますから、前にも何回か

お答えしている機会があるかと思いますが、こ

の国の社会資本総合整備交付金についてはなか

なか要望どおりに交付金が配分されないという

ような事情もありまして、御要望をいただく分

について、なかなか予算化、事業化できないと

いうのが一番大きい課題かと思います。これに

ついては、引き続き市長会などを通して国のほ

うにも要望しているというところでございます。 

  また、もう一つは、先ほど来御質問の中にも

ありましたが、評価区分が正直言って低いとい

うところについて、何年たってもランクが上に

上がっていかないという箇所も、地区もあるわ

けでありまして、そういう地区から区長さん初

め町会長さんから問い合わせなどもいただくと

ころでございます。上のほうから順に事業化し

ていけば、当然下から上がってくるのではない

かというのは思うわけでありますが、その途中

で次の年また新たな箇所が中に参入するという

ことになると、いつまでも順位が低いというん

ですかね、なかなか上に上がっていかないとい

うところがあります。 

  そういう意味で、そういったところに対して

は、我々のほうでもできる限り御説明を申しあ

げますが、もう一回地元の方々にその要望につ

いて再検討をお願いするということも必要なの

ではないかと思います。その際は、ある程度の、

例えば10年とかなんかを区切って、そういった

10年たってもなかなか要望どおりにいかない、

あるいは順位が上がらないという箇所などにつ

いては再検討していただくなどということも考

えていかなければならないと思います。もちろ

んこれは地域の皆さんとのいろんなお話の中で

そういう方向を決めていく必要があろうかと思

いますが、そういう課題が今あるというところ

でございます。 

○内藤 明議長 國井議員。 

○國井輝明議員 ただいまの答弁の中でも、市長

は市民との対話も重視しながらしっかり進めて

いきたいというふうな、私はそのように受け取

ったわけでございますが、この制度のあり方の

中で、先ほどちょっと休憩中ではございました

が同僚の議員と話をした中で、市としては要望

書を受け取るイコールちゃんと仕事をしますよ

というふうに受け取るのが多分市民の方だと思

いますので、その辺もやっぱりしっかりと、受

けるなら受ける、受けられないなら受けられな

い、しっかり会話をしながらしっかりと取り組

んでほしいなと思っているところでございます。 

  そこで、今後の優先順位のあり方についてお

尋ねさせていただきたいわけでございますが、

これまで質問した内容もお含みをいただき、制

度のあり方について質問させていただきます。 

  これまで、市民に対し、改善箇所があった場

合、要望書を出していただきたいということを

申しあげてきた結果、要望箇所もふえていると

思っております。そうした要望書の中で、先ほ
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ど私も申しあげましたけれども、誰が考えても

優先順位が低いと判断できるものもあるかと思

います。寒河江市としては、限られた財源の中

で、また国の社会資本整備総合交付金も年々減

少傾向にある中で、工事がなかなか進まない実

情も理解いたしますが、改めて各地区の町会長

とも意見交換をしてよりよい制度にしていただ

きたいとも思っているところであります。なか

なか実現できない要望箇所の取り扱いも含めて、

今後の優先順位のあり方についてどのようにお

考えなのかお尋ねさせていただきます。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 御案内のとおりこの公共事業整

備審査基準というのは、浜松市などの例を参考

にさせていただいて、平成23年度から、先ほど

来ありましたけれども、公共事業に係る事業の

プロセスの透明化、あるいは公平性というもの

を市民の皆さんに御説明していく、そういうも

のとして制度を発足したところでございますが、

制度ですから、時代の流れなどに伴って変化を

していく必要がある、見直しをしていくという

ことが必要でありますし、これまでも、平成25

年度に事業種別の一部統合、それから評価項目

の追加や配点の見直しなどもさせていただいて

おりますし、また先ほどお話ししましたけれど

も、今年度からは経年加点、いつまでたっても

順番が上がらないということも言われるので、

この経年加点というものも追加しているところ

であります。 

  そういう意味で、浜松市の例を参考にして制

度を発足したわけでありますけれども、寒河江

市の実情に合った制度としてさらに随時見直し

をして、よりよい制度として発展していければ

なと考えているところでございます。 

○内藤 明議長 國井議員。 

○國井輝明議員 御答弁ありがとうございます。 

  いわゆる先ほど市長からも答弁がありました

経年加点ということで、なかなか実現できない

ものについては順位が上がるような仕組みと理

解いたしますけれども、こうしたふうに改善点

があるということでございますので、ただ私、

冒頭で申しあげましたけれども、ふだんの議員

活動、または議会活動、特に議会報告会でこう

した、なぜ実現できないのか、やはり市民から

の声が非常に多いわけですね。こうした声にも

応えるべくこうして我々も質問しているわけで

ございますので、ぜひその辺の、よい制度にし

ていくわけでございますので、今後さらに周知

していってほしいと。我々にも質問がないよう

にというふうに言ったらいいのかわかりません

が、今後住民へこの制度をさらに周知するすべ

といいますか、どのようにお考えなのかお尋ね

させていただきたいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 この制度、地域からの要望につ

いては、町会長さん方からまとめていただくと

いうことで、その内容などについても逆にまた

町会長さんのほうにお返しして御理解いただく

という制度になっているわけでありますが、御

案内のとおり、町会長さんというのは今202で

すかね、半分以上は毎年かわるという町会長さ

んなので、我々行政というのは１回こう言うと、

大体次の年言わなくてもわかるのではないかと

いう先入観があるわけでありますけれども、そ

ういう状況でありますから、少しやっぱり丁寧

に毎年でも説明をしていく努力というのは必要

だと思います。 

  ですから、そういう意味では、事業採択まで

の流れなどの資料をお渡ししているんでありま

すけれども、また今後はこの評価の仕方などに

ついても、先ほどるる御説明申しあげましたが、

そういう内容についても資料として整えて、町

会長さん方にもお配りして、要望書を提出いた

だく際にも改めて説明をするなどということで、

丁寧な周知を図っていければと思っているとこ

ろであります。そういうことで、できるだけ住
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民の皆さんからも御理解をいただいていくとい

うのがこの制度がさらに御理解をいただくこと

につながっていくんだと思いますので、そうい

う努力をしていきたいと思っているところでご

ざいます。 

○内藤 明議長 國井議員。 

○國井輝明議員 以上で私の質問は終わったわけ

でございますけれども、やはりこの制度自体ま

だまだこれから改善点もあるかと思いますけれ

ども、よりよい制度になってほしいと、そして

市民の方が納得いく制度にしてほしいというこ

と、それにプラス、市長の今回の答弁で私が感

じたところは、佐藤市長は市民との対話を大切

にしながら進めているんだなと感じたところで

ございます。よりよい制度、そして要望を実現

できる、そうした一つ一つ課題をクリアして、

よい寒河江市政になればなと思っております。

そうしたことを期待しまして私の質問を終わら

せていただきます。ありがとうございました。 

 

伊藤正彦議員の質問 

 

○内藤 明議長 通告番号４番について、５番伊

藤正彦議員。 

○伊藤正彦議員 寒政・公明クラブの伊藤正彦で

ございます。 

  本格的な雪の季節を目前に控え、除雪の準備

等、大変忙しくされていることと思います。市

当局におかれましては、第６次振興計画でうた

っております便利で快適に生活できるまちの実

現に向け、毎年上がってくる各地域の要望にで

きるだけ応えたきめ細かな除雪対応をよろしく

お願いしたいと思います。そういったことを一

つ一つ確実に実行していくことで、寒河江は住

みやすいところだから寒河江に住もうというこ

とになり、移住・定住の促進にもつながること

かと思います。 

  さて、私からは、通告番号４番、公共交通サ

ービスについて質問いたします。 

  これについては、６月の第２回定例会で議

員が質問されておりますので、それを踏まえて

重複しないよう少しブレークダウンした形で質

問させていただきます。 

  公共交通サービスには、第６次振興計画第５

章第３節の交通ネットワークの整備に該当し、

デマンドタクシーと市内循環バスがあります。 

  まず、デマンドタクシーについてお伺いしま

す。 

  デマンドタクシーは、公共交通の利用が困難

な市内の５つのエリアを対象として、平成23年

11月から午前４便、午後３便の計７便で、日曜

祝日及び正月三が日は運休となっています。 

  対象エリア及び料金は、田代、幸生エリアが

500円均一、醍醐、谷沢、中郷エリアが300円均

一となっています。田代エリアには留場が、醍

醐エリアには三泉の道生、菊地堂、雲河原が、

谷沢エリアには米沢、清助新田が、そして中郷

エリアには金谷、平塩が含まれています。障害

者手帳を持っている人及び小学生は半額、小学

生以下は中学生以上の同伴が必要で無料という

ことになっております。 

  このデマンドタクシーを利用するには、事前

にデマンドタクシー利用者証の交付を受けてお

く必要があり、また予約も必要となります。共

通乗降場は各種公共施設、医療機関、金融機関、

大手スーパー等、現在では111カ所ということ

になっております。 

  デマンドタクシーの登録者数につきましては、

６月の第２回定例会で議員の質問への答弁で、

24年３月時点の1,733人から、ことし３月末時

点で2,102人と順調に増加しているという答弁

がありました。また、利用者数も平成25年度の

5,655人、１日にすると23人から、平成28年度

には6,475人と、820人増加しているとのことで

した。大変すばらしいことだと思いますし、市

長も答弁されていましたように、もっとＰＲを
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してできるだけ多くの方に利用していただける

ようにしていただきたいと思います。 

  一方、今の基準で市民のニーズを十分満たし

ているのか、交通弱者の救済に十分役割を果た

しているのかと考えた場合、まだまだ充実させ

ていく余地があるのではないかという考えから

質問させていただきます。 

  初めに、これらの対象エリア選定基準は公共

交通機関から500メートル圏外と聞いておりま

すが、そのほかの基準等も含めて改めてお伺い

いたします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 伊藤議員から公共交通について

御質問をいただいております。 

  最初に、デマンドタクシーについてでござい

ますが、先ほど御指摘のありましたとおり、平

成23年11月１日から実証実験運行を始めたわけ

でありますが、対象エリアを選定するに当たっ

て、交通空白地帯というのを、定義であります

けれども、次のような基準により定めたところ

でございます。 

  まずは、最寄りの駅・バス停から半径500メ

ートルより遠いところの地域としております。

また、500メートル以内であっても、１級河川

により分断されている地域、それから３つ目と

して、１つの地域で地域の半分以上が500メー

トルより遠いということ、そういう地域を基準

として交通空白地帯の基準と定めたところでご

ざいます。 

○内藤 明議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 今、基準を御答弁いただきまし

たけれども、この基準についてはどういう、考

え方については今答弁いただきましたけれども、

どこでどういう流れでといいますか、決定の経

緯についてお伺いいたします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 経緯としては、実証実験運行の

計画策定する際に、国土交通省が策定いたしま

した地域公共交通づくりハンドブックというの

があります。また、コミュニティーバスの導入

に関するガイドラインというのがありまして、

こういったものを参考とさせていただいたとこ

ろでございます。 

  平成23年８月に寒河江市の地域公共交通会議

というものを開催いたしましたが、この地域公

共交通会議というのは、御案内かと思いますが、

道路運送法施行規則の規定に基づいて、地域に

おける住民の生活に必要なバスなどの旅客運送

の確保、その他旅客の利便性の増進を図り、地

域の実情に即した輸送サービスの実現に必要と

なる事項を審議するための会議というふうにさ

れているところでございます。 

  運行区域を定める基準となる交通空白地区に

ついては、このハンドブックの中では、地方に

おいては、駅から半径1,000メートル、バス停

から半径500メートル以上と捉える場合を一例

として紹介しているわけでありますが、最終的

に地域の実情に応じて決定するというふうにな

っております。 

  今回の場合は全部500メートルとしているわ

けでありますけれども、また実証実験運行につ

いては、運行事業者との共存に向けた対応、つ

まり具体的に言いますと、路線バス及びタクシ

ーに対する配慮も求められることから、対象エ

リアを選定する上で、関係する自動車運送事業

者として、寒河江市内に路線を有するバス事業

者、タクシー事業者と協議をさせていただいて

いるところでございます。そうした協議の結果

に基づいて、先ほど申しあげました対象エリア

選考基準を原案としてまとめて、公共交通会議

に提案させていただいて承認いただいたという

経過でございます。 

○内藤 明議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 いろいろそのハンドブックで示

されている基準とか、バスとかタクシーの事業

者との兼ね合いということで決まったというこ
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とですけれども、今現在見てみますと、やっぱ

り高齢者の方でも車を運転されている方という

のはまだまだ多いというのが事実ですので、先

ほど6,500人ぐらいのデマンドタクシー利用者

という数字がありましたけれども、本当にデマ

ンドタクシーを必要とされている方というのは

どれぐらいいるのかなというのが実際はちょっ

と数字としてわかりませんけれども、プラスア

ルファ相当数いるのではないかと思います。 

  先ほどの５つのエリア以外の現在対象外とな

っている地区の方については、本当に公共のバ

スとか電車を利用できるのかなという不安も実

際あります。先ほど半分以上が500メートル圏

外になる地域という御答弁がありましたけれど

も、その地域の半分以上500メートル以内に入

っていても、そこからやっぱり外れている地域

があるわけですね。そういう地域の外れに位置

する方とか、高齢者の方とか、障害者手帳を持

っていなくても体に障がいのある方とかについ

ては、500メートル歩いていきなさいというの

は、これは非常に酷な話でもあり、むしろ300

メートルでも難しいのではないかなと私は思い

ます。 

  そういう方々のためにも、エリアの拡大、言

い方を変えれば基準の緩和が必要ではないかと

思っております。冬に至ってはなおさら歩くと

いうのは難しいわけですね、これからの季節。

そういった観点からお伺いしますけれども、公

共バス、山交バスとか西川町営バスになるかと

思いますけれども、あと左沢線、市内循環バス、

デマンドタクシーのどれも利用が難しい地域、

すなわち交通空白地帯、エアポケットになって

いる地域ということについて、今現状を見てど

のように認識されているのかお伺いしたいと思

います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 伊藤議員が御指摘の交通空白地

域ということを申しあげますと、一般論とすれ

ば、先ほど申しあげましたが、現在デマンド交

通を運行しておりますけれども、その交通空白

地域というふうに今の時点では言わざるを得な

いと考えております。 

  そういう意味では、実際運行している、市内

でいえば田代地区、それから幸生地区、それか

ら田代、留場、それから醍醐エリアでいえば慈

恩寺、日和田、箕輪、幸生、菊地堂、雲河原、

それから谷沢エリアで言えば米沢、清助新田、

谷沢地区、中郷エリアで言えば中郷、金谷、平

塩地区ということを交通空白地域ということで

デマンド交通を運行させていただいているわけ

でありますが、一方、もう少し柔軟に考えてい

くということ、あるいはいろいろその地域以外

のところでもいろんな調査をしたり、意見交換

会をさせていただいたり、地域座談会などでも

その地域以外の、地域に当てはまらなくても、

伊藤議員がおっしゃるように公共交通の利用し

づらい地域があるのではないかという御指摘も

いただいております。 

  それから、先ほどもありましたけれども、高

齢化が進んでいくなどということになると、今

は大丈夫だけれども、将来的には日常生活の移

動に対して不安を持たれている方も多々いらっ

しゃるということでありますから、したがって、

我々としては、距離的な意味からの交通空白地

帯に準ずる地域が存在しているということ、さ

らには高齢化に伴い将来的に何らかの支援を希

望する方がふえていくということを十分認識し

ながら、そうした方々に対する足の確保という

ことについて、行政として真剣に取り組んでい

かなければならない課題だということを、今こ

れからの問題として十分認識させていただいて

いるところでございます。 

○内藤 明議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 今、市長から御答弁がありまし

たけれども、私個人的に考えるに、一例を挙げ

れば、例えば三泉地区の入倉とか上河原とか、
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あと白岩地区の奥まった地域、こういったとこ

ろが空白地帯に該当するのではないかなと、私

個人的には思っております。ほかにもあるかと

思いますけれども、これはいわゆる町会でその

500メートルということでくくっているから、

そういった外れる地域が出てくるのではないか

なと思います。今、市長が答弁されたように、

もっと柔軟に何か対応できないものかなと思っ

ているところです。 

  ただ、500メートルということで、このお宅

まではオーケーでここから先はだめという形で

きっちり線を引くことは無理でしょうから、で

あればその距離の基準を緩めて、その地域全体

を対象地域にしてしまうといったような、柔軟

に対応する必要があるのではないかと考えます。 

  運行ルートの拡大、変更や乗降場の増加等は、

寒河江市地域公共交通会議で議論して承認を得

た後、東北運輸局に申請を提出する必要がある

ため、簡単にはできないという御答弁が以前あ

りました。しかし、先ほど申しあげましたよう

な空白地帯に住んでいる方の救済は本当にでき

ないのかなという思いがあります。 

  そこで、多くの方々から要望が上がっている

ということは当局も認識しているかと思います。

何がネック、ハードルになるのかお伺いしたい

と思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 ハードルということを申しあげ

ますと、基本的にこの交通空白地帯のエリアを

把握する、エリアを定めるということについて

は、現実的には寒河江の場合ですと、路線バス

などと実質的に競合しないよう十分検討した上

でその交通空白地域を定めて、そこを解消して

いくということの制度でございます。そういう

意味では、逆に路線バスを補完するという意味

で、一体的な地域の交通ネットワークを形成す

ると、こういう仕組みでございます。 

  そういう意味では、先ほど伊藤議員の御指摘

がありましたが、地域公共交通会議を開催する

際にも、自動車運送業者として寒河江市内に路

線を有するバス事業者、さらには山形県のバス

協会、そして県のハイヤー協会の代表の方から

も参加していただいているというふうになって

います。参加していただいている限りは、そう

いった方々から民間の交通事業者として、その

営業に支障を来すことがないかどうか、いわゆ

る民業圧迫になるかどうかなどの判断をいただ

かなければならないというふうになるわけでご

ざいます。そういう意味から、事業者の方々に

は事前に説明をして合意形成を図られるよう配

慮しながら協議をさせていただくということが

重要と考えているところであります。 

  課題によっては了承を得ることができなくて、

協議の席につけないなどということも他の町で

はあると聞いておりますから、時間をかけて課

題解決に向かって丁寧に折衝を続けていくとい

うことが大変大事だと思っているところであり

ます。我々としても精いっぱい努力をさせてい

ただきたいと考えております。 

○内藤 明議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 非常に、その公共交通会議とか、

折衝の難しい場面というのはあるんでしょうけ

れども、私としては、例えば路線バスが縦に通

っているのであれば、横に通すといったような、

そういうのを市でやってあげれば非常にいいの

ではないかなと。そういった面で、今の市内循

環バスは、北部ルート、南部ルート、やっては

いるんでしょうけれども、全ての地域を網羅は

していないのではないかなと思っているところ

です。 

  ６月の議員の質問への答弁で、課題を克服

してデマンドタクシーや市内循環バスを通せる

ような方法がないか検討しているという御答弁

がありました。現在の検討状況についてお伺い

いたします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 
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○佐藤洋樹市長 ６月の議会でもお答え申しあげ

ましたが、デマンドタクシーを御利用いただい

ている方々からも、河北病院まで行ければとい

うような要望があるわけでありますが、御承知

のとおり、この寒河江市だけではなくて、河北

町のほうにも入っていくということで、行政区

域を越えていくデマンド型の交通ということに

なるわけでありますから、そういうことについ

ては西村山郡の４町の公共交通担当者を交えた

会議などでも話題とさせていただいているとこ

ろであります。もちろん各町が取り組んでいる

公共サービスの形態によって強弱はあるわけで

ありますけれども、課題の一つとして協議のテ

ーブルにのせていくべきと我々も考えていると

ころでございます。 

  現在、寒河江市と西村山の４町、そして山形

県、村山総合支庁西村山振興局などで構成して

おります西村山地域広域連携協議会というのが

７月に発足しております。これは、交通問題だ

けではなくて、西村山管内１市４町が連携して

取り組む行政課題全てについて研究・検討を深

めて連携の推進を図るという目的の会議であり

ますけれども、その研究・検討するテーマとし

て、事務局となっております西村山の地域振興

局の連携支援室が各自治体から要望を取りまと

めているわけでありますけれども、寒河江市か

らはこの市町間のデマンド交通を実現するため

の手法について、テーマとして取り扱うように

要望させていただいているところでございます。 

  そういう意味で、なかなか１つの市や町だけ

では解決できない広域的な課題と認識しており

ますから、市からの情報提供とか助言などをい

ただくことになれば、非常に実現可能性が高く

なってくるのではないかということで、この協

議会を活用していくことにさせていただいてい

るところでございます。いろんなこれからも克

服しなければならないハードルは多々あろうか

と思いますが、できるだけ連携をしながら、県

の力もおかりして、その実現に向かって進めて

いければと考えているところでございます。 

○内藤 明議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 お話を伺うにつけ、非常に難し

いんだなというのは理解できるところではあり

ますけれども、ぜひ頑張っていただきたいと思

います。 

  行政側としての難しい立場というのも当然あ

るかと思いますけれども、しかも対象エリアの

拡大というのは早急にはできないとは私も思い

ます。しかし、市民に寄り添った行政のために

はぜひ検討すべき内容ではないかと思います。 

  そこで提案ですけれども、当面の措置として、

例外規定、例えば高齢者の方、年齢は高齢者で

くくるか、後期高齢者でくくるかは別としても、

そういった高齢者の方々、あるいは障害者手帳

を持たなくても何らかの障がいのある方等につ

いては、審査をするしないは別にしても、例外

として対象とするというようなことを検討して

はいかがかなと思います。こういった措置につ

いては運送事業者への影響も少ないのかなと思

うんですけれども、実行の可能性についてお伺

いします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 例外規定を設ける手はどうかと

いうことでありますので、我々もいろんな形で

そういう導入をする場合、どういう条件が必要

なのかなどについてるるいろいろ検討させてい

ただきたいと思っておりますが、今まで御質問

いただきましたけれども、基本的にこの交通空

白エリアというのを一番最初の段階からは少し

見直しをして拡大をしている、途中の段階で拡

大はしています。 

  そういうことで、必ずしも絶対無理だという

ことは我々も正直思っておりませんので、そこ

は先ほど申しあげましたが、少し丁寧に、相手

のあることですので、丁寧に状況なども説明を

申しあげて御理解をいただいて、地域の皆さん
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の御要望に応えていくということで努力をさせ

ていただければなと、そういう意味で見守って

いただければなと思っているところであります

が、そういう意味で、どういうふうにして公共

交通会議にかけていくとそういうものを御理解

いただくようになっていくのかという制度設計

をどうしていくかということになろうかと思い

ます。そういう意味で、すぐにできるかという

となかなか不透明なところがあるわけでありま

すけれども、ぜひ地道なと申しましょうか、折

衝を続けていくと、継続していくということで、

我々はそういう努力をしていければなと思いま

す。 

  また、御質問がありました高齢者という対象

に限定をした救済措置というんですかね、そう

いう考える方法としては、必ずしもデマンド型

の交通に限らなくて、別の枠組みでの支援の可

能性がないのかどうかということもあわせて検

討していく必要があるのではないかと思います。 

  いずれにしても、これからますます高齢化が

進んでいくわけでありますから、そういう意味

で少しでも市民の皆さんの足の確保ということ

で御要望に応えられるような手法について検討

を重ね、実現に向かって努力してまいりたいと

考えているところでございます。 

○内藤 明議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 別枠組みでの検討というお話も

ございましたけれども、ぜひそうやって期待さ

れている方々が大勢いらっしゃいますので、前

向きに検討していただきたいと思います。 

  さて、近年、高齢者の方の交通事故が増加し

て、寒河江市も運転免許証の自主返納を推奨す

るため、今年度から自主返納者に対して２万円

相当のタクシー券やバス券を支給することとな

りました。お伺いしますが、今年度、これまで

何名の方が自主返納されたでしょうか。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 この４月から新しく始めたわけ

でありますけれども、11月30日末現在でこの高

齢者運転免許証自主返納支援事業の申請をされ

た方は99名となっております。 

  申請に基づき各種の利用券を交付しているわ

けでありますけれども、この利用券、種類ごと

の発行数を申しあげますと、山形県タクシー共

通乗車券を希望された方が91名の方、市デマン

ドタクシー利用券を希望された方が５名、山交

バス回数券を希望された方が３名となっており

ます。全体で99名となっております。 

  我々としては、当初予定した人数よりも上回

る、年度まだありますから、可能性があります

ので、この12月議会に補正予算を計上させてい

ただいているところでありますので、御理解を

賜りたいと思います。 

○内藤 明議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 99名ということで、ちょっと予

想より多かったかなと私は思いますけれども、

その返納された99名の方々のうち、郊外といい

ますか、共通の交通機関をなかなか利用しづら

いという地域の方はどれだけいるのかわかりま

せんけれども、先ほどちょっと御提案させてい

ただいたような手厚い措置をいろいろしてこそ、

この運転免許証の自主返納も進むのではないか

なと思います。 

  幾ら返納してくださいと呼びかけても、返し

てしまったら、通院、特に高齢者の方は１カ所

にとどまっていないという方が多いですので、

通院とか買い物はどうしたらいいんだろうとい

う不安が先に立ってしまいます。そして、バス

停まで歩くのもつらいしと、タクシーを毎回使

うのも金銭的にも無理だということになって、

90歳を過ぎても返納はちょっとためらってしま

うなということになるのかなと思います。そし

て、家族の方もそういった事情を承知している

ことから、強く「じいちゃん、返したら」とか、

なかなか言えないという状況ではないかと思い

ます。 
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  500メートル基準の見直し、対象エリアの拡

大、また例外規定を検討して対象者を拡大する

こと等を前向きに検討していただくことを強く

要望したいと思います。あわせて、６月議会で

議員が質問しました河北病院等市外への運行

範囲の拡大についても、前向きな検討、議論を

お願いしたいと思います。 

○内藤 明議長 この際、暫時休憩いたします。 

  再開は午後１時といたします。 

 休 憩 午前１１時５７分  

 再 開 午後 １時００分  

○内藤 明議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 先ほどまではデマンドタクシー

についてお伺いいたしました。 

  次に、市内循環バスについて御質問させてい

ただきます。 

  市内循環バスは、平成28年１月27日から11月

30日までの実証運行を経て、12月１日から本格

運行されています。６月定例会の答弁では、実

証運行期間中は206日間で延べ2,450人、１日平

均11.89人、本格運行以降は４月30日までの100

日間で1,246人、１日平均12.46人で、利用者は

若干増加しているという御答弁でした。ダイヤ

変更や停留所の増加等の努力の成果だと思いま

す。大変ありがたいことだと思います。 

  では、市内循環バスについてお伺いしますが、

最新の利用者数はどうなっていますか。総数、

１日平均、１便平均についてお伺いいたします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 市内循環バス、昨年12月から本

格運行が開始しているわけでありますが、こと

しの10月31日までの集計で申しあげますと、稼

働日数が222日間で、総利用者数は2,711人とな

っております。内訳といたしましては、北部ル

ートが1,457人、南部ルートが1,254人というこ

とで利用していただいております。 

  実証実験運行の実績は、先ほど伊藤議員から

もありましたが、28年１月27日から11月30日ま

での206日間で総利用者数が2,450人ということ

で、北部ルートが1,236人、南部ルートが1,214

人ということでございます。 

  それから、１日当たりの利用者数ですが、

12.21人の方が利用していただいております。

実証実験の段階では11.89人ですので、微増と

いうことになります。本格運行の内訳といたし

ましては、北部ルートは１日当たり6.56人、南

部ルートは5.65人となります。 

  最後に、１便当たりということでございます

が、全体で1.53人となっております。実証実験

運行の段階では1.49人でありましたので、微増

ということになるわけでありますが、この本格

運行での１便当たりの平均につきましては、北

部ルートが1.64人、南部ルートが1.41人となっ

ております。以上です。 

○内藤 明議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 利用者については、本格運行開

始以降大体平均して使われているのかなという

数字になるかと思います。100日で1,246人のと

ころが222日で2,711人ということですので。 

  ただ、現在、北部、南部、２つのルートがご

ざいますけれども、現在の運行ルートは寒河江

川を越えていません。また、西部地区、それと

柴橋地区ですかね、もルートに入っていません。

その理由をお伺いします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 この市内循環バスの実証実験運

行というのは平成28年１月22日から開始してい

るわけでありますけれども、この運行計画を策

定する際の目的といたしましては、市中心部に

おける交通弱者の移動手段の確保ということを

掲げているところでございます。 

  寒河江市内におきましては、病院などの医療

機関あるいはスーパー、大型商業施設、それか

ら市役所等の公共施設などについては、ＪＲ寒
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河江駅を中心とした1.5キロメートル圏内に多

く立地しているところでございますし、また、

市中心部にいろんな機能が集中している一方で、

それぞれの大きな拠点を結ぶ交通手段が少ない、

あるいは中心部にありながら公共交通の不便な

地域が存在するなどの問題があったところであ

りまして、そういうことで、これらの地域と病

院あるいは商業施設などを結びつける市内循環

型の公共交通の導入というものに向けて、利用

動向あるいは運行時における課題などを把握す

るために計画されたのがこの市内循環バスとい

うことになってございます。 

  そういう意味で、御指摘のような三泉地区、

西部地区につきましては、市内循環バスの対象

地域にはなっていないということになるわけで

ありますけれども、何度も申しあげますが、両

地域とも路線バスの運行あるいは一部デマンド

交通の導入がある地域となっているところでご

ざいます。 

  また、この市内循環バスの利用につきまして

は、特定の地域の方に限定した利用ということ

ではなくて、一般市民の方あるいは市内外の方

が乗車できるということになるわけであります

ので、市内のこの循環バスの出発点としてはＪ

Ｒ寒河江駅前を設定して、周辺地域からＪＲ左

沢線や路線バスなどに乗車をして、寒河江駅に

到着して、その後、目的地に合わせて北部ルー

ト、南部ルートを組み合わせて利用していただ

くというふうに考えているところでございます。 

○内藤 明議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 デマンドタクシーと南部、北部

の市内循環バスの乗り継ぎというのを考慮され

ているというお話でした。 

  では、先ほどデマンドタクシーのところでも

質問いたしましたけれども、市外への運行につ

いてお伺いしたいと思います。 

  東根市と村山市は、本数はそれぞれ２便と少

ないですけれども、河北病院まで市民バスを運

行しています。また、河北町営バスは東根市ま

で運行しています。なぜ寒河江市は市外まで運

行できないのか、何か条件が違うのかお伺いし

たいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 御質問の趣旨としては、市が運

行する公共交通の市外への乗り入れについてと

いうことで受けとめさせていただきますが、ま

ず、東根市の市民バスの御指摘がありましたが、

これは山形交通、山交バス株式会社へ運行委託

をしているようでございます。また、村山市の

場合は株式会社楯岡交通への運行委託というこ

とになっているわけでありますが、東根市の場

合、村山市の場合とも、両方とも他の路線バス

はその区間運行されていないということがあり

ます。また、河北町のお話がございました、路

線バスが東根まで行っている。これは葉山タク

シー株式会社へ運行委託しているようでありま

すが、こちらも他の路線バスがこの区間運行が

ないわけであります。 

  こういうことは、さっき御説明申しあげまし

た国交省のガイドラインに示しております路線

バスと実質的に競合することがないようにとい

う条件があるわけであります。それに抵触しな

いということで、運行が可能だとなるんだろう

と思います。 

  一方、寒河江駅から河北病院までの路線バス

を見てみますと、山交バス、寒河江ターミナ

ル・谷地荒町線が平日では１日16本、土日祭日

では１日10本の運行がなされているわけであり

ます。ここが、東根市、村山市、河北町の場合

との大きな違いとなっております。 

  したがいまして、路線バスについては極めて

ハードルが高いということがうかがえるのでは

ないかと思いますが、先般、デマンドタクシー

の御質問の折にも御答弁させていただきました

ように、デマンド型の交通の市・町の境界を越

えた乗り入れにつきまして、西村山の４町と県
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の村山総合支庁西村山地域振興局連携支援室と

ともに、そういう方向が、乗り入れについてい

ろいろ検討・研究を重ねていって、何とか実現

できる方向に持っていければと考えているとこ

ろでございます。 

○内藤 明議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 村山、東根、河北との条件の違

いは今の御答弁でわかりました。ただ、市長も

今言われたように、何とかほかのいい方法がな

いのかというようなことについては、ぜひ前向

きに御検討していただきたいと思います。 

  特に河北病院につきましては、寒河江市民も

多くの方が利用されているということは、これ

は紛れもない事実であります。６月の議員へ

の答弁で市長も答弁されましたけれども、地域

の皆さんのニーズなどを十分踏まえながら、全

ての市民の皆さんが交通の問題で不便さを感じ

ることが少しでも少なくなるような取り組みに

努力していきたいと答弁されております。ぜひ

早期実現に向けて検討していただきたいと思い

ます。 

  最後に、参考までに先進的な事例をここで紹

介したいと思います。10月31日に寒政・公明ク

ラブで、滋賀県の近江八幡市の市民バス運行事

業について行政視察する機会を得ました。近江

八幡市は、人口約８万2,000人、一般会計当初

予算は約320億円という、寒河江市の約２倍ぐ

らいの規模の市になりますけれども、そこで市

民バス、あかこんバスというのを平成24年４月

から運行しています。 

  運行当初３路線から始めたんですけれども、

年々路線を拡大して、現在では市内全域12路線

にまでなっているということです。車両は12人

乗りハイエース13台、19人乗りマイクロバス２

台を市が所有するという形で、指定管理ではな

く事業委託ということで運行しているというこ

とでした。 

  事業委託経費は３年間で約２億2,300万円、

１年間約7,400万円、１年間１コース当たりに

しますと約620万円ということになります。デ

マンドタクシーは運行しておりません。 

  利用者数は、平成20年運行当初の２万3,542

人から、昨年度には11万9,031人にまでふえて

いるということで、１日平均で489.84人、寒河

江の場合は十二、三人という数字ですかね、と

いうぐらいの数字になっております。１便平均

では3.96人、約４人の方が利用していると。 

  人口約300人の沖島という島があるんですけ

れども、そこまでも運行して、小学生などの通

学の足にもなっているということです。利用者

は65歳以上が主力で、料金はスマイル号と同じ

200円、減免措置もあります。運行時間は朝７

時台から午後６時台まで、２時間に１本を基準

で運行している。住民の方は、集落の奥まで入

るために、バス停が自宅や目的地の近くにある

のでありがたい、送ってもらう者がいないとき

助かっていると好評であるということでした。 

  ちなみに、近江八幡市は近江鉄道バスが走っ

ております。路線バスや駅から、基準は300メ

ートルで運行しているということで、バス停は

年々ふえて、約300個現在あるということで、

バス停まではどこも歩いても200メートル圏内

になるということでした。 

  運転免許証の自主返納者に対しては、寒河江

市と同じように制度をつくっておりまして、市

民バス回数券、2,000円券を３冊交付している

ということで、自主返納者は24年の73人から、

28年昨年度は112人、今年度は200人を超えるの

ではないかという見積もりになっているという

ことでした。 

  市当局としては、そのバス路線の利用者が少

ないから廃止するということは考えていなくて、

むしろ拡大する方向で考えているということで、

見直しは１ないし２年で実施しているという結

果が、今13路線のバス停が300個ということに

なっております。 
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  ただ、ここで寒河江市と状況が大きく違いま

すのは、市民バス運行事業委託先が路線バスを

走らせているバス運行業者と同じであるという

ところが私は大きく違うのかなと思います。民

業圧迫という点ではですね。したがって、市と

しても市民バスを充実させるほど路線バスの利

用者は減少しているというのも事実で、市の持

ち出しがふえているというのも事実だというお

話もありました。 

  いずれにしても、私は本当に市民のことを考

えたすばらしい事業だなと感銘を受けてまいり

ました。状況は違うんでしょうけれども、ぜひ

参考にしていただいて、市民のためになるデマ

ンドタクシー、循環バスの運行のあり方という

ものを検討していただければなと思います。バ

ス業者とかタクシー業者との関係も当然無視す

ることはできないと思います。お互いにウイ

ン・ウインの関係になるような何か方策がない

のかどうか、ぜひ前向きに御検討いただいて、

できれば市がイニシアチブをとって引っ張って

いくような形で交通弱者等の救済の措置を考え

ていただければなと要望して、私の質問を終わ

りたいと思います。ありがとうございました。 

 

渡邉賢一議員の質問 

 

○内藤 明議長 通告番号５番から７番までにつ

いて、４番渡邉賢一議員。 

○渡邉賢一議員 社会民主党、市民クラブの渡邉

賢一でございます。多くの市民を代表いたしま

して、通告した項目について御質問いたします。 

  初めに申しあげますけれども、私の質問項目

は大変重要かつ多岐にわたる課題でもございま

すので、いつもの前置きを省略いたしまして、

早速中身に入らせていただきたいと思います。 

  今回は、市民の皆さんの非常に関心が高い、

１つは温泉の利活用による健康増進、２つ目が

新たな観光振興戦略、そして３つ目が安全安心

のまちづくりについて、御質問及び政策提言と

してまとめさせていただきましたので、どうか

市長、教育長からは前向きな御答弁をお願いす

る次第でございます。 

  まず最初に、通告番号５番、温泉を利用した

市民の健康長寿と公共施設のさらなる充実につ

いてでございます。 

  （１）の老人福祉センター「白岩温泉」のレ

ジオネラ菌検出問題と衛生管理について。 

  １つ目が温泉法に基づく情報開示についてで

ございます。 

  前回の定例会におきまして市長からも報告が

ございましたけれども、ここは1975年、昭和で

いうと50年12月にオープンして、ことしで42年

になりますけれども、老朽化が著しい施設でご

ざいます。この源泉は摂氏18度、これを42度前

後まで温めている循環式の温泉施設であります。 

  さて、検出されたこの菌に感染いたしますと、

臨床症状として、高熱のポンティアック熱にか

かり、レジオネラ肺炎をこじらせ、最悪死に至

るという怖い細菌でございます。循環した温泉

水に起因しているわけですが、発生した原因究

明がいまだ市民には明らかにされておりません。

白岩地区のお年寄りやグランドゴルフの愛好家

たちは、これから寒くなって温泉が楽しみなの

に、いつから入れるんだろうと再開を強く待ち

望んでおります。 

  さかのぼること16年前、2001年の佐藤前市長

時代に起きた同様の問題、当時は市民浴場でも

検出され、基準値の190倍から230倍あったと記

録されております。当時は、週２回だけお湯を

完全に抜いて清掃し、ふだんは半分だけ入れか

えて循環加温をしていたことが明らかになって、

県の保健所の衛生管理指導によって再開したと

いうことでした。 

  浴槽及び循環ろ過装置について、塩素系薬剤

により消毒が義務づけられているわけですけれ

ども、残念ながらこの教訓が生かされていない
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のではないでしょうか。 

  それで、質問ですが、温泉法、公衆浴場法及

び県の公衆浴場法施行条例等による情報開示に

ついて、なぜ５カ月もの長期間の休止状態にな

っているのかの理由と、今後再開のめどについ

て、市長の御見解をお聞きしたいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 御質問にありました市の老人福

祉センターについては、去る７月５日に温泉施

設の浴槽水から基準値を超えるレジオネラ属菌

が検出されたために、そのレジオネラ属菌が検

出されないことが確認されて安全安心に利用で

きるようになるまで、当該温泉施設の利用を自

粛しているところでございます。休止状況が長

期間になっていることにつきまして、大変申し

わけなく思っているところであります。その経

過について御質問がありましたので、若干長く

なるかもしれませんがお答え申しあげたいと思

います。 

  その後、７月13日に保健所の立入検査を受け、

菌が検出された原因として、利用者からの持ち

込みと源泉貯水槽のマンホールからの侵入が考

えられ、繁殖した原因としては、塩素注入器の

24時間フル稼働がなされていないことによる塩

素濃度の低下、貯湯槽の湯温低下等が考えられ

るとの御指摘がございました。 

  センターでは保健所の指導を受け、使用を自

粛するとともに、浴槽等の洗浄・消毒の徹底や

源泉貯水槽マンホールのかさ上げ工事などを実

施したところでございます。その後、７月19日

と25日の検査では浴槽水から菌は検出されず、

また８月１日の検査では源泉貯水槽からも菌が

検出されず、かさ上げ工事が終了する８月中旬

をめどに使用開始できるのではないかと考えて

おりました。 

  しかしながら、その再開前の８月16日の検査

で女湯のカランから基準値を超える菌が検出さ

れたために、保健所に報告をして、保健所から

は、カラン、シャワーに利用している源泉水を

水道水に変えることや、源泉水に塩素を注入す

る対策が考えられるという助言をいただいたと

ころでございます。 

  市としては、保健所の助言を受けて、御指摘

のとおり、老朽化している施設の負荷にならな

いようさまざまな方策、あるいは経費の面など

もいろいろ検討してきたところでございます。 

  源泉水を水道水に変える場合、水道の圧力が

高く、貯湯槽が耐えられない可能性があります

が、既存の貯湯槽に減圧器、圧力を下げる減圧

器を通して水道水をつなげば対応可能であるこ

とが判明いたしましたので、その方法で検討し

て、保健所にも報告をしたところでございます。 

  その後、水道の引き込み管の口径を現在の40

ミリから50ミリに変える必要性があって、その

場合、別途分岐工事が必要になると見込まれま

したので、費用もかかることから源泉水を水道

水に変える方法以外の方法も再度検討してきた

ところであります。 

  その後、10月18日に保健所からは、経費のか

からない方法として、シャワー水は引き続き源

泉を利用することとして、既存給水給湯配管、

貯湯槽及び源泉貯水槽の洗浄・消毒をすれば再

開が可能ではないかというような助言もいただ

きました。その方向で検討を進めてきたところ

でありますが、保健所からは再度源泉水を利用

の場合は塩素注入をしたほうがよい旨のさらな

る助言があったところであります。源泉水に塩

素を注入するには、別途塩素注入器が必要にな

ります。そういう意味で経費がかかるというこ

とになりますので、源泉水を水道水に切りかえ

る方法と先ほど申しました塩素注入器をつける

方法、どちらがより経費もかからないのかなど

ということで検討してきたところであります。 

  源泉水を水道水に切りかえる場合、先ほど申

しましたが、口径が40ミリではなくて50ミリに

変えなければいかんというようなことも心配さ
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れましたけれども、水理計算を行った結果、こ

れは11月29日に水理計算の結果が判明いたしま

したので、その結果、口径が40ミリのままで対

応可能であるということがわかりまして、その

場合は塩素注入器を設置した場合と経費的に余

り変わりないということでございましたので、

最終的にはより安全性の高い源泉水を水道水に

切りかえる方法を選択したところでございます。 

  以上、申しあげましたとおり、改修の方法に

ついて紆余曲折もあり、工事発注まで大変時間

がかかりましたが、その間、温泉の利用者を初

め多くの皆様に御心配、御迷惑をおかけいたし

ましたことについて、改めておわびを申しあげ

る次第であります。 

  そこで、再開のめどでございますけれども、

１月中旬までに先ほど申しあげました工事を完

成させていただいて、配管の清掃・消毒、水質

検査を実施して、２月初めには再開できるので

はないかと考えているところでありますので、

御理解を賜りますようよろしくお願い申しあげ

ます。 

○内藤 明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 市長から御答弁いただきました

けれども、専門用語がかなりありまして、市民

の皆さんにはちょっとわかりにくいところもあ

るかと思いますけれども、まずはいろいろ検討

してきて、安全を考えた上で、来年の２月初め

ですか、立春ごろ本当に春が来るように白岩温

泉をもう一回温泉として再開できる、そういう

見通しだということで若干安心したわけですけ

れども、ぜひここはスピーディーにやっていた

だければと思います。 

  さて、２つ目の指定管理者制度の課題でござ

いまして、これは昨日御提案いただきました議

第61号から63号までの指定管理者指定に係る制

度設計の本質の部分ともちょっと関連いたしま

すけれども、指定管理者である社会福祉協議会

は、2013年、平成26年から５年間の指定管理期

間ということで、ちょうど来年度までとなって

ございます。 

  私も現地に伺いまして現場を見せていただき

ましたけれども、残念ながら老朽化の一方で、

木質系バイオマスのボイラーですか、こういっ

たものが有効活用されていることとか、一方で

身障者の浴槽が物置にされてしまっているとい

う残念な状況も伺ってきました。指定管理者制

度のところもあるわけですけれども、ぜひ県の

村山保健所の改善指導に基づく、再発防止策等、

主体的な助言、適切な指導もさらに強化すべき

ではないかと思います。 

  さらに、予算面ですね、先ほど市長からもあ

りましたけれども、予算面で余裕がなくなって

法令遵守ができないほどの行き詰まった状況に

陥っているのではないかというふうにも見えま

した。現行のチェック体制で不十分であれば、

制度の抜本的な見直しも必要ではないかと考え

ます。 

  ここで御質問ですけれども、現在行っている、

老人以外の試験的利用のモニタリング、この目

的も含め、ここの白岩温泉老人福祉センターの

今後の方向性についてぜひ明らかにしていただ

きたいと思います。市長の御見解をお伺いしま

す。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 老人福祉センターについては、

今、渡邉議員御指摘のとおり、現在は指定管理

ということで、社会福祉協議会にお願いしてい

るということでございます。 

  そういった中で、今後の方向性をどういうふ

うにしていくかということも含めて、今モニタ

リングを実施させていただいて、年齢制限をな

くして、老人福祉センターですから高齢者のた

めの施設でありますが、現在までの近年の利用

状況なんかを見ると、やはり多くの市民の皆さ

んから高齢者のみならず利用していただく、そ

うして地域の施設、あるいは市民の施設として
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利活用をさらに充実していくということでモニ

タリングをさせていただいているわけでありま

すが、そういった検討の結果、どういう形で調

査の結果が出てくるかでありますけれども、

我々としては、例えばあそこには温泉施設のみ

ならずゲートボール場などもあって、そういう

施設も含めてやはり柔軟な利活用、年齢も含め

てそういう検討をしていかなければならないと

いうことで今考えているわけでありますが、た

だ同時に、渡邉議員の御指摘もありますけれど

も、これから超高齢化社会というのがますます

進んでいく中で、老人福祉センターの役割とい

うのはどういうところにあるのかなどというこ

ともやっぱり考えていかなければならないと思

います。これまで同様の老人福祉センターのあ

り方でいいのか、行政の市の施設としてそうい

うあり方でいいのかということも含めて検討し

ていかなければならない、そういう時期に来て

いるのではないかと思います。 

  先ほど来ありましたけれども、大変老朽化し

ている施設でありますから、今後どうしていく

のか、その老朽化した施設についてどうしてい

くかということも含めて、単なる利用の対象者

の拡大のみならず、施設自体の、余りいい表現

ではありませんが、存続も含めてということで

すかね、利活用も含めて、あり方も含めて検討

していかなければならないと、そういう時期に

来ているのではないかと思います。 

  ただ、御指摘のとおり、地域に愛されている

施設でありますから、そういう意味でさらに公

共施設としての役割というものも十分踏まえな

がら、今後のあり方、将来的なあり方も検討し

ていかなければなと思います。 

○内藤 明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 私も同感でありまして、ここは

さらに有効活用できるように、さまざまな角度

から検討が必要だと思っています。田代開発な

どにも近いということで温泉を使っていけるの

ではないかと思いますし、また、後で言います

けれども、公衆浴場的には陵西学区に唯一とい

うこと、あと自転車の利活用ということで、そ

こにちょうど入っていけるなんていうところで

もありますので、またぜひここは検討を加えて

いただきたいと思っています。 

  続いて、２つ目の市民浴場移転計画と施設の

充実についてでございます。 

  ここは新たな温泉施設のコンセプト、基本的

な概念、理念ということでありますけれども、

第６次振興計画の前期アクションプランでは、

今年度、移転調査、設計業務、来年度は実施設

計となっております。ここも40年以上の施設で、

老朽化が進むとともに、活断層の上にあるとい

う最も危険な施設であるがゆえに、できるだけ

早く進めてほしいというわけでございます。 

  市長のちょうど１年前の選挙公約にも重要な

柱の一つということでおっしゃっていましたけ

れども、地元南部地区の皆さんを初め、市民の

多様なニーズを踏まえて、ぜひ複合施設なども

検討すべきだというふうなことです。子育て支

援あるいは老人福祉の機能をあわせ持って、そ

のコンセプトを私は健康増進、疲労回復、あと

若返りなど、広く、そして市民がひとしく享受

できるものにすべきだと思いますけれども、市

長の御見解をお伺いいたします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 市民浴場の移転に関しての御質

問でありますので、基本的に、今、渡邉議員が

御指摘のとおり、昭和58年にオープンしたとい

うことで大変老朽化している、さらには活断層

の存在が判明したということで、多くの利用者

がいる、年間20万人超える利用者がいる温泉施

設でありますから、何とか安全に温泉を楽しん

でいただくような施設にやっぱり移転・改築を

しなければいかんということで、現在移転候補

地あるいは概算事業費、事業手法などについて

調査を実施しているところでございます。その
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調査結果を踏まえて、移転先あるいは事業手法

などについて検討を進めて設置していきたいと

思っているところでございます。 

  移転・改築に当たっては、基本的には市民浴

場、市民の皆さんの浴場でありますから、温泉

そのものの魅力を低廉な料金で身近に楽しむこ

とができる施設という現在のあり方を踏まえな

がら、利用者の皆さんの声をお聞きして、新し

い施設でありますから、施設の魅力アップなど

も図りながら、より一層市民に愛される市民浴

場として整備していければと考えているところ

でございます。 

○内藤 明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ここについては、市民から非常

に多くの要望があると思います。２番目の健康

ランド的な、これは仮称ですけれども、構想な

ども一つの考え方ではないかと思います。ここ

は質問というよりは御提言なんですけれども、

名前で言うと、ヒューマンヘルスケア、そうし

た施設であったり、私の政治理念でもあります

けれども、人と命が輝くスマイルシティー温泉、

こういう健康ランド構想というのも必要だと思

います。 

  市民の声は、日帰り温泉で人気のある周辺自

治体、これに負けないような充実した設備にし

ていくべきと、露天風呂は眺めのいいところが

いいなと、入浴料の料金値上げも気になるなど、

非常に市民の皆さんの声はさまざまでございま

す。 

  具体的には、洗い場の仕切り、露天風呂、あ

と内風呂の薬草風呂、電気風呂、泡ジェット風

呂、低温ミストサウナ、岩盤浴、あと家族貸し

切り風呂、障がい者風呂、マッサージルーム、

ヨガ・ストレッチルーム、ジム、あと温泉プー

ル、健康指導室、医務室など、温泉効果によっ

て健康増進が高められる施設、設備の充実とい

う声が非常に多いわけでございます。 

  特に温泉プールでは、若年層の親子スキンシ

ップ教室、あるいはマタニティー教室、中高年

層の痛みの緩和、あと介護施設の補完的な機能、

障がい者、リスクのある方や病後のセルフケア

などが可能になるようなものというふうなこと

も望まれます。 

  健康寿命の延伸、医療費の軽減、そして介護

予防が期待されるわけでありまして、最初から

公設民営のやり方ではなくて、健康温泉施設と

して関係各課の横断的な機能を持たせ、市直営

で運営することも必要な選択肢ではないかと考

えますけれども、市長の御所見をお伺いいたし

たいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 渡邉議員の健康ランド構想、大

変すばらしい施設になるのではないかと思いま

すが、一つ問題点というんですかね、課題があ

るとすれば、やっぱりお湯の量というのが、現

在の新寒河江温泉でくみ上げているお湯の量と

いうのはほぼ上限になっているんであります。

ですから、そういう意味で、市民浴場をつくる

場合も、新たにそこにプラスの湯量を確保する

というのはなかなか難しいということが一つ大

きな課題としてあるのではないかと思います。 

  それから、他の地域のすばらしい日帰り温泉

の例なども挙げられましたが、市内にも民間事

業者が経営しておられる日帰り温泉が２つ、今

あるわけですね。ふるさと総合公園と三泉のほ

うにもできましたから、市民浴場を加えると日

帰り温泉では３つあるということでありますの

で、そういう意味で民間の事業者の営業を圧迫

するような施設というのはなかなか難しいとも

思います。 

  そういう意味で、先ほど申しあげましたが、

市民誰でも気軽に利用できる温泉施設にしてい

くと同時に、やはり新しい魅力も少しつけ加え

て、最新の設備が入った市民浴場として整備を

していくということで、どういうことができる

か、先ほど御提案ありました案なども、御意見
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なども十分参考にさせていただいて、これから

検討していきたいと思います。 

○内藤 明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ありがとうございます。お湯の

量が上限となっているということ、あと民業圧

迫にならないように丁寧に進めていく、慎重に

進めていく必要があるということは同感でござ

います。 

  直近の市民アンケートの結果を踏まえれば、

妊娠、出産、子育ての支援を寒河江市ではきめ

細やかに本気で取り組む、このためのハード整

備は大変重要だと思っています。 

  例えば上山市のクアオルト構想、これで健康

温泉施設を、今ちょうど温泉の試掘調査なども

やっているそうですけれども、斎藤茂吉記念館

の隣などを予定しているそうですが、そうした

先進地の実施例なども参考にしながら研究をし

ていくべきだと思います。さらに、他県で行っ

ているコイン式温泉自動販売機の設置、あるい

はひとりの老人の方向けの移動式の温泉入浴サ

ービス、あと温泉つきの宅地分譲、こういった

ものもやっているところがありまして、その可

能性についてもぜひ研究をしていただきたいと

思います。ここは御答弁は結構でございます。 

  さて、続いて、通告番号６番、癒しとくつろ

ぎを醸し出す寒河江温泉の魅力発信と観光振興

についてでございます。 

  寒河江温泉旅館への集客力アップについてで

ありまして、これも御提案なんですけれども、

駅前の「なか湯」復活についてでございます。 

  本市はＪＲ駅前に温泉がある数少ない都市の

一つであります。立地条件として、観光には好

適地であり、観光以外でも出勤前や帰宅前に通

勤客が入れるという好条件であります。残念な

がら、以前は駅周辺の町内会を初め、市民の銭

湯として愛されてきたわけですけれども、駅前

の区画整理事業とともに消滅したわけでありま

す。 

  今後、市民や関係団体の幅広い意見を踏まえ、

駅前のにぎわいづくりのためにも、また駅前の

町内会や防災の関係も含めて、現在の足湯だけ

でなくて、全身浴型の駅前の公衆浴場「なか

湯」復活、あるいは新設を検討すべきではない

かと思いますが、市長の御所見をお伺いしたい

と思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 なか湯については、昭和の時代

ということで、長年、駅前の皆さん中心に地元

の皆さんから愛されてきたわけでありますが、

区画整理で営業を終了して、現在はその跡地付

近に足湯が整備されるということでございます。 

  渡邉議員が御提案のように、今の足湯のほか

に駅前へ公衆浴場を新たに整備していくという

ことになりますと、住民の皆さんだけでなくて、

ビジネス、あるいは観光で寒河江、あるいは駅

に訪れる方々を含めて、日常的に気軽に温泉を

利用できるということになれば、さらに寒河江

温泉の情報発信につながっていく、そして中心

市街地のにぎわい創出へつながっていく大変有

効な手段ではないかと考えております。 

  そういう意味で、何とかこういうことを進め

ていければというふうにも思いますが、温泉で

すから、あるいは権利もあって、あるいは施設

整備なども考えれば、相当な時間と経費もかか

っていくということになりますので、温泉組合

の皆さん、あるいは地域の皆さんも含めていろ

んな皆さん方の声などもお聞かせいただきなが

ら、その条件が整うかどうかも含めて検討させ

ていただいて、必要性を見きわめながら進めて

いかなければならないと思いますが、大変御提

案としてはすばらしい御提案ではないかと思っ

ているところであります。 

○内藤 明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 御答弁ありがとうございます。 

  市長の政治姿勢にもかかわるわけですが、バ

ランスよく物事は進めていかなければならない
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ということで、先ほど白岩温泉、言いましたけ

れども、新寒河江温泉は陵南学区にあって、陵

東学区には、三泉にも出たそうですけれども、

なかったわけでありまして、駅前というと陵東

学区、ちょうどこの３つがそろっていいのでは

ないかという声もありますし、神輿の祭典で汗

をかいてすぐさっと浴びていけるというふうな

ことなどもお聞きしているところであります。 

  さて、そのためにも案内板設置とか温泉パス

ポート、こういったものも一つの必要なツール

だと思います。 

  私も温泉が非常に大好きなんですけれども、

温泉好きにはたまらない大好評の「やまがた日

帰り温泉パスポート３」、これが発行されまし

た。来年11月14日までの有効期間で実施されて

おります。税込みで1,000円、何十万部だか出

ているようですけれども、これは500円のサー

ビスのところに２回行けばもう元が取れるとい

うものでありまして、これを全部使うと２万も

３万にもなっていくわけです。非常に好評であ

りまして、３年目の今回は南東北３県まで拡大

して、山形98件、98湯というんですかね、あと

宮城県７湯、福島県３湯の合計108つの温泉が

ここにラインアップされています。 

  本市の日帰り温泉もここに含まれているわけ

ですけれども、一方の滞在型観光をもっと推進

して、入浴後のアフター、例えば焼き鳥やラー

メンやそば、牛肉とか、そうしたものを満喫し

ていただきたいと思うんです。 

  そこで、駅前の案内板設置とこの温泉パスポ

ートの有効活用で観光客をさらに呼び込むため

に環境整備を図っていくべきだと思いますけれ

ども、市長の御所見をお伺いしたいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 まず駅周辺の案内板については、

現在、寒河江駅の２階、ＪＲ改札口付近に１枚

ございます。それから、観光案内所内に１枚、

そして２階から駅前、あるいは駅南側へ階段を

おりたところにおのおの１枚ということで、全

部で４枚設置しているところでございます。 

  また、御案内のとおり、このほか駅前駐車場

敷地に寒河江温泉協同組合が設置した寒河江温

泉という鉄塔型の看板が設置されている、これ

は平成20年の２月に設置されたということであ

りますが、組合においては、この寒河江温泉を

よりアピールするために、駅周辺の旅館やホテ

ルなども表示した新たな案内板設置に向けて現

在検討していただいているというところでござ

います。 

  市といたしましても、こうした各団体独自の

観光振興への取り組みに対しましてさまざま積

極的に支援をしていく、設置場所の選定であり

ますとか補助制度の活用でありますとか、そう

いった面で積極的に支援をしてまいりたいと考

えているところであります。そういった皆さん

とともに、さらにそのほかの場所にも案内板な

どもいろいろ検討して整備していく必要があろ

うと思っているところでございます。 

  それから、温泉パスポート、先ほどお示しを

いただきましたこれですね。市内ではゆ～チェ

リー、シンフォニー本館とアネックス、それか

ら市民浴場ということで、おかげさまで市民浴

場もすばらしくよく載せていただいておるわけ

でありますが、こうした案内板あるいはパスポ

ートなども連携して、連動して相乗効果を高め

ていくというのは大変必要なことだと思います。 

  そういう意味で、日帰りも含めて、滞在型で

温泉をきっかけとしてさらに市内の多くの施設

あるいは資源なども楽しんでいただく、そうい

う意味での取り組みなども連携をさせていただ

く、そういうアイデアなども我々として出して

いって、温泉組合の皆さんとも話をさせていた

だきながら取り組みを充実していきたいと考え

ているところでございます。 

○内藤 明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ありがとうございます。ぜひ、
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組合という組織もありますし、また関係団体と

十分連携をしながら進めていっていただきたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

  次に、（２）の新たな観光戦略についてでご

ざいます。 

  東北中央自動車道米沢福島間が開通になりま

した。福島県と北関東地域からさらに誘客が必

要だと思っています。 

  質問としては、原発事故によって風評被害で

観光客が大きく減少したわけですけれども、北

関東と福島からのアクセスが今回の開通で非常

によくなったと思います。私も運転してきまし

たけれども、栗子トンネル8,972メートルです

か、このトンネルはさほど苦になりませんし、

非常に快適なドライブでありました。今後、や

まがた雪フェスティバルやさくらんぼ狩りなど

の観光にどうつなげていくのか、市長の御所見

をお伺いしたいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 ただいま御指摘のとおり、先月

11月４日に東北中央自動車道福島大笹生インタ

ーチェンジから米沢北インターチェンジ間が開

通したわけであります。これは、寒河江市にと

りましても、福島県あるいは北関東地域からの

観光誘客に大きく寄与するのではないかと考え

ております。 

  御案内のとおり、さくらんぼの観光について

近年、北関東からの誘客が徐々に減ってきつつ

ある、団体を中心にして減ってきつつあるとい

うことでありましたから、この高速道路開通を

一つのきっかけとして、起爆剤としてさらに北

関東、福島からの誘客につなげていければと思

っているところでございます。 

  これまでもさまざまな誘客活動をしているわ

けでありまして、ことしも10月から旅行エージ

ェントなどを訪問させていただいたり、そうい

うような中で来年のさくらんぼ狩りに向けた新

しい受け入れメニューなども提示しながらＰＲ

をしていただいているところであります。 

  また、今回の東北中央道の開通に加えて、来

年度は南陽高畠インターチェンジから山形上山

インターチェンジ間が開通するということを聞

いておりますから、そういう意味では、東北自

動車道の福島ジャンクションから東北中央道を

経由して寒河江インターまで完全に高速道路で

結ばれるということになるわけであります。そ

ういう意味では大きく山形県内に来る観光客の

流れも変わってくるのではないかと思いますか

ら、そういうことに乗りおくれることがないよ

うに、あるいは少し先んじていろんな取り組み

をしていく必要があると思っているところであ

ります。 

  そういう意味で、これから来年度予算の編成

時期にもなるわけでありますから、新たな福島

あるいは北関東向けの誘客宣伝の事業なども織

り込みながら、その高速道路開通を一つの起爆

剤としていきたいと考えているところでござい

ます。 

○内藤 明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ありがとうございます。道の駅

米沢もまたできるそうで、あと北関東というと

栃木県には鬼怒川とか塩原とか那須高原とかそ

ういった温泉地もありまして、非常に関東から

お客さんがいっぱい来ている横綱クラスだと思

うんですけれども、そこからのさらなる延伸と

いうか、誘客などがこれから待ち望まれるので

はないかと思っています。ぜひよろしくお願い

したいと思います。 

  ２つ目のＪＲフルーツライン左沢線を含む内

陸循環線全線のサイクルトレイン、自転車の持

ち込み可能な列車なんですけれども、これにつ

いて御質問させていただきます。 

  ＪＲ東日本が千葉県で取り入れているサービ

スで、きのうの全国ニュースにも出ておりまし

たね、こうしたものがどんどん進んでいってい

ます。 
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  ＤＭＯの観光戦略の中でも、左沢線の利用拡

大と自転車によるまちづくりについて、先般、

未来創成戦略の進行状況ということで私どもも

御説明をいただいたわけですけれども、このサ

イクルトレインというのは必須のツール、アイ

テムではないかと思っています。フラワー長井

線沿いの置賜さくら回廊とか、あと奥羽線沿い

の山形市の霞城公園、上山市の月岡公園など、

本市も含めて城下町観光も十分考えられまして、

そういったものとも連携していくべきだと思い

ます。 

  デュアル・モード・ビークルということで、

先日、内陸循環の夢ということで私もこの研修

会にも出席させていただきました。こうしたも

のを待つよりは、さらにこの自転車で自力本願

でやっていく、そうしたものが十分必要だと思

いますけれども、市長の御所見をお伺いしたい

と思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 渡邉議員からＪＲフルーツライ

ン左沢線を含む内陸循環線の全線のサイクルト

レインの導入ということで御提案がありました

が、大変スケールの大きい夢のあるプランでは

ないかと思います。 

  先ほども御紹介ありましたが、ＪＲ東日本で

もきのうの新聞ですかね、自転車旅行のための

車両「Ｂ.Ｂ.ＢＡＳＥ」を来年１月から房総半

島の路線で走らせるということでございました。

サイクルトレインの実施日、時間などは、おお

むね平日の日中とか土日祭日などの利用者が少

ない日や時間帯に限定される場合が多いようで

ございます。また、期間限定のイベントとして

実施される例があるわけであります。 

  御提案の内陸循環ということを完結させるに

は、左沢線だけではなくて、フラワー長井線、

奥羽本線の３路線においてタイアップしていく

ということが必要かと思いますが、まず段階を

踏んで左沢線から取り組みを始めていくのが重

要なのではないかと思います。その理由として

は、寒河江市が左沢線の取り組みの対策協議会

の事務局にもなっておりますから、そういうこ

とでは働きかけが非常にやりやすいということ

があろうかと思います。実は、平成24年４月に

左沢線の90周年記念の企画、やまがた花回廊キ

ャンペーンの一環として、サイクルトレインツ

アーのイベントを実施した実績がありますから、

そういう実現に向けての提案、提言ということ

は可能であろうと考えているところでございま

す。 

○内藤 明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ぜひ内陸循環をつくっていただ

きたいし、さらに仙山線ですね、仙台という

100万都市のこうした多くの自転車愛好家たち

が来られるように、ぜひそこも含めて御検討を、

研究をお願いしていきたいと思います。 

  さて、２つ目が無料レンタサイクル・ヘルメ

ットについてでございます。 

  環境に優しくするためにも、不用になったリ

サイクル自転車などを有効活用し、現在の寒河

江駅、高松駅、道の駅寒河江にもふやして、慈

恩寺や本市の中心街との観光名所とのアクセス

をうまくつなげていくべきだと思いますけれど

も、市長の御所見をお伺いしたいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 レンタサイクルの取り組みにつ

いては、寒河江市内ではまず寒河江駅にシティ

ーサイクルタイプの普通自転車８台、それから

チェリーランドのさくらんぼ会館に普通自転車

４台、それから電動アシストつきのものが４台、

子供用が４台ということで、全部でチェリーラ

ンドのさくらんぼ会館には12台が設置されてい

ます。 

  これらについては、市の観光物産協会が管理

運営を行って、これは無料ではありませんので、

普通自転車は300円、電動アシストつきは600円、

有料で貸し出しをしているところでございます
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が、貸し出したときに、特典として市内の地図、

マップや市内の飲食店での割引サービスなどが

ついた寒河江チェリーパスポートを贈って、単

なる有料貸し出しではないお得なサービス感を

出しているというところでございます。 

  そのほか、高松駅においても同じように電動

アシストつきのもの３台が運用されているとこ

ろであります。これは悠久の里慈恩寺運営委員

会が運営していただいているところでございま

す。 

  ヘルメットもお話ありましたが、ヘルメット

については現在、子供用のヘルメットのみを貸

し出ししているところでございます。大人用に

ついて特に御要望も今のところないというとこ

ろでございましたが、今後利用者の声を聞きな

がら、必要に応じて対応していかなければなら

ないと思っているところでございます。 

  リサイクル自転車ということについては、今

まで対応しておりませんでしたが、今後いろい

ろ活用できるような整備体制なども含めて検討

していく必要があると思っているところでござ

います。 

  無料のというお話でありましたけれども、事

業を継続していくことを考えると、貸出料金を

いただいて、自転車の整備や更新を行うという

ことも必要でありますので、そういうことで料

金をいただくことについて必要なのではないか

と今のところ考えているところでありますが、

先ほど申しあげましたとおり、単なる有料では

なくて、いろんな特典などもセットにしてＰＲ

を含めて、さらに自転車の利用だけではなくて

いろんな複合的な楽しみ方をしていただければ

なと思っているところであります。 

  そういう意味で、さらにそういうニーズに応

じて充実させていただいて、自転車によるまち

づくり、そして観光につなげる取り組みを進め

ていきたいと思います。 

○内藤 明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ありがとうございます。ぜひ、

寒河江に来れば自転車で観光できるんだという、

そうした代名詞になるように進めていっていた

だきたいと思います。 

  エの自転車専用レーンの路面標示についても

お伺いしますけれども、愛媛県などは自転車を

推進しているために、中学生のヘルメットから、

今のような本市で使っているようなヘルメット

ではなくて、ロードバイク用のヘルメットをか

ぶって登下校しているようです。そうしたもの

が四国各県にも広がっているようですし、千葉

県などのこうした先進事例も参考にしながら、

観光客のおもてなしと安全確保のために、この

ヘルメットもそうですけれども、歩道と車道の

間に自転車、スポーツ車、いわゆるロードバイ

ク専用レーンを着色するとか、あるいは自転車

のマークについて路面標示をしていくのが必要

だと思っています。 

  特に、都市計画道路、幅員４メートル程度の

歩道については、自転車専用のレーンも十分つ

くれますので、ぜひそこも進めていただきたい

と思いますが、市長の御見解をお聞きしたいと

思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 自転車専用レーンというのは、

例えば県内では山形市の七日町通りに設置され

ているのが近いところでの例になるのではない

かと思いますが、車の駐車スペースなどで問題

があるようですけれども、自転車の通行の安全

確保には効果を上げているというところでござ

います。 

  市内には自転車の専用レーンというのはござ

いませんけれども、自転車が歩道を通行できる

自転車歩行者道、自歩道については、市道部分

で申しあげますと、ヨークベニマル付近外６路

線があります。歩道に標識や自転車マークの路

面標示がある路線になってございます。また、

現在施工中であります市立病院前の市道山西米
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沢線についても、全線工事完了後に公安委員会

あるいは関係機関と協議をして、自歩道として

整備をしていきたいと考えているというところ

でございます。 

  御提案のように、自転車で訪れた場合などに、

市内を自由に、そして安心して周遊できるよう

な、そういう町なかの歩道、あるいは最上川の

堤防沿いなどをサイクリングロードとして整備

を進めていく、そういうことが新しい観光資源

の発掘にもつながっていくと考えているところ

でございます。 

○内藤 明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ありがとうございます。時間も

ありませんので、ぜひこの自転車の環境整備に

ついて進めていただきたいと思います。 

  最後になりますけれども、通告番号７番、優

しさと思いやりのある安全安心な社会の実現に

ついてでございます。 

  これも自転車と関連しますけれども、１つ目

が多発する高齢者の交通事故撲滅対策について

でございます。 

  免許更新時の免許講習、認知症検査などが高

齢者は行われているわけです。一方で、免許返

納によって行動範囲が極端に制限されてしまう

とか、不幸にして神経系や手足の運動機能が衰

え、認知症になりやすくなるということも報告

されております。特に、農業委員会の会長もこ

こにいらっしゃるわけですけれども、農業者は

生涯現役の元気な先輩が多く、何よりも車が不

可欠でございます。そのために、英知を結集し

て高齢ドライバーの安全を守っていくべきだと

思います。 

  本市の事故発生件数と、事故撲滅対策の主な

取り組みについてお伺いしたいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 28年度の市内の高齢者の交通事

故発生件数は48件でございました。全事故件数

247件に占める割合は19.4％ということでござ

います。 

  寒河江市では、昨年度策定いたしました第10

次の寒河江市交通安全計画の中で、高齢者と子

供の安全確保を重点項目に掲げて交通安全対策

を実施しているところでございます。高齢者に

対する交通安全教育として、専門指導員による

教室などを強化して、関係機関と連携を図りな

がら、公民館におきますふれあい元気サロンあ

るいはミニデイサービスなどで出前講座などを

実施していただいて、交通安全普及活動の拡大

を図っているところであります。 

  高齢者の皆さんがいつまでも健康で運転でき

るように、そういう運転能力を維持、向上させ

る、そういう取り組みも積極的にこれからも進

めていきたいと考えているところでございます。 

○内藤 明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ありがとうございました。 

  ２つ目、これも今市長からもありました重点

課題の一つであると思いますが、児童生徒の登

下校時の安全確保についてでございます。 

  先般、市内でも登校中の小学生が横断歩道を

渡っているときに車が突っ込む事故が起きてお

ります。ながら運転やうっかり・ぼんやり運転

がその原因とされておりますけれども、横断歩

道では残念ながら歩行者優先のルールが守られ

ていないというのが現状でございます。 

  本市の事故発生件数と交通安全教育などを含

め、安全確保の主な取り組みについて、これは

教育長の御所見をお伺いしたいと思います。 

○内藤 明議長 草苅教育長。 

○草苅和男教育長 それでは、児童生徒の交通安

全にかかわる御質問でありますので、お答え申

しあげたいと思います。 

  先日の小学生の横断歩道上での事故というこ

とで、大事には至らなかったものの、一つ間違

えば大きな事案、心配された事案だったなと思

っております。 

  本市の小中学生の交通事故の発生件数であり
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ますけれども、ここ３年前からの統計を申しあ

げます。寒河江警察署の統計でございますけれ

ども、平成26年計18件、小学生が５件、中学生

13件、平成27年計９件、小学生が３件、中学生

が６件、そして平成28年は計19件でありまして、

内訳として小学生が10件、中学生９件で、こと

し10月末現在ということの数字でありますけれ

ども12件となっておりまして、内訳は小学生が

３件、中学生が９件となっております。この件

数というのは事故の大小にかかわらず警察署で

処理した件数と、発生件数ということになりま

すので、御理解いただきたいと思います。 

  それから、小中学校での交通安全指導であり

ますけれども、基本的にはどの学校でも自分の

命は自分で守るということを基本として指導を

しっかりしているところであります。一般的な

交通安全に関するルールを遵守する、こういう

指導は日々、日常的に行っているところであり

ますけれども、さらに主なものとして、１つに

は、通学地域の交通の実態とか危険箇所などを

全校で確認いたしまして各学級で指導するとい

うこと、２つには、年度初めに警察や地域の交

通指導員の方々などをお招きして点検整備を含

めた自転車教室、あるいは交通安全教室の実施

をするということ、それから３つには、小学校

の通学班を中心とした歩行の仕方、あるいは交

通安全についてこういったことを日常的に確認

していくこと、そして４つ目ですけれども、Ｐ

ＴＡや地域の見守り隊の方々による交通安全の

街頭指導というものを御協力いただいていると

いうことであります。こういったことなどを、

保護者、地域の方々の御理解、御協力をいただ

きながら取り組んでいるところでございます。 

  これからも、交通安全意識の高揚ということ

に努めまして、先ほど申しました自分の命は自

分で守るということを基本にしながら、各学校

における交通安全指導を徹底してまいりたいと

思います。（「これで質問を終わります。どうも

ありがとうございました」の声あり） 

 

   散    会    午後２時２０分 

 

○内藤 明議長 以上をもちまして、本日の日程

は終了しました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 
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大 沼 利 子  
会 計 管 理 者 
（兼）会計課長     洋 一  水道事業所長 

土 屋 恒 一  病 院 事 務 長  佐 藤 和 好  学校教育課長 

高 林 雅 彦  
生涯学習課長
(兼)慈恩寺歴史
文化振興室長 

 大 沼 孝一郎  監 査 委 員 

渡 辺 優 子  
監 査 委 員 
事 務 局 長     

○事務局職員出席者 

月 光 龍 弘  事 務 局 長  山 田 良 一  局 長 補 佐 

齋 藤 晴 光  総 務 係 長  兼 子 拓 也  総 務 係 主 事 
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   議事日程第３号        第４回定例会 

   平成２９年１２月８日（金）  午前９時３０分開議 

 

   再  開 

日程第 １ 一般質問 

   散  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第３号に同じ 

 

 

 

   再    開     午前９時３０分 

 

○内藤 明議長 おはようございます。 

  ただいまから本会議を再開いたします。 

  本日の欠席通告議員はありません。 

  出席議員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、議事日程第３号によって進め

てまいります。 

 

一 般 質 問 

 

○内藤 明議長 日程第１、引き続き一般質問を

行います。 

  通告順に質問を許します。 

 

 一般質問通告書   

 平成２９年１２月８日（金）                       （第４回定例会） 

番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

８ 

 

 

 

 

９ 

産業振興と経済活

性化に向けた中小

企業支援について 

 

 

第７期介護保険計

画における料金改

定について 

（１）市内の中小企業の業況について 

（２）本市の中小企業支援策について 

（３）中小企業振興条例について 

（４）本市における条例制定の方向性に

ついて 

（１）市内の要介護・要支援認定者の状

況について 

（２）第６期の課題の認識について 

（３）料金改定のポイントについて 

６番 

遠 藤 智与子 

市 長 

 

 

 

 

市 長 

１０ 

 

 

 

佐藤市政三期目を

迎えて 

 

 

（１）公約実現に向けた財源の確保につ

いて 

（２）ＰＰＰに対する取り組みについて 

（３）ＰＦＩの取り組みについて 

１６番 

柏 倉 信 一 

市 長 
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番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

 

 

１１ 

 

 

 

米の消費拡大策に

ついて 

（４）ＰＦＩの具体的な取り組みについ

て 

（１）米消費の現状について 

（２）具体的な米消費拡大策について 

 

 

市 長 

 

１２ 

 

 

 

 

本市の国際交流に

ついて 

 

 

 

 

（１）姉妹都市交流の最近の状況につい

て 

（２）市内民間レベルでの国際交流の状

況について 

（３）台湾経済ミッションに参加しての

市長の感想を伺う 

（４）行政も含めたさらなる交流推進に

ついて 

（５）台湾斗南鎮との姉妹都市締結につ

いて 

（６）国際感覚を養うため児童・生徒の

海外派遣について 

９番 

阿 部   清 

市 長 

教 育 長 

 

１３ 

 

 

道路行政について （１）市道の現状認識と改修計画等、そ

の対策について 

（２）私道の認定基準と整備支援につい

て 

８番 

石 山   忠 

市 長 

 

 

 

遠藤智与子議員の質問 

 

○内藤 明議長 通告番号８番、９番について、

６番遠藤智与子議員。 

○遠藤智与子議員 おはようございます。 

  本日12月８日は太平洋戦争開始76周年の日で

す。戦後がずっと続きますようにと語ったのは

吉永小百合さんですが、平和都市宣言をしてい

る我が寒河江市の市長初め、私たちみんな同じ

思いなのではないでしょうか。 

  それでは、早速質問に入ります。 

  私は日本共産党と通告してある質問内容に関

心を寄せている市民を代表して、以下佐藤市長

に質問いたします。誠意ある答弁をどうぞよろ

しくお願いいたします。 

  まず初めに、通告番号８番、産業振興と経済

活性化に向けた中小企業支援について伺います。 

  皆さんも御承知のように、またこれまで何回

となく取り上げられましたように、寒河江市の

市街地はくしの歯が欠けたような寂しさがあり

ます。全国でも５年間で39万者の小規模事業者

が減っているということです。企業の99％は中

小企業であり、その中小企業で働く人は７割と

いうことを考えれば、そこに光を当て活性化さ

せていくことで、まちは元気になっていくと思

います。 

  実際に店を続けたいと思っても後を継ぐ人が

いないから私たちの代でもう閉めるのよという

ような切実な声も聞かれるところであります。 

  私たちのまちににぎわいを取り戻し、雇用も

ふやして、少しでも安定した生活、安心して子
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供を産み育てられる生活が送れるようにと願っ

て質問いたします。 

  まずは、本市において中小企業者や小規模事

業者の定義はあるのか。あるとすれば、その内

容を教えていただきたいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 おはようございます。 

  遠藤議員から中小企業の業況についての御質

問をいただいておりますが、まず御質問の中小

企業及び小規模事業者の定義でございますけれ

ども、国におきましては各種法律で中小企業者

などの定義を定めているのは御案内のとおりで

あります。中小企業者については、中小企業基

本法におきまして、例えば小売業における中小

企業者を資本金の額または出資の総額が5,000

万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数

が50人以下の会社及び個人であって、小売業に

属する事業を主たる事業として営むものという

定義がされております。今は小売業について申

しあげましたが、他の業種についても別途定義

をしているところでございます。 

  また、御質問の小規模事業者については、小

規模事業者支援法という法律におきまして、例

えば商業またはサービス業における小規模事業

者というものを、常時使用する従業員の数が５

人以下であって、商業またはサービス業に属す

る事業を主たる事業として営むものというふう

に定義をしているところであります。これも今

商業またはサービス業について定義を申しあげ

ましたが、他の業種についても別途定義をされ

ているというところでございます。 

  それぞれの各種の法律などで、既に中小企業

者並びに小規模事業者の定義がされているとこ

ろでありますことから、改めて寒河江市で独自

にこれを定義するという必要はないというふう

に認識をしているところでございます。 

○内藤 明議長 遠藤議員。 

○遠藤智与子議員 わかりました。各種法律にの

っとり、寒河江市としてもそれにのっとって決

めているので、寒河江市独自の定義はない。全

て法律に沿った定義であるということでござい

ました。 

  それでは、次に現在の中小企業の業況がどう

なっているのか、お伺いしたいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 業況ということでございました

から、業況を把握するには、毎年春と秋に２回、

約200社を対象にして業況調査というものを実

施しております。業況というのは、事業所みず

からが景況を判断していくということでござい

ますが、その調査をさせていただいて、平均的

な業況を100とした場合の現在の業況はどうか

ということについて、将来の業況はどうかとい

うことについて調査をさせていただいておりま

す。 

  それによりますと、最近のデータであります

が、ことしの秋の調査では、ポイントが85.5と

いう結果でございました。これは平均的な業況

を100とした場合85.5ということで、単純に、

簡単に言うと平均までいっていないと、まだま

だだと、こういうことでありますが、ただ、こ

れはことしの春の数値よりも4.3ポイント改善

しております。春よりはよくなってきているけ

れどもまだまだだということなんでしょうかね、

わかりやすく。ただ、前年度の同期よりも0.4

ポイント改善していると。徐々に改善をしてい

ると各事業者の皆さんが判断をされているとい

うふうに認識をしております。 

○内藤 明議長 遠藤議員。 

○遠藤智与子議員 毎年、春と秋２回に200社に

対して調査をして、みずからの状況をアンケー

トによって書いてもらっているということでご

ざいます。春よりかは4.3ポイントの改善が見

られるということでございますけれども、やは

りまだまだ平均には及んでいないというような

ことでございます。 
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  そういう中、本市の中小企業支援策について、

現在寒河江市では資金繰り支援、販路開拓支援

や人材育成など、中小企業に対してどのような

支援がなされているのかお伺いしたいと思いま

す。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 寒河江市におきましては、市内

の中小企業における資金調達の円滑化を進める

という観点から、中小企業振興資金貸付金、さ

らには利子助成金を通しまして支援をしており

ます。そのほか山形県の信用保証協会の保証料

を補給するなどということで、融資の円滑化を

図っているところでございます。 

  また、いろんな販路開拓という御質問もあり

ましたが、市内の中小企業の皆さんが販路拡大

していく場合の支援という観点から、国内の市

場の販路拡大に加えて、海外市場での販路拡大

に対するいろんな事業についても補助金を出さ

せていただいて、例えば見本市などへの出展な

どについて、その経費について積極的に支援を

させていただいております。 

  また、人材育成というお話がありましたが、

中小企業における人材確保、育成というのが大

変重要でありますので、そういった観点から、

職業能力開発に関する講習会に対する助成、ま

た高校生のインターンシップなどについても支

援をさせていただいているところであります。 

  もちろん市単独だけではなくて、国や県と十

分連携をしながら、市内中小企業向けの金融支

援、販路開拓支援、そして人材確保、育成など

などの各般の支援策を講じているところでござ

います。 

○内藤 明議長 遠藤議員。 

○遠藤智与子議員 人材確保、それから販路拡大

など、融資も含めて支援をしているというよう

なお話でございました。私、具体的な制度なん

かもお聞きしたかったわけですけれども、本市

では県に先駆けまして住宅リフォーム制度や小

規模企業者への支援、さまざま行っております

よね。それで、住宅リフォームなどについては、

これまでも再三取り上げてまいりましたけれど

も、かなりの波及効果がありまして、実際まち

の方は喜んでいる。使う人も、使ってもらう業

者の方も大変喜ばれているような、そういう支

援が寒河江市にはございます。そういうものを

引き続き支援していってほしいなというふうに

思うわけなんですね。 

  それと、やはり2013年、群馬県高崎市が創設

しているような、まちなか商店リニューアル助

成事業なるもの、店舗等の改装やそこで使用す

る備品の購入に対して100万円を上限に半額を

補助する制度など、そういう実際このまちに住

む人たちに潤いを与える支援、それが大事だと

いうふうに思うわけです。 

  海外支援もいいんですけれども、今現在くし

の歯が欠けているようなこの寒河江市の中で、

それ以上、海外にまで行ってしまわれてしまう

とすると、なかなかこれ、大変なこともますま

す大変になってくる、地元に業者がいなくなっ

てしまうというような懸念も考えられるわけで

ございますよね。なので、そういうことも考え

ながら支援をしていく必要があるというふうに

も感じているところでございます。 

  私、７月に会派に属さない議員の面々で、徳

島県鳴門市に視察に行ってまいりました。中小

企業の元気は鳴門市の元気、エコノミックガー

デニング鳴門と中小企業振興基本条例として、

鳴門市の取り組みを学んできたのですが、その

中で中小企業振興基本条例がさまざまな支援制

度や補助制度、相談窓口、情報発信体制の整備

など、これらを整備するためのバックボーンと

して必要だというお話を伺ってまいりました。 

  そこで、私なりに調べてみたのですが、1963

年７月に制定されました中小企業基本法により、

国は中小企業に対する施策を総合的に策定し、

実施するという責務を負い、地方公共団体は基
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本理念にのっとり中小企業に関し国との適切な

役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域

の自然的、経済的、社会的諸条件に応じた施策

を策定し及び実施する責務を有するという関係

になっているようでございます。これを土台と

して、全国の自治体で中小企業振興条例の制定

の運動が広がり、2014年１月の時点では31府県

149自治体で制定されております。 

  山形県に目を移せば、2012年、山形県中小企

業振興条例が12月に制定され、2013年飯豊町、

2015年に天童市と米沢市が制定しております。

そのうち米沢市の中小企業振興条例とはという

一文を引いてみます。 

  「本条例は、中小企業を取り巻く経済的、社

会的変化等を踏まえて、市政の柱の一つとして

中小企業振興に取り組んでいく姿勢を明確化す

るものであり、中小企業の理念や市が取り組む

べき施策の基本方針等を定めるとともに、市の

みならず、市民・企業・団体等の中小企業の振

興に関わる様々な主体が、地域社会における中

小企業の重要性についての認識を共有し、社会

全体で連携・協働して支援に当たることを求め

るものであります」とうたっております。 

  鳴門市のエコノミックガーデニングは、企業

家精神あふれる地元の中小企業が、長生きして

繁栄するようなビジネス環境を創出するという

理念のもと、食品分野や観光部門などのネット

ワーク会議なるものを行っております。30代、

40代の若者が自然的に集まれているとのことで、

ぴかっと光るアイデアがそれぞれ出され、実現

を試みているお話も伺いました。 

  このような先進事例もある中、寒河江市では

中小企業振興条例制定を含む企業の中小企業支

援についてどのように考えているのかお伺いし

たいと思います。 

  ところで、通告要旨に通告してあります中小

企業振興条例についてと、その次の本市におけ

る中小企業振興条例の方向性という、この２つ

の質問をここに包含して質問したということを

お許しいただきたいと思います。それでは、お

願いいたします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 中小企業振興条例についてお答

えをする前に、先ほど遠藤議員から海外展開に

ついての支援制度について言及がございました

が、これはもちろん企業が海外に移転するとか

という話ではありませんので、海外に行って受

注をもらって、そして市内のところで生産をし

ていくという意味での取り組みに対して我々は

助成をさせていただいて、そういう市内の中小

企業の活性化につなげていければということで

支援をさせていただいているところであります

し、また、おっしゃるように市内の商店街、く

しの歯が欠けたようなという御指摘がありまし

たが、そういう状況になっているのも事実であ

りまして、以前遠藤議員からも御指摘があって、

そういう空き店舗などについて、新たな意欲の

ある方がそういう店舗を活用して商売を始めよ

うというときに支援をさせていただくなどとい

う取り組みをさせていただいているところであ

ります。そういう意味では、何とかそういうこ

とをいろいろ支援をさせていただきながら、事

業者の仕事をしやすい、取り組みをしやすいと

いうようなことで制度をつくっているところで

ありますので、御理解をいただきたいというふ

うに思います。 

  それでは、中小企業振興条例についてお答え

申しあげたいと思いますが、これはもちろん遠

藤議員からも指摘ありましたが、地域社会にお

きまして中小企業の役割、存在意義というのは、

単に個別の企業が事業活動を展開していくだけ

にとどまりません。雇用の場の創出、あるいは

地域経済の発展ということで、地域社会の下支

えをしていただいているというふうにも我々は

思っているところでありまして、そういう大変

意義のある、大きな意義を担っている中小企業
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が衰退していくなどということは、地域社会全

体としての活力を失っていくことにつながって

いきますから、それは社会にとっても大変切実

な問題というふうに理解をしているところであ

りまして、御指摘もありましたが、そういう意

味からすれば、地域ぐるみで中小企業を支援し

ていくということを理念とする中小企業振興条

例というのは、寒河江市におけるこれからの商

工振興策において一つの旗印になっていくとい

うふうに認識をしているところであります。 

  全国的にそういう条例の制定が進んでいると

いうこともあります。また、県内においても、

先ほどありましたけれども、13市の中では山形

市、米沢市、村山市、天童市、尾花沢市の５つ

の市が既に条例を制定している状況にございま

す。まだ、他の市では、そういう動きが見えて

こないというところがあろうかというふうに思

います。 

  先ほどありましたけれども、おっしゃるとお

りで、中小企業の基本法などで地方公共団体の

責務として、自然的、経済的、社会的条件に応

じた施策を制定し及び実施する責務を有すると

いうふうになっているわけでありまして、自治

体の責任のもとにこれまで以上に機敏で積極的

な支援をしていくということは、たとえ今の段

階でも、条例が制定されていない段階でも、十

分可能であるというふうにも思っているところ

でございまして、まずは市内の中小企業支援に

ついて、平成30年度の予算において積極的な取

り組みをしていくということがまず当面の取り

組みだろうというふうに思いますが、御提案の

中小企業振興条例についても、今後鋭意検討し

ていきたいというふうに考えております。 

○内藤 明議長 遠藤議員。 

○遠藤智与子議員 中小企業振興条例は一つの旗

印であるというお話でございます。地域ぐるみ

で、地域社会の下支えになる中小企業、それは

大きな存在だということの認識でございますし、

それから先ほど私が言いました海外支援につい

ても意図することがよくわかりました。それで、

大変ほっとしているところでもございます。 

  それで、中小企業振興条例がまだまだ数自治

体ということでございますが、なくても30年度

予算での積極的な取り組みを進めていくという

ことでございました。長い目でも、やはりその

根拠となるような条例制定でもありますので、

ここは長い目で動向を注視しながら見ていって

いただきたいなという思いもございます。 

  さて、ことわざに金は天下の回り物というよ

うな言葉がございます。やはりこういう言葉が

聞かれなくなって大分久しいのではないかなと

思っております。天下の回り物ということは、

地域が循環して成り立つものではないのかなと

いうふうに思うわけですね。地域循環型の経済

を目指していくという必要があるのではないか

というふうにも思います。 

  また、先ほども200社を対象にして調査して

いるということでございましたけれども、鳴門

市を見ましても、行政のほうが企業を訪問して、

それぞれのニーズ、声を、生にじかに聞いて活

動しているということなんですね。なので、こ

こも急がば回れということもございますし、そ

ういうことなども頭に入れながら質問していき

たいというふうに思います。 

  2010年６月に閣議決定されました政府の中小

企業憲章の中で、中小企業は社会の主役として、

地域社会と住民生活に貢献し、伝統技能や文化

の継承に重要な機能を果たす。小規模企業の多

くは家族経営形態をとり、地域社会の安定をも

たらすと、格別に家族経営の存在へも言及して

います。 

  また、中小、小規模企業発展の総合戦略の検

討を進めている国の“ちいさな企業”未来会議

でも、これまでの中小企業政策を真摯に見直し、

小規模企業に焦点を当てた体系への再構築、そ

の必要性が言われ、2014年６月、小規模企業の
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振興基本法が成立し、国と全ての自治体に小規

模企業への支援が責務として明確化されました。

これについて、先ほど市長も言及されておりま

したけれども、これについて再度詳しい認識を、

細かな認識をお伺いできればなと思いますが、

いかがでしょうか。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 先ほどお答えをしたわけであり

ますけれども、寒河江市などは特に、特にとい

いますか、寒河江市におきましてはほとんどが

中小企業という状況の中でありますから、そう

いう意味では、先ほどお答えをいたしましたが、

地域社会を維持発展させていくための経済的な

基盤というのは、この中小企業の活動いかんに

かかわっているわけでありますので、そういっ

たことからすれば、逆に寒河江市のいろんな財

政も含めて、中小企業の活力がなければ成り立

っていかないという状況があろうかというふう

に思います。 

  そういう意味で、中小企業の基本法などでは

地方公共団体の責務として、そういう中小企業

の振興、発展のための施策を十分にとっていく

ようにということを述べているというふうに思

いますから、我々はそういう意味で自治体の責

任として中小企業振興策について鋭意取り組ん

でいく必要があるというふうに思います。 

  これまでの取り組みについては先ほど御説明

申しあげましたが、いろいろ我々としても事業

者の皆さんのほうからの声などを十分お聞きし

ながら、それに沿って市としてできる施策など

について研究を重ねて取り組みをしていく、そ

ういうことでいきたいというふうに思っており

ます。これまでもそうしてきましたが、30年度

予算編成というのはこれから始まるわけであり

ますので、当面の予算、新年度の予算に向けて

そういう取り組みを進めていきたいというふう

に考えているところでございます。 

○内藤 明議長 遠藤議員。 

○遠藤智与子議員 そうですね。寒河江市での住

宅リフォーム助成制度なども、補正予算なども

組んでいただいて、それによって大分助かって

いるという声が聞かれております。小規模事業

者に対しても、本当にその自身の声をじかに聞

きながら施策を行っていっていただきたいなと

いうふうに思います。積極的な予算編成、期待

しております。 

  地域循環型社会の実現を目指し、全国各地で

多彩な試みが行われております。客、店、まち

の三方よし、専門店の魅力を発信として、豊橋

まちゼミでの靴磨き講座、また島根県雲南市で

の空き店舗を活用し、産直市とサロン機能を兼

ねた笑んがわ市を週１回開催など、地域ぐるみ

で知恵と工夫を絞ってまちを元気にしていく活

動は、住民を元気にし、雇用も生み、経済活性

化につながるものと考えます。 

  山形県の鶴岡市では、かんぽの温泉が廃止さ

れようとしたところ、まちの住民が力を合わせ

てこの廃止を取りやめにさせて、みんなで温泉

に通って、楽しくにぎわっているという事例も

ございます。やはりこのまちに住んでいる人た

ちの気持ちを元気にして、行動を促して輪をつ

くっていく、つながりをつくって元気にしてい

くということが必要になってくるかと思います

ので、どうかそうなれば雇用も生まれるわけで

ございますので、経済活性化にもつながってい

くと考えます。 

  その根拠となる条例制定についても、今後ぜ

ひ視野に入れながら、引き続き中小業者支援に

力を注いでいただきたいと思っております。 

  このことを申しあげまして、産業振興と経済

活性化に向けた中小企業支援についての質問を

終わります。 

  続きまして、通告番号９番、第７期介護保険

計画における料金改定について伺います。 

  これについては、前回の９月議会で、介護保

険事業についてとして、第７期介護保険事業計
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画策定の流れや介護保険料の案づくりなどにつ

いて質問しております。その中で、市長からは、

介護保険料の上昇を抑える手だてとして、介護

給付費準備基金の取り崩しによって、できるだ

け保険料の上昇を抑制していきたい旨の前向き

な答弁をいただいたばかりでございます。 

  その後、2017年10月13日付で山形県社会保障

推進協議会が社会保障の施策拡充についての陳

情書なるものを寒河江市にも提出し、11月20日

に自治体キャラバンとしてハートフルセンター

の１階会議室にて懇談をしております。あいに

く私は同席できなかったのですが、資料を見ま

して、要望は大変切実で深刻だと感じました。 

  第７期介護保険事業計画は、年明けの１月に

素案をまとめ、２月にパブリックコメントを開

催、３月に正式に決めていくという流れのよう

ですので、決まる前にもう一度、今回は料金改

定に重点を置いて質問しようと考えました。 

  それにつけても、まずは市内の要介護・要支

援者の状況について、現在の状況からお伺いし

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 寒河江市内のことしの10月末現

在における要介護・要支援認定者数は合計で

2,227名となっております。 

  内訳でございますが、要介護１の方が405名、

要介護２の方は426名、要介護３は330名、要介

護４は395名、要介護５は291名ということで、

要介護の１から５までの方、合わせまして

1,847名ということでございます。 

  また、要支援認定者数は、要支援１が179名、

要支援２は201名ということで、合わせて380名

という状況でございます。 

○内藤 明議長 遠藤議員。 

○遠藤智与子議員 やはり要支援者のほうが少な

いということでございます。これは総合支援事

業でも頑張っているというあらわれの一つでも

ありましょうけれども、逆にもっと多くなって

いってもいいのかなという思いもいたします。

全部で2,207名ということでございますね。わ

かりました。 

  次に、第６期計画の課題の認識について、第

６期介護保険事業計画をどのように検証してい

るのか、そこのところをお伺いしたいと思いま

す。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 大変失礼しました。2,227名で

すね。第６期の介護保険事業計画、平成27年度

から29年度、今年度まででございますが、重点

事項ということで２つ示しているわけでありま

す。１つは特別養護老人ホーム入所待機者の解

消、もう一つは地域包括ケアの推進という２つ

の重点事項を定めているわけでありました。 

  １つ目の特別養護老人ホーム入所待機者の解

消については、今年度、地域密着型特別養護老

人ホーム２施設合わせて58床を、そして認知症

高齢者グループホーム１施設18床を予定どおり、

計画どおりに開所いたしました。在宅生活が困

難な待機者の解消に鋭意取り組んできたところ

でございます。 

  ２つ目の地域包括ケアの推進につきましては、

特に認知症対策の施策の推進ということについ

て、認知症の正しい理解や早期対応を図って、

認知症になっても可能な限り在宅生活を継続で

きるよう支援をしていくということで、県内に

先駆けて地域による認知症高齢者見守り支援な

どの取り組みに力を入れてきたところでござい

ます。これは御案内のとおりかと思います。 

  さらに、介護予防事業については、地域の中

で高齢者の皆さんが週１回集まって、みんなで

元気になれるようないきいき100歳体操、これ

も御案内かと思いますが、中心とした体操を行

う実施グループの取り組みが現在市内10カ所に

なっているところでございます。高齢者を支え

る地域づくりが徐々に広まってきているという

ふうに理解をしております。 
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  また、これらの活動や自分の地域などの活動

に参加して支援を行う、こうした活動に支援し

ていただく介護予防サポーターの育成にも力を

入れております。高齢者の介護予防活動の支援

体制の充実強化に努めているというところでご

ざいます。 

  一方で、生活支援サービスの充実ということ

も大事でありますが、地域に必要な生活支援サ

ービスの提供主体の育成とそのネットワークの

構築など、高齢者の生活サービスの提供体制を

担う生活支援コーディネーター、地域支え合い

推進員ということでありますが、その設置とい

うのが今後の課題というふうになっているとこ

ろでございます。 

  そういうことでありますが、全体としてはお

おむね計画どおり進んできたのではないかとい

うふうに認識をしているところでございます。 

○内藤 明議長 遠藤議員。 

○遠藤智与子議員 予定どおり進んできたのでは

ないかというようなお話、そして認知症政策、

介護予防サポーターによる生活援助への支援の

強化ということでございますが、今国では生活

援助に対する利用量、利用数の制限なるものも

言われておりますね。第７期介護保険事業計画

において、国は在宅訪問介護における特に生活

援助の利用回数を減らす方針を示しているよう

でございますが、そういう声などは本市にも届

いているのかどうか、ここをちょっとお伺いし

たいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 御指摘のように、現在国レベル、

国の社会保障審議会介護給付費分科会において、

訪問回数の多い利用者への対応についていろい

ろ審議がされているというようでございますが、

御質問の寒河江市にはどうかということであり

ますが、本市には通知などは届いていない状況

でございます。 

○内藤 明議長 遠藤議員。 

○遠藤智与子議員 まだ届いてはいないというこ

とでございますが、国は要支援１・２の方に続

いて、要介護１・２と認定されている方の在宅

サービスも保険給付から外そうとしております。

そうなりますと、要支援、要介護と認定された

方の６割が保険でサービスを受けられなくなり、

これでは介護保険制度に対する信頼が根本から

崩れるばかりではないのかなと思います。 

  その上、ただいまお話にもありましたように、

厚生労働省は、ホームヘルパーが調理や掃除を

行う介護保険の生活援助、おおむね１日１回以

上する場合、市町村へ届け出を義務づけ、利用

制限につながる仕組みを導入する方針でござい

ます。 

  ところが、厚労省が11月末に公表した生活援

助を月90回以上利用する人の調査では、その

52％が自宅でひとり暮らしをする認知症の方で

した。１日複数回の利用が欠かせないことは、

これは誰が見ても明らかなことでございます。

関係者は利用制限方針の撤回を求めております。 

  そのような中、在宅支援の質を落とさず、一

人でも暮らせる状況を崩さないための支援が必

要と考えます。ちなみに、厚労省は方針として、

要介護１の人を月26回、要介護２の人を月33回、

要介護３の人を月42回、４の方を37回、５の方

を31回に制限するというふうな方針を立ててい

るんですね。ですので、こういうようなことが

本当に実際に起これば、それこそ認知症の方や

ひとり暮らしの方、本当に生活していけるのか

なというせっぱ詰まった思いがいたします。 

  そのような中で、第６期でもそういう認知症

の方や生活援助支援に強化をしてきたというお

話もありましたけれども、さらにそこを一人で

も暮らしていける状況を崩さないための支援が

さらに必要というふうに考えるのですが、ここ

はどのようにお考えでしょうか。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 我々もいろんな、多い情報では
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ありませんが、いろいろ情報を問いながらその

動向を見守っているところでありますが、御指

摘のように国の方針で要介護１・２の訪問介護

の利用回数を減らす方向の考えがあるという情

報がございましたが、我々が確認している段階

では、国のほうでは過剰な訪問回数のサービス

利用を問題視しているようでありますけれども、

これは必要なサービスについてはやっぱり提供

されるべきだというふうに思います。そういう

意味では、基本的に国のほうでも必要なものは、

サービスはきちっと確保されるようなことで審

議が進んでいくんであろうというふうに我々も

思っておりますし、そういうふうに理解をして

いるところであります。 

  また、一方で、御指摘のように今後さらに介

護を必要とする高齢者の方がふえるということ

は、事実というか、見込みでありますから、見

込まれるわけでありますから、それに合った、

介護サービスに合った介護従事者数が確保でき

るかどうかということも、そういうサービスの

展開をしていく上では大変重要なことなのだと

いうふうに思います。 

  もちろんこれも、国のほうにもいろんな機会

を通じてそういう支援並びに従事者の確保、待

遇も含めてお願いをしているところであります

が、ただいろいろ生活支援などということにな

りますと、やっぱり地域の中で例えば元気な高

齢者の方がいろんな支援をしていけるように、

地域ぐるみでサポートするような体制が重要に

なってくるというふうに思いますし、そういう

のが広がっていければ大変いいのではないかと

いうようなところも思いますので、そういう体

制づくりに向けて我々としても支援していくと

いうことが今後ますます必要になってきている

のではないかというふうに思っているところで

ございます。 

○内藤 明議長 遠藤議員。 

○遠藤智与子議員 必要なサービスは提供される

べき、本当にこのとおりでございます。 

  ですけれども、国のほうでも必要なものはそ

のような考えでなされるのではないかというよ

うな展望をお持ちのようでございますけれども、

実際に北海道のあるまちで、実際に認知症の方

が101回月に利用したところ、使い過ぎだとい

うようなことを言われたという事実がございま

すね。それで、そこの担当課の方も憤慨いたし

まして、ケアマネジャーも憤慨いたしまして、

これは、この101回は何としても使わなくちゃ

いけない回数だったのだと、それなのに何が悪

いのだというようなことも実際に起こっており

ます。 

  私の身近にも、認知症でひとり暮らしをして

いる方、いらっしゃいます。この方は、デイサ

ービスに送り出す、薬の管理、それからお出迎

え、最低でも３回は使わなくては生活していけ

ないわけなんですね。それなのに生活援助が１

日１回を、何というのか、制限されるとなると、

これは本当に考えている以上に死活問題になる

というふうに思うんです。そうやって少なく、

少しずつされていけば、離れて暮らす家族の誰

かが仕事をやめなければならない、そして経済

もだんだん縮小していって負のスパイラルが生

まれていく、そんなことも予想されます。 

  市長においては、地域ぐるみで支えるその社

会づくり、土台づくりというものに、今後さら

に力を入れていく必要があるんじゃないかとい

うお話でございますが、公的支援とここは並行

してこれまで何度も言ってきたことでもござい

ますけれども、地域丸ごと共生社会ということ

に９月議会でもお話しいたしましたけれども、

住民だけに負担を背負わせるのではなく、とも

に公共の支援としてもやっていくということを

ぜひお願いしたいなというふうに思います。 

  次に、料金改定のポイントについて伺います。 

  75歳以上の人の所得を見ますと、１人当たり

82万8,000円にすぎず、所得ゼロの人は全体の
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53.2％を占めます。一方、一定期間に医者にか

かった人の割合を示す受診率を74歳以下と比べ

ると、75歳以上の人は入院で6.3倍、外来で2.4

倍も受診率が高いのが実態であります。年齢を

重ねれば、当然病気にかかりやすくなるからで

す。 

  こういう状況で、後期高齢者医療の窓口負担

を現行１割から２割に引き上げるべきと財務省

の諮問機関が求めております。このような中で、

介護保険料まで上がってしまったら生活できな

くなる、本当にそのようなせっぱ詰まった思い

がしているところであります。 

  そこで、介護保険料の段階を厚労省基準より

も細分化し、低所得者の保険料段階を低く抑え、

応能負担を強める必要があるというふうに考え

るのですが、いかがでしょうか。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 寒河江市の保険料の段階につい

ては、御指摘のとおり国で示している基準と同

じ９段階になっているわけであります。 

  御提案のように、低所得者層の保険料段階を

低く抑えるということになりますれば、その分

を一番所得の高い、例えば９段階のほうを細分

化して、高額所得者の所得段階の保険料を引き

上げるということに、上げる必要があるという

ことになろうかというふうに思いますが、これ

はいろんなシミュレーションもさせていただい

ておりますけれども、寒河江市においては低所

得者層の人数に比べてですけれども、高額所得

者層の人数が少ないということがありまして、

そういう層を細分化してまたその保険料を上げ

るということになれば、相当な額の保険料を上

げざるを得ないというような試算結果も出てい

るところであります。 

  そういう意味からすれば、なかなか現実的で

はないなと、難しいのではないかというふうに

考えているところでございます。 

○内藤 明議長 遠藤議員。 

○遠藤智与子議員 ただいま９段階で、さらなる

細分化は難しいのではないかということが言わ

れました。 

  実際に米沢市と天童市が11段階に設定してお

ります。米沢市の場合は、介護保険利用料です

ね。所得が80万円までの方に対して２分の１の

補助、それから非課税で所得が120万円までの

方に対して３分の１の補助をしております。こ

のようなことを考えて参考にしていただきなが

ら、ぜひ低所得者に対する何らかの配慮、支援

なるものを考えていただければというふうに思

うわけであります。 

  それでさらに、介護保険料及びその利用料の

低所得者への減免制度を実施拡充すべきと考え

ますが、この点についてまだやっぱり山形県で

はしているところがどこもないということでは

ございますが、この点についてもやはり難しい

ものなのでしょうか。ちょっと教えていただき

たいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 介護保険の費用については、御

案内のとおり高齢者の方の保険料というのは、

原則今は22％になっているわけですね。市町村

の一般財源額12.5％というようになっているわ

けで、それぞれ負担割合というのは定められて

いるわけでありますが、平成27年度から介護保

険料の一番所得段階の低い第１段階の負担割合、

段階ごとに負担割合がありますね。その第１段

階の負担割合0.5について、消費税上昇分を財

源として0.45に軽減をしているわけであります。

寒河江市のほうでは保険料の減免については、

国のほうの要件に準じて、介護保険条例第８条

で災害その他特別の事情がある場合以外は独自

の保険料減免は行っていないわけであります。 

  また、利用料については、今国のほうで低所

得者対策として、社会福祉法人利用者負担軽減

制度、それから高額介護サービス費支給、それ

から高額医療合算介護サービス費支給、介護負
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担額認定制度などがあるわけであります。これ

についても、利用料についても、市独自で減免

制度というのは設けておりません。 

  これは、前にも申しあげておりますけれども、

介護保険制度、とりわけ低所得者に対する保険

料、利用料の軽減策というのは、やはり国の責

任において、財政措置を含めて総合的、そして

統一的な対策を講じていくべきだというふうに

私は考えております。私だけでなくて、市長会

全体としてそういう考えのもとに国に対して財

政支援を要望しているというふうになっている

ところでありまして、そういうことであります

ので、今のところやっぱり国のほうにそういう

措置を講じていただくようにお願いしたいとい

うふうに考えているところでございます。 

○内藤 明議長 遠藤議員。 

○遠藤智与子議員 市長のおっしゃることはもっ

ともでございますし、国庫負担が減らされてい

る介護保険料、国が社会保障をもっと充実する

べきだ、これは大前提であります。私もそこは

強く感じております。そういう中で、寒河江市

でもできる支援を最大限考えていっていただき

たいという思いも同時にいたします。 

  高齢者の方が３人集まれば、こんな話になる

ということなんです。「年金も下げられている

し、そういう微々たるお金で施設さなんか到底

入らんね。おらだ、早く死ねって言われている

ようなもんだな」と、このようなことが言われ

ているんですね、お茶飲み話で。本当にそのと

おりなんです。 

  こんな思いをしないで済む社会になるように、

市長、私たちともに力を尽くしてまいれたらい

いなというふうに思っております。このことを

申しあげまして、私の一般質問を終わりたいと

思います。ありがとうございました。 

 

柏倉信一議員の質問 

 

○内藤 明議長 通告番号10番、11番について、

16番柏倉信一議員。 

○柏倉信一議員 おはようございます。 

  本日、２番目の一般質問をさせていただくわ

けですが、師走に入りましてだんだん寒さが厳

しくなってまいりました。余り寒さを感じない

ような一般質問をさせていただければと思いま

すが、眠くなっても困りますので、適度な緊張

感を持って質問をさせていただきたいなと思い

ます。 

  さて、佐藤市政も３期目に入り、円熟味を増

してきたところではないかなというふうに思っ

ております。 

  議会報告会でいつも申しあげていることです

が、ことしに入り、他の自治体からの視察の申

し入れが大変ふえてまいりました。視察受け入

れ件数は、昨年の４件から、ことしは現時点で

９件と倍増しており、このほかにも県内自治体

からの要請を受け、タブレット導入検討委員会

及び事務局において各種アドバイスを行ったり

しており、また今月には他議会へ出向いての研

修会なども予定されております。 

  視察項目については、タブレットによる議会

運営と議会改革、「無事かえる」支援事業、ふ

るさと納税、田代地区の地域づくり支援など多

岐にわたっており、ことしから試験的に導入さ

れる除雪情報システムなども先駆的なモデルケ

ースとして視察対象になるような気がします。

こうした先進地視察がふえることは、とりもな

おさず我が寒河江市の施策が評価されつつある

と思われるわけで、大変喜ばしい限りでありま

す。議長を先頭に担当課や議会が対応していま

すが、視察先を受け入れることで、県内外に我

がまち寒河江市のＰＲの一助となることを念じ

ております。 

  通告番号10番について伺います。 

  市長は３期目に当たり、50項目を超える公約

を表明されております。この中には保育所、放
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課後児童クラブ整備、チェリーランドの再整備、

野球場の改修、市民浴場の移転新築、慈恩寺の

ガイダンス施設、観光拠点施設の整備など、い

わゆる箱物と言われるものについて公約として

掲げておられます。ほかにもハード、ソフト、

さまざまな公約を掲げておられるわけで、多額

の財源が必要となってくることが予想されるわ

けですが、市長は財源の確保に当たり、どのよ

うな決意、方針で臨まれるのかお伺いいたしま

す。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 柏倉議員から３期目の公約に向

けた財源確保ということで御質問いただきまし

たが、私はおかげさまで１月20日から３期目が

スタートしているところでありまして、もう11

カ月になろうとしているわけであります。この

３期目、４年間の市政運営の基本は、「さくら

んぼと歴史が育む スマイルシティ 寒河江」

を将来都市像とする第６次の寒河江市振興計画

を着実に推し進め、そして軌道に乗せるという

ことが第一の使命であるというふうに思ってお

りまして、その上で市民の皆さんからのいろん

な要望、あるいは状況の変化などを踏まえて公

約としてまとめさせていただいて、その実現を

図る、全力で取り組んでいくということに進め

させていただいているわけであります。 

  箱物についても、公約の中にもあるわけであ

りますけれども、財源確保というふうに大変御

心配いただいておるのかなというふうにも思い

ますが、財政運営というのは、基本はやっぱり、

「入るをはかりて出るを制す」という言葉があ

るわけでありますので、きちんと歳入を計算し

て、それに見合った歳出をしていく、それが身

の丈に合った財政運営なのではないかというこ

とを、そういう教訓の言葉でありますけれども。 

  歳入のほうを見てみますと、やはり少子高齢

化の影響というのは大変大きいものがあるなと

いうふうに思います。人口も減っていく中であ

りますから、税収がなかなか増を見込めないと

いう状況があろうかというふうに思いますし、

一方、歳出のほうを見てみますと、国もそうで

すけれども、県もそうですけれども、社会保障

関係経費というのが膨らんできているわけであ

ります。私が就任した平成21年と28年の決算を

比較してみますと、決算額総額では23.1％の伸

びでありましたけれども、21年と28年ですね。

民生費では、これは63.5％の伸びというふうに

なっています。特に扶助費などが大きく伸びて

いる。これは削れないというんですかね、もう

確保しなければいかんということでありますか

ら、そういうハードのみならずソフトの面でも

大変財政的には非常に圧迫をしてきているとい

うふうにもなっている、構造上はそういうふう

になっているわけでありますから。 

  それについてどういう対策を講じていくかと

いうことになれば、１つには、言い古された言

葉ではありますけれども、事務事業を徹底的に

見直しをしていく、スクラップ・アンド・ビル

ドを今まで以上に強力に推し進めていく。さら

には優先順位を定めていくということが必要で

あろうかというふうに思います。 

  それから、ハード、箱物のお話がありました

けれども、老朽化している、更新時期に来てい

る公共施設などがあるわけでありますので、そ

れについては総合管理計画に基づいて効果的に、

効率的に、計画的に推し進めをしていくという

ことが必要かというふうに思いますし、そうい

うことが財政負担の軽減につなげていければな

というふうに思っているところであります。 

  一方、歳入についても、今国県の補助制度な

どを活用させていただいておりますが、地方創

生関連の交付金についてはこれまで４億円を超

す額が国から交付を受けて、いろいろ事業展開

をしてきているわけであります。そういったよ

うに、今国のほうでは、政府のほうでは意欲あ

る自治体を支援していくという考えであります
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から、先駆的な取り組みなどを国県に訴えなが

ら、提案しながら、そういう財源の確保をして

いかなければならないというふうに思います。 

  借金をするにしても、やっぱり有利な起債、

交付税措置のある有利な起債を導入していくと

いうことも必要かと思いますし、これは不安定

な財源でありますけれども、ふるさと納税も大

変貴重な財源でありますから、引き続き頑張っ

ていって、財源確保に講じていきたいと思って

いるところであります。 

  あらゆる方策を講じながら、知恵を絞って財

源額保に取り組んでいく、そういう覚悟をして

いるところでございます。 

○内藤 明議長 柏倉議員。 

○柏倉信一議員 今、市長から答弁をいただきま

した。要約すると、公約実現に向けた意気込み

というかを承ったわけでございますが、みずか

ら掲げられた公約には責任を持って対処するん

だと、あらゆる方法を講じてというようなのが

市長の意志ではないかなというふうに理解をし

たわけでございます。やっぱり私らもそうです

けれども、自分が掲げた公約に対してきちっと

責任を持つということが、当然のことながら政

治不信を払拭することにつながるというふうに

思います。これは私自身も肝に銘じておきたい

なというふうに思ったところでございます。 

  次の質問に入りたいと思います。 

  ３期目の公約として掲げられた部分は無論、

先ほど市長の答弁の中にもありましたように、

老築化が進んでいる学校関係の増改築や９月議

会における同僚議員の質問に対する答弁も含め、

近い将来さまざま対応策が必要となる施設がめ

じろ押しであり、公民が連携して行うスキーム、

ＰＰＰ、パブリック・プライベート・パートナ

ーシップを有効に活用することが公約実現にも

つながると考えますが、市長の御所見を伺いい

たします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 ただいま御質問のありましたＰ

ＰＰ、これはパブリック・プライベート・パー

トナーシップということで、一般的には公民連

携と訳されているようでありますが、行政と民

間が連携をして、それぞれお互いの特徴、強み

を生かすことによって、最適な公共サービスの

提供を実現して、地域の価値や住民満足度の最

大化を図っていくというふうに言われていると

ころでありまして、代表的な手法とすれば、１

つには指定管理者制度、それからもう一つは公

共施設の建設や維持管理、運営などに民間の資

金を活用するＰＦＩ、プライベート・ファイナ

ンス・イニシアチブがあるわけでございます。 

  寒河江市におきましても、指定管理者制度、

古いものでは平成18年度から導入しているとこ

ろであります。市民体育館、屋内多目的運動場

などの体育施設、さらにはにしね保育所を初め

とする保育所、それから総合子どもセンターな

ど、全部で19施設をお願いしているというとこ

ろでございます。こういった取り組みなどにつ

いては、行政、市のみならず、市民の皆さん、

あるいは事業者、それぞれにメリットがある、

そういう効果を上げているというふうにも認識

をしているところであります。 

  今後とも、市といたしましては、指定管理者

制度に限らず、その有効性を十分確認しながら

活用していきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

○内藤 明議長 柏倉議員。 

○柏倉信一議員 今、答弁をいただいたわけです

が、市長の答弁にもございましたとおり、ＰＰ

Ｐの中にはさまざまなスキームがあって、本市

においては代表的な手法である指定管理者制度

はかなり実績のあるところというふうに私も理

解をしております。 

  多くのスキームの中には、包括的民間委託で

あったり、自治体業務のアウトソーシング等々、

さまざまあるわけでございますが、必要に応じ



 - 74 -

た対応が可能となるよう検討しておくべきと考

えますので、対応をよろしくお願いしたいと思

います。 

  ＰＰＰの有効利活用についてお尋ねいたしま

したが、先ほどの市長の答弁にもございました

とおり、ＰＰＰの中で代表的手法がＰＦＩ、プ

ライベート・ファイナンス・イニシアチブとな

るわけですが、私はものによって民間の資金と

ノウハウを活用し、公共サービスの提供を民間

主導で行うことは、相当な成果が期待できるも

のと思っております。 

  また、施設の整備、大規模な修繕に当たって

は、複数年度にわたる予算の平準化が図られる

という視点においても、早急にＰＦＩの取り組

みを検討すべきと考えますが、市長の御所見を

お伺いいたします。 

○内藤 明議長 この際、暫時休憩いたします。 

  再開は11時５分といたします。 

 休 憩 午前１０時４６分  

 再 開 午前１１時０５分  

○内藤 明議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 ＰＦＩの取り組みはどうかとい

うことでありますが、ＰＦＩの事業手法につい

ては、柏倉議員御指摘のとおり、公共施設等の

建設、それから維持管理、運営等、民間の資金、

経営能力及び技術的能力を活用して公共サービ

スの提供を委ねる手法であるわけでありまして、

民間の資金のみならず民間の考え方、活力を導

入して、事業費の負担の軽減を初め民間ビジネ

スの拡大効果も期待できるというふうに認識を

しているところでありまして、市といたしまし

ては、今後ＰＦＩの有効活用による財政の平準

化、負担減を念頭に置いて、有効かつ実現性の

あるものについては、総合的に判断をして、そ

の事業手法の活用を検討していきたいというふ

うに考えているところでございます。 

○内藤 明議長 柏倉議員。 

○柏倉信一議員 答弁をいただいたわけでござい

ますが、市長も御案内かと思いますが、そもそ

もＰＦＩは、サッチャー政権以降の英国で、小

さな政府への取り組みの中から公共サービスの

提供に民間の資金やノウハウを活用しようとす

る考え方として、いわゆる行財政改革の流れの

一つとして登場したものというふうに言われて

おります。ＰＦＩの基本原則はＶＦＭ、バリュ

ー・フォー・マネーと言われ、一定の支払いに

対し、市長の答弁にもございましたが、最も価

値の高いサービスを提供するという考え方で、

適切な割引率により顕在・可視化された総事業

コストの軽減が図られる、あるいは一定のコス

トのもとでも経済社会への変化に対応したり、

より水準の高い公共サービスの提供が可能とな

るということが必要と言われております。 

  このたび私がＰＦＩの導入を提案申しあげて

いるのは、プロジェクトファイナンスの考え方

に注目をしているからであります。当該事業の

ために要した資金を、当該事業で生み出す収入

で返済するという視点。ＰＦＩ事業は長期にわ

たるものであり、維持管理、またモニタリング

をシビアに分析して時代の流れ、状況の変化に

俊敏に対処する、まさに民間企業経営の原点だ

と思っております。目的達成のためには、時の

流れ、周りの環境を十分に視野に入れた中で、

どんな施設、どんなサービスが必要か、資金を

回収できる限界はどれくらいになるのか。こう

した部分は行政サイドより民間企業が先行して

いるというふうに思います。 

  市長はプロジェクトファイナンスという視点

に対してどのような御所見をお持ちか、お伺い

をしたいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 我々の行政の仕事も効率とか経

済性というものを念頭に置かないで仕事をして

いるわけではありませんが、やっぱり民間のそ
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ういったノウハウのほうがずっとたけていると

いう分野が多いのではないかという認識を持っ

ているところでありまして、そういう意味では、

昔というか前の時代よりは、そういう民間のい

ろんなノウハウを行政の施策展開の中でも大い

に活用していく分野がふえてきているというふ

うに思います。 

  そういう意味でＰＰＰ、特にＰＦＩなどにつ

いては、大分前からそういう取り組みが言われ

てきたわけでありますけれども、これからもそ

ういう意味での行政コストということだけでな

くて、活力を維持していく、地域全体で活力を

維持していくということに考えれば、そういう

取り組みというのをやっぱりできる範囲内で進

めていければというふうにも考えているところ

でございます。 

○内藤 明議長 柏倉議員。 

○柏倉信一議員 私の意図していることは十分御

理解をいただいているというふうな答弁であっ

たというふうに解釈をさせていただきました。 

  ここまでＰＦＩの取り組みについて提言を申

しあげてきましたが、本市において、これまで

ＰＦＩの導入を具体的に検討したことはあった

のか、実績についてお伺いをいたします。 

  また、ＰＦＩの手法を導入するに当たっては、

ＰＦＩ活用指針は必要不可欠と考えますが、本

市において活用指針は存在するのか、あわせて

お伺いをいたします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 寒河江市の具体的な事例という

ことを申しあげますと、平成22年２月に中学校

給食の導入に当たりまして、実施方式の検討の

際に、給食センター方式によるＰＦＩ方式の導

入というものを検討した経過がございます。も

ちろんそういうことはしなかったわけですけれ

ども、そのほかにも事業、施設などについて検

討する場合、初期の段階で従来の手法との比較

検討を行った事例はあるわけでありますが、こ

れまでの例からいうと、その準備を含めて事業

実施まである程度の時間が必要だということ、

さらには、事業費が小さい場合、少ない場合、

事業者のメリットがなかなかないということな

どの課題があったところでありますし、また地

元の事業者が取り組むのがなかなか難しいなど

という声もあって、これまで具体的な導入まで

には至っていないという状況でございます。 

  また、活用の指針はあるのかどうかというこ

とでございますが、寒河江市にはそういった指

針は現在ございません。 

○内藤 明議長 柏倉議員。 

○柏倉信一議員 答弁をいただきました。給食セ

ンターの件でというような御答弁もございまし

たが、私が本市のホームページでＰＦＩを検索

すると、ヒットしたのは、平成28年３月作成の

寒河江市生活排水処理基本計画、ことし３月に

作成された市営住宅整備計画の２回でございま

す。 

  私が若干不満に思うというか、いまいち納得

できないのは、生活排水処理基本計画において

は、合併浄化槽の普及促進の方法については、

全国的に共通する課題であり、これを打開する

ためにＰＦＩ事業が適用されており、本市にお

いてもＰＦＩ事業について情報収集を続けると

ともに、実施済みの自治体の動向を調査中と記

されております。 

  また、市営住宅整備計画では、評価と選定の

中で、ＰＦＩについて、財政的メリットはある

が、ノウハウがなく事業期間が延びるというふ

うに記されております。 

  本議場においてＰＦＩの議論が初めてなされ

たのは、平成16年３月議会において、当時西村

山の合併問題が議論された際、ＩＴを活用した

ＰＦＩの導入についての質問に当時の佐藤誠六

市長は、合併問題に関係なく大いに研究、勉強

して、ＰＦＩの導入による事業コストの削減、

より質の高いサービスの提供を目指さなければ
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ならないというふうに答弁をしておられます。 

  その後、既に13年を経過した今、ノウハウが

なく事業が延びるという表現は若干いかがなも

のかなと、私は若干納得できないというふうに

思うわけでございます。これは当然のことなが

ら佐藤市長が就任前の答弁なわけで、事務方の

引き継ぎというのはどういうふうになっている

のかなと、若干クエスチョンな部分があります。 

  本来、当時の事務方の責任者にお尋ねをした

いところですが、当然のことながらもう退職さ

れておりますので仕方がありませんが、私ら議

員サイドからすれば、議場における市長の答弁

というものは非常に重いものだというふうな認

識を持っておる中で、なかなか答弁をされた中

身が具現化されていないのかなというふうに思

うわけで、そんな意味でも活用指針なるものぐ

らいは既に準備がなっていてしかるべきかなと。

たたき台がなければ、なかなか検討するにして

も大変だろうというふうに思われるわけでござ

います。 

  ちょっと佐藤市長にいかがなものですかとお

尋ねするのもいかがなものかなというふうに思

うんですが、ただ、事務的な継続というものを

踏まえた中で、少し市長には事務方に活を入れ

ていただきたいなというふうに思うわけでござ

いますが、市長の御所見をお伺いしたいと思い

ます。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 基本的には当時と今も、行政と

してのＰＦＩの導入についての基本的な考え方

については変わりはないというふうに認識をし

ておりますし、またホームページでヒットした

浄化槽などについてはいろいろ研究をしていく

ということでありますし、また市営住宅の改築

などについても、いろいろ研究を重ねながらそ

の導入方法について検討していくということに

今しているところでありますので。 

  ただ、先ほど若干申しあげましたが、これは

行政の施策、事業ではありますが、基本的には

民間の事業者の方がそれに理解を示して賛同し

た上で参画をしていただかなければ実現はでき

ない事業になっています。給食センターのＰＦ

Ｉの導入の際も、いろいろ事業者の皆さんから

もお聞きをしたのでありますが、やっぱりある

程度の事業規模でないとなかなか参画をできな

いというようなことも言われておりますし、ま

た先ほど何十年というスパンで物事を取り組ん

でいかなければならんという御指摘がありまし

たが、そういう意味でこのＰＦＩ、普通の直営

で建設する場合に比べても、時間、期間がかか

るということがありますので、そういう意味で

なかなか導入が進んでこなかったというふうに

理解をしているところであります。 

  ＰＦＩの事例などについては、寒河江市内に

はありませんけれども、県内には至るところに

そういう事例も、行政の施設でもあるわけであ

りますので、そういうことを、ノウハウを十分

我々も勉強しながら取り組みを進めていけるの

ではないかというふうに考えているところでご

ざいます。 

○内藤 明議長 柏倉議員。 

○柏倉信一議員 余りくどくどと申しあげるつも

りはないんですけれども、大体私の意図すると

ころは御理解をいただいたんではないかなと。

俊敏な対応をぜひ御検討いただきたいというふ

うに思います。 

  次に、今後具体的にＰＦＩの導入を検討して

いる案件があればお伺いをしたいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 先ほど若干触れましたけれども、

現在、ことし３月に策定した寒河江市営住宅整

備計画の中にお示しをしているわけであります

が、塩水地区内で行う住宅団地整備に係る事業

手法の選択作業というものを行っているところ

であります。その中で、このＰＦＩの手法につ

いても検討させていただいているというふうに
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思っております。 

  これについては、山形県のほうで県営住宅団

地移転改築建てかえ事業などの先例があります

ので、そういったノウハウなども勉強させてい

ただいて、導入の可能性を探っているところで

ございます。 

  当面、市営住宅ということになりますが、そ

の他の施設についても、市の公共施設等総合管

理計画に定める個別施設計画策定作業の中で、

導入の可能性について検討を進めていきたいと

いうふうに思っているところであります。 

  先ほどの指針などについても、その趣旨を個

別の計画策定作業の中で十分反映させて検討し

ていければというふうに思います。 

○内藤 明議長 柏倉議員。 

○柏倉信一議員 答弁をいただきました。市営住

宅あたりにというようなことも、今答弁をいた

だいたわけですけれども、先ほど来から申しあ

げているとおり、プロジェクトファイナンスと

いう視点から考えると、市民浴場なんかは非常

に趣旨に合っているものかななんて、私なりに

思うところがあります。当然のことながら、何

でもかんでもＰＦＩがいいなんてことはあり得

ないわけで、そうしたものも踏まえていただい

た中で、ぜひ有効な施策に関しては導入を御検

討いただきたいということを申しあげたいと思

います。 

  次に、通告番号11番、米の消費拡大について

お伺いします。 

  農林省が平成29年11月に掲載した資料によれ

ば、米の消費は昭和37年をピークに一貫して

年々減少傾向にあり、米の１人当たり年間消費

量は昭和37年度では118キログラムだったのが、

平成28年度では約半分の54.4キログラムまで減

少しました。また、米の需要量は毎年８万トン

ずつ減少しているとのこと。 

  そこでお伺いしいますが、我が寒河江市や県

の年間の米消費量はどのくらいになっているの

か、お伺いをいたします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 御質問ございました米の１人当

たりの年間消費量ですけれども、今御質問にあ

りました平成28年度で54.4キログラムという数

字でありますが、これは農林省が公表しており

ます食料需給表からのデータでそういう数字が

出ております。もっとわかりやすく申しあげま

すと、この食料需給表で示されている消費量は、

全国の米の生産量から輸出あるいは加工などで

用いられている数量を差し引いて、それを総人

口で割って算出された平均値ということになる

わけであります。28年度は54.4キログラムで、

これは年平均で約0.6キログラムずつ減少して

いるところでございます。 

  寒河江市の消費量がどうかという御質問であ

りますけれども、さっきの全国の消費量の計算

方式を当てはめていこうとすると、わからない

のが、市外から寒河江市内に流入している米の

量というのが不明でありますので、年間の寒河

江市内の１人当たりの消費量というのは算出が

できないということであります。 

  また、もちろん県の消費量についても、同様

に数字は出ておりませんということになってお

ります。 

  ただ、一方で、総務省では県内の個人消費を

捉えるために家計調査というのをやっているわ

けでありますけれども、この調査では都道府県

所在地と政令指定都市においての１世帯当たり

の年間支出額から推計した米の購入量が公表さ

れております。１世帯当たりの米の購入量が公

表されております。都道府県所在地であります

から、山形市の購入量については、平成26年か

ら28年までの３カ年平均で１世帯当たり83.56

キログラムでございます。これは全国平均が

70.43キログラムですから、約13キログラム多

くなっております。都道府県庁所在地、政令指

定都市の中では上から４番目に多いという数字
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であるというふうになっております。 

  これは、過去のデータと比較してみますと、

平成21年から23年までの３カ年平均では、山形

市の１世帯当たりの年間購入量は91.39キログ

ラムでございましたから、これは年平均で約

4.2キログラムずつ減少しているというふうに

なろうかと、１世帯当たりですね。というふう

になっているようでございます。 

  寒河江市の数字は具体的にはわかりませんけ

れども、山形市とそれほど変わらないのではな

いかというふうに理解をしておりまして、減少

している傾向にも同様の傾向があるのではない

かというふうに推察をしているところでござい

ます。 

○内藤 明議長 柏倉議員。 

○柏倉信一議員 答弁をいただいたわけですが、

私がこの質問をさせていただいたのは、先ほど

来申しあげております農水省のホームページを

見ておりますと、1992年の調査で「米を食べな

いと気が済まない」と答えた人が71.4％だった

のが、2014年には53.5％に下がり、6.8％の人

が１カ月に１度も米を食べていないと回答して

いるということでございます。こうした数字を

見ると、米どころを自負する我が山形県、そし

て我が寒河江市であります。寒河江市の数字や

実情がどのようになっているのか気になるとこ

ろであり、御質問をさせていただきました。 

  米どころですら米離れが激しいという結果で

あれば、ゆゆしき事態ではないでしょうか。つ

くっている側ですら食べないものを、買ってく

れでは通りません。実情を把握し、対応策を検

討する必要があると考えます。 

  私は、数年置きにいろんな層から、特に米離

れが激しいと言われている若年層、生活困窮者、

高齢化世帯など、分類した中でアンケート調査

を実施すべきと考えますが、市長の御所見をお

伺いします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 確かに御指摘のとおり、米離れ

というんですかね。全国的な数字は先ほどお示

しをいたしましたが、地域、米どころによって

どうなっているのかという実態を把握していく。

把握した上で、その対応策も考えていくという

ことは、大変大事なことだというふうに思いま

す。これについては、生産者側の農協、ＪＡな

ども関係していくということになりますから、

あるいは消費サイドの事業者などとも一緒にな

って、そういう実態を把握するいろんな取り組

みが可能かどうか、研究をしていきたいという

ふうに思います。 

○内藤 明議長 柏倉議員。 

○柏倉信一議員 ぜひそのようにお願いをしたい

というふうに思います。 

  次に入りますが、さきに申しあげたとおり、

米の消費は年々減少傾向であり、来年度から政

府主導における減反調整もなくなるという中で、

生産者にとってますます厳しい状況となること

が懸念されるところでございます。米、米加工

品の輸出品戦略やコスト削減対策、飼料用米の

拡大など、政府、県、我が寒河江市もさまざま

な取り組みを展開しております。 

  こうした米農業に対する支援や要望活動を展

開することは大変重要なことと思いますが、こ

の問題を質問させていただくのは、我が寒河江

市が米の消費拡大策としてできることがあるの

ではと考えたからであります。 

  具体的に申しあげますが、目覚ましごはんの

推進を市を挙げて取り組んではどうでしょうか。

一日の始まりを地元産米でスタートさせる運動

を強力に進めてみてはと思うのですが、市長の

御所見をお伺いします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 御指摘のとおり、米の消費が

年々減少している状況に加えて、御案内の30年

産からの国の米政策が見直されるという状況で

ありますから、引き続き地域全体で、オール山
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形米どころ全体で、需要に応じた米生産に取り

組む、そういう姿勢をつくっていくということ

は大変重要なことだというふうに思っていると

ころでありまして、あわせて生産地として、や

はり消費も拡大をしていく、そういうみずから

のところで、稲作農家のためだけでなくて、市

全体で消費の拡大をしていくということが、農

業の振興などにもつながっていくというふうに

思っているところでございます。 

  そういった中で、どういう取り組みを考えて

いけばいいのかということを今思っているわけ

でありますけれども、先ほど家計調査をお示し

いたしましたが、世帯主の年齢層別による米の

購入量というのが示されております。40歳代の

世帯の購入量は年間65.7キログラムということ

でございます。それから、年代の若い人、30歳

代では44.07キログラム、ぐっと減りますね。

それから、29歳以下の世帯ではさらに減って

34.79グラムいうふうに、若くなるに従って購

入量が激減するという傾向が見られるわけであ

ります。こういう数字を見ることだけでも、把

握するだけでも、その対策が見えてくるという

ふうにも思います。やはり若年層に向けた米消

費の働きかけが必要なのではないかというふう

に思っているところであります。 

  寒河江市では、さがえっこ育み10か条におき

まして、早寝早起き家族いっしょに朝ごはん運

動というのを展開しているところであります。

これからも引き続き若い世代に朝食の重要性を

理解していただいて、その中で特に米の御飯を

食べていただくことを進めていかなければなら

ないというふうに思います。 

  今、朝食の欠食率というのが、平成22年のこ

の運動策定時には7.7％ということでありまし

たが、これは32年度までに3.8％まで減らして

いくということに目標を立てているんでありま

すけれども、そういった運動を進めて、朝食を

とってもらうということの中で米の消費も伸ば

していきたいというふうに考えているところで

ございます。 

  もちろん文科省あるいは農水省でも、文科省

のほうでは平成18年度から早寝早起き朝ごはん、

そして農水省のほうでは平成19年度からめざま

しごはんキャンペーンというものを展開してき

ているわけでありますが、なかなかそれが現実

的に実を結んでいないというのも実情かという

ふうに思いますが、ぜひ朝食には寒河江産のお

米を食べていただくなどといった取り組みをよ

り強力にしていければ、柏倉議員から御提案あ

りました目覚ましごはんの推進というのが実現

していけるのではないかというふうに認識して

いるところでございます。 

○内藤 明議長 柏倉議員。 

○柏倉信一議員 先般、農業委員会と議会との懇

談会がございました。席上、農業委員会の木村

会長初め農業委員の皆さんの御配慮で、新品種

雪若丸とつや姫の試食、食べ比べをさせていた

だきました。私、ごちそうになったからこの質

問をしているわけではございませんが、初めて

味わった雪若丸は、米粒が大きくしゃきっとし

た感触で、個人的かもしれませんが、私好みの

味でございました。多くの人にぜひ食べてもら

いたいと思ったところでございます。 

  しかしながら、米の新品種についての取り組

みは、米どころと言われる都道府県ではどこに

おいても力を入れており、この分野では戦国時

代到来とも言われています。 

  １問で申しあげたとおり、国や県に対し、戸

別補償の復活を初めさまざまな要望活動を続け

るのは当然ですが、こうしたことは他力本願的

な要素であります。幸いにして、市長の答弁に

もございましたが、ふるさと納税の返礼品とし

て人気の米であり、我が寒河江市にとっては光

明もあるわけですが、今年度の寒河江市の米収

穫量は6,700トンであり、全国平均の個人の米

消費量をベースにして寒河江市の消費量を計算
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すると2,284トン、自家消費率は34％程度とな

ります。好調なふるさと納税の返礼品としての

数字が、約2,300トン前後というふうになって

おります。トータルで4,584トンとなる計算で

す。これはあくまで私個人の試算ではあります

が、生産量に対し2,116トンの差がございます。 

  仮に、４万2,000市民が年間１キログラム消

費量を上げると42トンとなり、約７町歩の生産

量に匹敵し、10キロ上げられれば70町歩の生産

量ということになります。 

  先ほど申しあげた目覚ましごはんに固執する

必要はありませんが、何かしら自力でできる米

の消費拡大に向け取り組むことで、全国の米ど

ころを自負する自治体の先導役となることで、

全国的な米の消費拡大策となるのではないかと

いうふうに考えて、このたびの質問をさせてい

ただきました。 

  以上、私の提言が実現することを期待し、質

問を終わります。 

 

阿部 清議員の質問 

 

○内藤 明議長 通告番号12番について、９番阿

部 清議員。 

○阿部 清議員 よろしくお願いいたします。 

  師走に入りまして、何かと慌ただしくなりま

した。そして、ことしは特に寒さを感じる季節

になりました。私ごとになりますが、体には十

分注意をしなければいけないなと思っておりま

す。皆様方もどうぞ体のほうには十分御留意を

願いたいなと思っております。 

  12番、本市の国際交流について伺います。 

  自分にとって2017年は国際交流について思い

出に残る年となりました。一つには、姉妹都市

であります大韓民国安東市、安東の日の式典に

参加をしてきたことであります。一つには、台

湾斗南鎮から22名の方が本市を訪れ、寒河江市

表敬訪問、それから商工会表敬訪問をすること

ができました。私も同行させていただきました。

大変感謝を申しあげるところであります。その

後、慈恩寺参加、そしてリンゴ狩りなどの観光

案内をさせていただきましたが、通訳を介しな

がらの緊張した３日間の滞在でありましたが、

寒河江市を満喫して帰国したとの連絡を受けま

した。 

  この２つの異なった経験をさせていただきま

したが、今回外国との国際交流について伺いた

いと思います。 

  最初に、本市の姉妹都市交流の最近の状況に

ついて伺います。 

  本市の国際交流については、まず一つには外

国の姉妹都市交流として、大韓民国安東市及び

トルコ共和国ギレスン市との交流が挙げられま

す。さらに、台湾やマレーシアへの農産物輸出

のトップセールス、さらにことし９月の台湾に

おける経済ミッションなどの国際交流、そして

観光面では、台湾、韓国方面からの観光誘客な

どの友好関係は本市の経済に大きく反映してく

るものと信じているところであります。 

  特に、ことし10月２日から５日まで姉妹都市

である大韓民国安東市の安東の日の式典に内藤

議長を団長、菅野副市長を副団長として総勢11

名で参加してまいりました。安東市は慶尚北に

道庁の移転工事が進んでおりました。また、新

幹線開通の予定もあるということで、飛躍的な

発展が期待できる市でもあると感じてきました。

このことは、本市にとっても将来的には大きな

経済効果につながってくるのかなと思っており

ます。 

  そこで、本市の姉妹都市交流の最近の状況に

ついて伺いたいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 阿部議員から、寒河江市の国際

交流ということで、姉妹都市の最近の交流の状

況について御質問がありましたのでお答えをし

たいと思います。 
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  大韓民国安東市とは、御案内のとおり昭和49

年２月に姉妹都市締結をしているわけでありま

す。それ以来、相互訪問を中心とした交流を継

続しているところでございます。 

  最近では、平成26年10月に姉妹都市締結40周

年を記念して、安東市の権寧世市長初め市議会

議長など12名の訪問団を寒河江市にお迎えをし

て、記念植樹あるいは国際交流発展宣言などさ

せていただいたのは記憶に新しいところでござ

います。 

  また、翌年の平成27年10月には当時の市議会

議長、副市長を初めとする６名の訪問団が安東

市を訪れて、安東市の議長、市長と意見交換を

行ったほか、安東国際仮面舞フェスティバルに

参加しているところでございます。そして、こ

としの10月の訪問ということになったところで

ございます。 

  次に、トルコ共和国ギレスン市とは、昭和63

年６月に姉妹都市を締結しているわけでありま

すが、それ以来、同じように相互訪問、あるい

は駐日のトルコ大使館を通じた交流などを継続

しているところでございます。 

  近年の状況でありますけれども、平成25年５

月に姉妹都市締結25周年を記念して、本市訪問

団16名が国際ギレスンフェスティバルに参加し

て、慈恩寺の舞楽を披露いたしました。あちら

のほうからも行っていただいたと、こういうこ

とであります。 

  同年の６月には、逆に今度ギレスンの市長、

ギレスン県知事初め24名の訪問団が寒河江市を

訪れて、未来に向けての友好宣言を行っている

ところであります。 

  また、昨年６月にはトルコの写真家アルプ・

アルペル氏の写真展をさくらんぼ会館で開催し

て、開会式に駐日トルコ共和国大使館の公使参

事官より参加をしていただいたところでござい

ます。 

  なお、来年はギレスン市と姉妹都市締結の30

周年を迎えることになりますので、また記念の

催しなどを実施していく必要があるというふう

に認識をしているところでございます。 

○内藤 明議長 阿部議員。 

○阿部 清議員 市長のほうから御答弁ありがと

うございます。 

  平成26年に安東市には40周年の記念植樹をさ

れてきたということでありますけれども、安東

市に伺ったときに、寒河江市の河川敷にある桜

並木をまねさせていただいて安東市でも整備を

しているんだよという話を伺ってまいりました。

そしてまた、トルコギレスン市でも毎年、トル

コの料理を味わうということで、私も参加させ

ていただいておりますが、こういう姉妹都市の

中での催し物というのはなかなかいいと思いま

す。 

  その中で、今度ギレスン市が30周年記念とい

うことでありますけれども、私も期待したいな

と思っておりますが、ただ政治状況がどうなる

のかちょっとわからないと思いますので、そこ

のところも含みながら、もし行けるのであれば

ありがたいなと思っているところであります。 

  続きまして、市内の民間レベルでの国際交流

の状況を伺いたいと思います。 

  現在、私の所属する国際奉仕クラブでは、ア

メリカンオーバンクラブ、そして同じくアメリ

カのユニバーシティーヒルズクラブ、フィリピ

ンマニラマラティークラブ、そしてトルコ共和

国ギレスンクラブ、台湾斗南クラブなどとの姉

妹クラブとしての国際交流をしておりますけれ

ども、本市においての民間レベルの国際交流状

況について伺いたいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 市のほうで把握しております民

間レベルの主な交流事業、交流活動については、

先ほど御質問の際にも御紹介いただきましたロ

ータリークラブと各国のロータリークラブとの

交流、あるいは青少年交換交流事業などがあろ
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うかと思いますし、そのほかＪＡさがえ西村山

と安東の農協のほうで姉妹農協を締結しており

ますから、そういう交流も行われております。

さらには民間団体としては、国際ソロプチミス

トと、さらには青年会議所などの各団体におい

ても、いろんな国際会議などの出席を通して友

好親善活動を行っているというふうにも聞いて

いるところでございます。 

  市のほうでも少し関係いたしましたが、平成

25年８月に寒河江臥龍太鼓保存会がタンザニア

連合共和国で和太鼓の演奏と花笠音頭を披露し、

山形の伝統芸能の普及活動を行ってきたところ

でございます。 

  また、昨年、韓国の美術協会安東支部主催の

国際儒教文化書芸大典で、寒河江市書道会の会

員が出展をしていただいております。 

  さらに、これは国際交流になるかどうかであ

りますが、イタリアで開催されました文化庁主

催の日本仏像展に慈恩寺十二神将の立像４体が

展示されるということで、芸術文化の分野で交

流が行われたということでございます。 

  そのほか国内に目を転じますと、６月にトル

コ共和国のヤロバ市という、ギレスン市と違う

ところでありますが、ヤロバ市と姉妹都市を締

結している富山県の砺波市のトルコ共和国友好

交流協会の皆さんが、なかなか現地のほうに行

けないということで、視察研修で寒河江市を訪

れて、市の国際交流協会の役員の皆さんと意見

交換会、交流会を行ったところでございます。 

  また、先ほど阿部議員からもありましたが、

市内では、これは毎年になりますが、ことしも

去る１月に国際交流ニューイヤーパーティーと

いうことで、市の国際交流協会とＮＰＯ法人国

際平和まつりＹＡＭＡＧＡＴＡが共催をしてパ

ーティーをしております。ことしの干支にちな

んだ各国の鳥料理を食べながら、定住しておら

れる外国人の方と交流を推進したところでござ

います。 

  そして、３月には、先ほどもありましたが、

トルコ生活を味わう会ということで、料理を通

してトルコ共和国の理解を深める、その事業な

ども展開しているところでございます。 

○内藤 明議長 この際、暫時休憩いたします。 

  再開は午後１時といたします。 

 休 憩 午前１１時５３分  

 再 開 午後 １時００分  

○内藤 明議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  阿部議員。 

○阿部 清議員 ただいま市長のほうから答弁を

いただきました。 

  私も富山県から訪れた国際交流の方々と一緒

に懇談をさせていただきましたが、やはり市長

の答弁からすると、民間交流というのは非常に

やっぱり寒河江市でも多くあるんだなというこ

とをつくづく感じさせていただきました。 

  我々のクラブも、台湾斗南ロータリークラブ

とは、交換学生の交流、それからクラブ同士の

積極的な交流をさせていただいておりますけれ

ども、今回台湾経済ミッションに参加しての市

長の感想を伺いたいと思います。 

  ことし９月２日から５日の日程で、商工会主

催で台湾において経済ミッションが実施されま

した。これには、特別顧問として佐藤市長が参

加され、安藤商工会会長を初め総勢32名の訪問

団、台北市、台中市のマーケティングを視察、

そして雲林県斗南鎮を訪れ、表敬訪問し、現地

の政財界人との交流、懇談により相互理解を深

めてきたとの報道がありました。 

  この訪問はあくまでも経済活動が主目的であ

りますけれども、私としては、これに佐藤市長

が参加していただいたということは、台湾との

総体的な交流へ向けての期待が大きく膨らんだ

ところであります。この訪問団に参加しての市

長の感想を伺いたいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 
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○佐藤洋樹市長 今回、台湾の経済ミッションに

参加をさせていただきましたが、台湾にはトッ

プセールスで訪問をしておりますが、台北とい

うか北のほう中心でありましたが、このたびは

台北もというよりは、台中のほうがメーンであ

ったところでありまして、雲林県県知事とお会

いして、またメーンであります斗南鎮の鎮長、

それから雲林県の農会組合長、日本で言えばＪ

Ａの組合長などのほかに、地元のさまざまな経

済界の皆さんと直接いろいろお会いをして、お

話を伺うことができました。大変有意義であっ

たというふうに思いますし、台湾の人々の非常

に実直で勤勉、そして非常に優しい国民性を再

認識したところでございます。 

  今回の経済ミッションに参加をさせていただ

きましたのは、もちろんターゲットとして農産

物の販路拡大もありますが、さらに町なかなど

観光誘客も広い意味でその可能性というのはど

の程度あるのかということを実際この目で見さ

せていただいて、いろいろ戦略を考えていくこ

とにしたいという意味で参加をさせていただい

たところでございます。 

  日本は非常に人口減少などで市場が縮小して

いるところでありますので、そういった意味で

海外市場という意味では大きな、各企業の皆さ

んにとっても大変重要な経済戦略の一つになっ

たのではないかというふうに思います。 

  行ってみての感想ですけれども、台北のみな

らず台中市も280万人の都市でありますから、

非常に大きい都市でありますから、そういった

ところもいろんな戦略を練る上でのターゲット

にしていくことができるのではないかというこ

とも感じたところでありますし、あちらの経済

人の人は、もちろん国内の販売ということも考

えておられるでしょうけれども、アジア全体と

いうんですかね、そういうことを視野に入れて

いろんな経営戦略を練っているというふうに感

じたところでございます。そういう意味で、今

回の訪問、今後の台中、斗南鎮を初めとするビ

ジネスの展開、さらには観光交流の促進につい

て、非常に勉強、参考になったというふうに理

解をしております。 

○内藤 明議長 阿部議員。 

○阿部 清議員 今、市長のほうから答弁をいた

だきましたけれども、今回は台北、高雄という

よりも、台中のほうが大都市では主力にして回

ってきたということでありますけれども、やは

り今回の経済ミッションという中で、斗南ロー

タリークラブが非常に尽力をしながらホスト役

を務めてくれたというようでありますけれども、

やはり市長が参加をしていただいて、台湾の国

民性の優しさ、それから台湾が経済を考えたと

きに、台湾だけじゃなくてやっぱりアジア全体

を見据えての行動であるということでありまし

た。 

  そこで、雲林県政府、それから斗南鎮公所な

どを訪ねて、現地の政財界人、政界人との交流、

懇談によって相互理解を深めてきたというふう

にありますけれども、内容のあるミッション効

果ではなかったのかなと感じます。行政も含め

たさらなる交流推進について伺いたいと思いま

す。 

  ９月12日の山形新聞に大きな見出しで、「台

湾きずなの旅路」として、寒河江市商工会の経

済ミッションが大きく取り上げられました。

「台湾の手厚い歓迎、友情実感、斗南鎮長姉妹

都市締結提案、草の根交流の成果」と掲載され

ておりました。そして、13日には「商談会好感

触をつかむ」の見出しで掲載されております。 

  そして、その記事の中に訪問団が、１万

7,000平方メートルの温室で世界14カ国に200万

本のコチョウランの販売をしている会社、フラ

ワーさんの会社であります。それから、約

1,000ヘクタールの農園でコーヒーを栽培して

いる会社、これはコーヒーさんと我々は呼んで

おりますが、そこを視察しておられるようであ
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ります。そして、現地企業の酒や食品を扱う５

社と寒河江市内の電子機器や畳、ニット、酒、

米を扱う５社が参加しての商談会が開かれ、斗

南側からは高い関心が示されたと報道されてお

ります。 

  それを含めて、今後のビジネス交流を期待す

る声が商工会のほうでも上がっているようであ

ります。安藤会長も、今回の経済ミッションは

大成功であると総括しています。今回の訪問が、

親善交流のみならず相互繁栄の糸口になるはず

だとの報道もなされております。台湾斗南鎮と

の交流を民間の親善交流で終わらせることなく、

民間と行政が連携して経済交流、インバウンド

の推進を含め、今後さらなる推進が必要と思い

ますが、市長の見解を伺いたいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 行政も含めたさらなる交流促進

についての考え方というもので御質問いただき

ましたが、阿部議員御指摘のとおり、やはり交

流を息長く持続的に展開して、双方ともウイ

ン・ウインの関係をつくっていくということを

考えますと、単なる親善交流あるいは観光での

訪問のみならず、さまざまな分野での重層的な

交流というのが必要なのではないかというふう

に思います。もちろん経済交流、今回商工会主

催による経済ミッションということで、初めて

の試みでそういう現地での取り組みなどをして

いただきましたけれども、そういうことがきっ

かけとなって経済的な交流が行われる、発展を

していくということは、これからの交流促進に

とっては大変重要なことだというふうに思って

おりますし、またロータリーの皆さんだけでな

くて、一般市民の皆さんの交流などもこれから

進んでいくということが重要なのかなというふ

うに思います。 

  寒河江市では台湾との交流の接点とすれば、

御案内のとおり、さくらんぼの紅秀峰を通じて

数年前からＰＲ活動ということを展開してきて

いるわけでありますけれども、そういう展開を

さらに拡大していく、あるいは、さくらんぼ、

紅秀峰のみならず、農産物あるいはそれ以外の

物産などにも拡大していくということを考えた

ときに、非常に大変意味のある経済交流のミッ

ションではなかったかというふうにも思ってい

るところでもあります。 

  また、人と人の交流というのも大変これから

重要でありますし、来年２月には御案内のとお

り雪フェスティバルにあわせて県のほうで国連

の世界観光会議というものが山形市で開催され

るというふうになって、そのときに第３回の雪

フェスティバルの視察もその方々が予定されて

いるということでありますから、そういう意味

で、台湾のみならず海外の観光関係者に寒河江

市の魅力を発信していくことにつながっていけ

ればなというふうに思っているところでありま

す。 

  そういう意味では、台湾とのこれからの交流

を考えたときに、県ともいろいろお願いをしな

ければいけませんけれども、チャーター便ある

いは教育旅行の招請事業などについても、いろ

んな面で台湾との交流を深めていくということ

が必要だというふうに思います。 

  そういう意味で、これまで民間を主体にして

きた斗南鎮との交流でありましたが、さらに行

政も、あるいは一般の市民の皆さんも加わって、

さらに充実した交流が築き上げていければとい

うふうに思っていますので、市としてもこれか

ら信頼関係をさらに発展につなげていけるよう

に、知恵を絞っていきたいというふうに考えて

おります。 

○内藤 明議長 阿部議員。 

○阿部 清議員 市長のほうからは、随分前向き

な答弁をいただきましてありがとうございます。 

  先ほど市長も言われましたけれども、やっぱ

り息の長いウイン・ウインの関係を構築してい

くことが大切だという話がありましたけれども、
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なるほどそうだと思います。 

  それから、やはり１つの団体の交流だけでな

くて、市民全般が交流できるような体制づくり

なども必要なのかなと思いましたが、その中で

ことしの雪フェスティバルに向こうのほうから

参加していただけるような方向の話もただいま

伺ったわけでありますけれども、非常にありが

たいなと思っております。 

  そこで、９月７日の山形新聞のほうに、山形

市と、それから台南市との友好協定の締結、交

流の輪をさらに拡大としての見出しがありまし

た。観光文化資源を生かした民間交流をさらに

促進したいとの意欲を示して、市民が互いに訪

問し合う関係を築きたいという報道でありまし

た。私が質問したいことを、ちょっと先にいか

れたなというふうに思っておりましたけれども。 

  続きまして、台湾斗南鎮との姉妹都市締結に

ついて伺いたいと思います。 

  斗南鎮は人口４万5,000人と寒河江市と同規

模の農業地区でありまして、急速に発展を遂げ

ているまちでもあります。田んぼや畑などの農

村風景が広がっているまちでもありますが、そ

の斗南鎮に表敬訪問され、懇談会の中で張鎮長、

鎮長とは町長になると思いますけれども、町長

は国際奉仕クラブを中心とした親密な関係を踏

まえ、将来へ向け姉妹都市を結べればうれしい

とのコメントを出されておりました。市長も行

政、経済面で幅広く濃厚な交流を続けていきた

いとのコメントを出しているようであります。 

  そして、11月11日、経済ミッションにかかわ

りのある斗南国際奉仕クラブ会員14名と家族、

総数22名で、寒河江市で行われた催しに参加す

るために寒河江市を訪れました。そして、13日

に寒河江市を表敬訪問されました。懇談の中で、 

染松岳さんが手を挙げられまして、張斗南鎮長

からの伝言を預かっていますと。佐藤市長に再

訪問の懇願と、寒河江市と姉妹都市を締結した

い旨の伝言がありました。 

  先ほども申しあげましたが、斗南鎮を訪問し

た際にも張町長から将来に向け姉妹都市を結べ

ればうれしいとのコメントが出されております

が、この姉妹都市締結について市長はどう思わ

れるのか伺いたいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 張斗南鎮長より姉妹都市締結に

ついて、２度にわたってというんですか、お話

がありまして、大変ありがたいことだなという

ふうに思います。もちろん我々としてもそうし

た思いを十分重く受けとめさせていただきたい

というふうに思いますが、姉妹都市締結に当た

っては、改めて言うまでもないわけであります

けれども、何よりも多くの市民の皆様の機運と

いうんですか、盛り上がりと理解が大変重要だ

というふうに思います。 

  そういった意味で、先ほど申しあげましたけ

れども、さらにそういう交流の輪が広がってい

ったときに機が熟していくのではないかという

ふうに理解をしているところでございますし、

また、改めて申しあげるまでもないわけであり

ますけれども、議会の皆さんの御意見というも

のを踏まえて判断をしていくということになろ

うかというふうに思っているところであります。 

  これまで安東市とギレスン市と姉妹都市締結

を結んでおるわけでありますけれども、この２

つの都市についてもそれぞれ段階を踏んできた

ものというふうに思っているところであります。

そういう意味で、斗南鎮の皆さんとは今後も交

流を一層続けていく、そういう活動を通して一

つ一つの取り組みを積み重ねていくことによっ

て、大きな実績となってよい結果に結びつくと

いうふうに理解をしているところでございます。 

○内藤 明議長 阿部議員。 

○阿部 清議員 市長から答弁をいただきました。

ありがとうございます。 

  やはり私も質問をさせていただいて、そんな

にすぐに姉妹都市ができるものとは全然思って
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いませんが、ただそういう思いというものは斗

南鎮のほうにもあると思いますし、我々も交流

をしている中で、やっぱり子供たちとの短期交

流なんかも20年近くやらせていただいている。

その中で、我々クラブ同士でも非常に密接な関

係を続けさせていただいているところでの思い

が出てきているということも事実であります。 

  ただ、市長も張鎮長からのその言葉に対して、

深く思いを受けとめているということ、またや

はり市としても機運を盛り上げなければならな

いということで、我々も今後頑張っていかなけ

ればならないなということもありますので、今

回雪フェスティバルに向こうから訪れてきた場

合にも、市のほうからも熱い歓迎的な言葉を投

げかけていただければ非常にありがたいなと思

いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  続きまして、国際感覚を養うための児童生徒

の海外派遣について伺いたいと思います。 

  本市では小学校教育に情報化やグローバル化

に対応した教育推進の一環として、英語学習や

国際理解教育の推進を進めております。私の所

属する国際奉仕クラブでも1995年に斗南国際奉

仕クラブと姉妹都市クラブを締結して、20年以

上にわたり相互100人を超える小中学生の短期

交換学生交流を行っております。 

  クラブの子供や孫さんを含め、各学校に募集

を募り、約10名前後の小中学生を、３月の春休

みを利用して交換学生として約１週間の予定で

実施してまいりました。会員が親がわりとなり、

ホームステイをしながら学校などで子供同士の

交流をしながら、さまざまな体験や活動を通し

て仲間づくりができていると思っております。

そして、自分磨きのできる時間だと思います。 

  西村山の近隣のまちでも海外交流が行われて

いると伺っておりますが、本市においても台湾

斗南鎮を含め、海外で子供たちの交換交流につ

いてどう考えておられるのか伺いたいと思いま

す。 

○内藤 明議長 草苅教育長。 

○草苅和男教育長 国際交流、児童生徒の海外派

遣ということについての御質問でございますが、

お答え申しあげたいと思います。 

  言うまでもなく、グローバル化する社会にお

きまして、本市の将来を担う子供たちが国際感

覚を磨く、養うということは、この海外派遣と

か交換留学などを通して行われるのは大変重要

なことだと認識しております。 

  先ほどありましたように、西村山地区内の他

町を見ますと、実際に中学生の海外派遣事業が

行われている例がございます。例えば、大江町

では４年ほど前から中学生の海外派遣事業とい

うことで、これは夏休みだそうでありますが、

１週間ほどアメリカのモンタナ州に10名程度の

生徒を派遣しているということでございます。

それからまた、朝日町でも２年ほど前から、同

じように１週間ほど夏休みを利用してアメリカ

のコロラド州に六、七名程度生徒を派遣してい

るというふうに伺っております。 

  これらの事業につきましては、先ほども申し

あげましたように国際感覚を養うというために、

広い視野に立ってさまざまな異文化体験をした

り、あるいは実際に見聞をしたり、言葉や生活

環境の違うさまざまな人々と触れ合うことで、

国際社会の中でともに生きていく、こういう資

質や能力を育成するということを目的に行って

いるというふうに伺っているところではありま

す。 

  一部費用の個人負担というものはあるようで

ありますが、それぞれの町で海外派遣事業とし

て予算を計上しているということでございます。 

  さて、本市におきまして、御質問にありまし

たように海外派遣のことでありますけれども、

国際交流の姉妹都市として韓国の安東市、ある

いはトルコのギレスン市と友好関係にございま

す。また、最近では先ほど話がありました台湾

の斗南鎮との友好交流などの関係も進展してい
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る、進んでいるというふうに思います。 

  これら本市と友好関係にある都市とか、ある

いは本市のＡＬＴの出身であるアメリカ等も含

めた他の地域への小中学生の海外派遣等につき

ましては、今後その意義とか狙い、あるいは派

遣先などを含めて他市町村の情報を収集しなが

ら、調査及び研究を進めて総合的に考えてまい

りたいと思っております。 

○内藤 明議長 阿部議員。 

○阿部 清議員 教育長のほうから積極的な御意

見をいただきました。ありがとうございます。 

  話を伺いますと、やっぱり大江町、朝日町で

もアメリカのほうに行かれているということで、 

町独自でやられているということでありますけ

れども、もし寒河江市でやられるときは、寒河

江市独自も結構だと思うんですけれども、いろ

んな団体がありまして、いろんなかかわりがあ

るということで、いろいろな方面からの模索等

もしていただいて、予算組みなんかしていただ

ければ非常にありがたいと思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

  現在、寒河江市に台湾斗南のほうから高校生、

台湾では２年生ですけれども、今城北高校の１

年のほうに１名、ユエンちゃんという子供が来

ておりまして、７月に来ましたので約４カ月ぐ

らいたっておりますけれども、あと半年ぐらい

の間になると思いますけれども、寒河江市に在

住しながら勉強しているわけです。 

  そして、寒河江市のほうからは、寒河江国際

交流クラブのほうからは、河北町に住んでいる

寒河江高校の子供が今、台湾の斗南のほうで１

年間の交換学生として一生懸命頑張って、先日

中間報告ということで、馬場さんからの手紙を

拝見いたしましたが、非常に楽しく、台湾の子

供だけでなく、アメリカとそれからイギリスの

子供たちと交流をさせていただいているという

ような報告を受けました。 

  ところが、帰ってくると、すごく中国語だけ

でなくて、英語も学んでくるようで、非常に性

格的にも明るくなっているということで、非常

に効果的にはいいのかなと大いに私も感じてい

るところでありましたけれども、やはり他人の

飯を食べるということで、１年間我々仲間の会

員のうちにホームステイをして生活をするとい

うことは、やはり必ずそのうちの人たちと話を

しなければならないということで、非常に自分

磨きになっているのかなというふうに思ってい

るところであります。 

  そういうことも踏まえながら、子供たちが伸

び伸びと世界を見据えられるような寒河江市と

しての施策をお願いいたしまして、私の一般質

問を終わりたいと思います。ありがとうござい

ました。 

 

石山 忠議員の質問 

 

○内藤 明議長 通告番号13番について、８番石

山 忠議員。 

○石山 忠議員 一般質問も最後となりましたが、

これまで地域での懇談、議会報告会など、市民

との触れ合いの中で多くの市民から寄せられた

声の中から、生活道路に絞って質問をさせてい

ただきます。 

  通告番号13番、道路行政についてお伺いいた

します。 

  第６次寒河江市振興計画の基本施策、便利で

快適に生活できるまちの中から、交通ネットワ

ークの整備、特に基幹道路整備とともに進めら

れている生活道路対策と計画についてお伺いい

たします。 

  振興計画では、現状と課題として、人口減少

時代を迎える中、社会構造や市民ニーズの大き

な変化に対応するため、都市機能の集約や集落

間を結ぶ道路整備とあわせ、近隣都市との交流

人口拡大を図る高速道路などの道路ネットワー

クの構築が必要です。市民の安全安心な生活を
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維持するためには、老朽化が進む道路や橋梁な

どの都市基盤施設の長寿命化と計画的な維持管

理が必要です。冬期間の良好な交通環境の維持

に加え、よりきめ細かな除雪の実施など、市民

ニーズに対応した取り組みが必要です。 

  政策の取り組み方向として、人口減少社会や

高齢化社会への対応を見据え、快適で利便性の

高い道路環境の構築を図るとともに、市民の暮

らしを支える公共交通網を形成し、安心して移

動できるまちづくりを目指しますとして、生活

道路の整備率86％を目標指標としています。 

  快適な道路環境の維持向上施策として、「市

民が満足する快適な道路環境の維持向上のため、

劣化が進む道路施設の整備を進めるとともに、

冬期間の除雪充実を図ります」「市内の地域間

の交通確保に向けて、幹線道路の整備促進を図

り、あわせて主要道路と接続する生活道路の機

能向上を図ります」を掲げ、主な取り組みを述

べています。 

  そこでお伺いいたします。 

  まず最初に、市道の現状認識と改修計画とそ

の他の対策について伺います。 

  まず、寒河江市が新設、改良または拡幅をす

る道路以外の道路を市道に認定する一般的な基

準等、必要な事項を定める寒河江市道認定基準

等に関する要綱が平成22年４月１日から施行さ

れました。附則の経過措置として、この要綱の

制定以前に造成された道路または造成中の道路

の取り扱いについては、市長が別に定めるとあ

り、運用細則で８項目の認定基準を定めていま

す。 

  寒河江市道認定基準等に関する要綱の変遷に

ついて、道路台帳上の道路件数の動きや公衆用

道路等の市道認定件数の推移とあわせてお伺い

いたします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 石山議員から市道の認定基準等

に関する要綱の変遷等について御質問をいただ

きましたが、御案内のとおり現在の寒河江市の

市道認定基準等に関する要綱については、昭和

53年制定の基準をより明確にするために、平成

22年の４月から全面的に見直しを行って施行し

ているところでございます。 

  現在の市道認定の状況でありますけれども、

この４月１日現在では803路線、総延長で315キ

ロメートルというふうになってございます。 

  これまでの経過でありますが、平成22年から

の認定状況を申しあげますと、新たに58路線が

認定され、そのうち市などが新設改良した路線

が、これは平成24年度に認定した沼川沿線の２

路線、それから平成27年に認定をした寒河江公

園アクセス線の１路線、そのほか土地区画整理

事業や新たに宅地開発された業者からの帰属に

よる認定をした分が51路線でございます。 

  年度ごとに申しあげますと、22年度に35路線、

多くなっておりますが、これはほなみ団地関連

が、うち33路線あります。それから、平成23年

度には２路線、平成24年度には１路線、平成25

年度には４路線、平成26年度には２路線、平成

28年度が７路線ということでございます。 

  また、町会などからの要望による法定外公共

物を市道に認定した分については、平成22年度

に３路線。また、私道の土地の寄附を受けて認

定した分は平成25年度に１路線というふうにな

っております。 

○内藤 明議長 石山議員。 

○石山 忠議員 今の市長の答弁にもちょっと触

れられていますけれども、要するに業者等から

の寄附を受けたといいますか、私道から市道に

編入された道路の件数などもお伺いしました。 

  そこで、次に、民間宅地開発事業者等の宅地

開発等に伴い市道認定された道路の状況は、先

ほどの御答弁の中にありましたけれども、全面

見直しをする前からのことがありますので、経

年劣化等により側溝等の破損が目立つように感

じています。開発行為に対する指導は十分に行



 - 89 -

っているとは思いますけれども、事業者からの

寄附の状況と市道の充実策について、寒河江市

市道認定基準等に関する要綱制定前の指導に対

する対策の状況とあわせてお伺いしたいと思い

ます。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 先ほど御答弁申しあげましたが、

土地区画整理事業や新たに宅地開発された業者

等からの帰属による認定をしたのが51路線とい

うことで申しあげましたが、そのうち民間宅地

開発業者からの帰属によるものは18路線になっ

ております。これらに係る市道はどうかという

ことでありますが、民間宅地開発業者等による

開発面積が3,000平方メートル以上の都市計画

法の許可を必要とする開発の場合は、許可要件

として、新設をした道路は完成後、市に帰属す

ることになっておりますから、市道認定基準に

沿うように、協議の段階から指導を行っている

ところでございます。 

  また、それより小さい1,000平方メートル以

上3,000平方メートル未満の開発行為につきま

しては、昭和63年度施行の寒河江市開発指導要

綱によって市への事前協議を必要としておりま

す。道路構造令及び寒河江市開発技術基準によ

って築造するよう指導しているところでござい

ます。 

  先ほどお尋ねありましたが、市道認定基準の

見直し以前、平成22年度の前に市道と認定をし

た小規模な宅地の開発等による路線などにつき

ましては、御指摘のような道路構造令の協議を

行っていない路線についても、市道として認定

をしてきたわけであります。市道認定基準見直

し以降については、そういった案件はないわけ

でありますけれども、市としてはその対応とい

たしますと、市道として認定したわけでありま

すので、市道としての整備補修をしていくとい

うことに考えているところでございます。 

○内藤 明議長 石山議員。 

○石山 忠議員 ただいまの古い市道といいます

か、古い基準の中で、市道に対する影響を考え

た場合に、具体的な例をちょっと申しあげます

けれども、市内の古い市道の中には電柱などの

構造物により一層狭くなっている場所が多く見

受けられまして、通学の子供たちを初め歩行者

はもとよりドライバーにとっても障害になって

います。 

  個人の敷地への移転が可能であれば、少なか

らず課題の緩和になると思いますけれども、隅

切りへの協力も含めて、住民への協力を求める

対策についてどのような手だてを実施しておら

れるのかお伺いしたいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 御指摘のように、電柱などを民

地側に移転をすれば、解消する場合も多くござ

います。これまでも道路拡幅や側溝整備工事の

際には、電柱の移転先となります方々へお願い

をしながら事業を進めているというところでご

ざいます。 

  先日の一般質問でございましたけれども、寒

河江市公共事業整備優先順位基準の中でも、支

障となる電柱の移転先の同意状況などについて

も評価をさせていただいているところでありま

して、同意が得られる箇所から事業を進めてい

るという状況がございます。 

  また、隅切りについては、当該の土地が更地

になった場合など、地域の要望を確認しながら

地権者にお願いするなどして整備をしていると

ころでございます。 

  引き続き、安全な道路拡幅、道路幅員の確保

に努力をしてまいりたいというふうに考えてい

るところでございます。 

○内藤 明議長 石山議員。 

○石山 忠議員 特に旧市街地の市道の電柱の影

響というのは物すごく大きいわけで、それらに

対するまちの人たちの要望というのは、逆に住

宅密集地であるがゆえに狭さを特に感じるとい
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うような状況がありますので、今の市長の答弁

にありましたけれども、より積極的な、それが

例えば空き家とかたくさん出ているところもそ

ういう住宅密集地が多いということから考え合

わせますと、そういった特別な対策といいます

か、積極的なアプローチをすべきだというふう

に思いますけれども、それらについてお考えが

あれば、あるいは感想があればお伺いしたいと

思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 御指摘のとおり、交渉する相手

が存在している場合は、交渉して何とかお願い

をして理解をいただくということになりましょ

うが、交渉する相手がいらっしゃらないという

んですかね、空き家であったり、その空き家の

所有者もなかなか不明であったりなどという場

合が残念ながらふえてくる可能性も多々あるわ

けでありますので、そういった場合などについ

ては、やはり物事を解決していくためには、あ

る程度の空き家対策の事業展開の中でそういう

ことを進めていけるような工夫をしていかなけ

ればならんというふうに思いますし、そういっ

た場合などは、県のほうで全体的な空き家対策

のマニュアルなども考えているというふうに思

いますから、そういったところとも十分相談を

させていただきながら、支障のないような形で

何とかそういう不便を解消していく手だてを講

じていきたいというふうに考えているところで

ございます。 

○内藤 明議長 石山議員。 

○石山 忠議員 ぜひ積極的なアプローチをお願

いしたいと思います。 

  特に、次の質問でも触れますけれども、町会

長等の要するに地域コミュニティーの中からの

要望というのが優先順位に入っていると思いま

すので、地域に対する呼びかけ、そういう手だ

てを知らない方もたくさんいらっしゃると思い

ますし、先日の國井議員の質問の中にもやはり

制度を知らないがゆえに優先順位が上がらない

とか、そういったことがあるというような質問

と答弁がありましたので、ぜひ取り組み方よろ

しくお願いしたいと思います。 

  都市計画のマスタープランの都市づくりの目

標の持続可能な安全安心の都市づくりとして、

旧市街地を中心に細道路の解消を図り、緊急車

両の通行性改善に向けた取り組みを進めてまい

りますとし、分野別の方針の道路網の方針で、

身近な生活道路等の整備については、各町内会

からの要望をもとに緊急度や整備効果、整備の

熟度等の状況を地域実情を踏まえた整備をして

まいりますと述べられています。 

  今、市長の答弁にもありましたけれども、整

備改修、用悪水路等含めて116件もあるという

ようなこともお伺いいたしました。 

  地区別構想でも、地区においても細い道路、

通学路、雪押し場など、同様の生活道路に関す

る課題が示されています。グランドワークによ

る側溝ふたの配付や消えかかった白線の引き直

し、あるいは都市下水路の改修、街路灯のＬＥ

Ｄ化など、迅速な対応には感謝をしていますが、

緊急車両、宅配業者はもちろんタクシーさえも

入りたがらないなどの狭隘道路に係る課題に関

する意見が、議会報告会などで多くの市民から

提起されます。除雪も困難な狭隘な市道の改修

計画及びその対策についてお伺いしたいと思い

ます。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 身近な生活道路などの整備につ

いては、町会のほうで取りまとめていただいた

要望内容を優先順位の基準に基づいて選択をし

て、事業をしていくということにしているわけ

でありますが、その際も国の交付金などを有効

に活用しながら実施をしているということにな

りますが、御質問の狭隘な道路の整備について

も同じような考え方で整備をしていくというこ

とになるわけでありますけれども、道路台帳で
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確認いたしますと、最大幅員が４メートル未満

の市道というのが寒河江市内では66路線と非常

に多くなっております。それを整備拡幅してい

くということになりますと、大変な時間と経費

が必要であることは御案内のとおりかというふ

うに思います。 

  都市マスのマスタープランの地区別の構想と

いうことでもお示しをしておりますが、既成市

街地内の細道路沿線の交通あるいは住環境の向

上を図るために、沿線家屋の改築に際しセット

バックによる道路事業用地の確保など、地域の

皆さんの大変な御理解と御協力をいただいてい

く必要があるというふうに思います。 

  そういった観点も踏まえて、防災上からして

も大変心配でありますから、できれば来年度か

ら狭隘道路の解消に向けて取りかかれるような

検討を進めていきたいというふうに考えており

ます。 

○内藤 明議長 石山議員。 

○石山 忠議員 生活道路という大事な役割を果

たしている道路ですが、狭隘な道路があるとい

うことは事実ですので、ぜひ取り組み方よろし

くお願いしたいと思いますし、苦言になると思

いますけれども、先ほどから出ていますように、

市で市道の認定基準をつくられる前、あるいは

まちづくり指針というものを出される前に、や

はり民間開発業者等に対する指導の不行き届き

というのが非常に現代に多くなっているのかな

と。旧来の城下町とか、あるいは旧村落の小さ

な道路はともかくとして、そういう地域もない

わけでありませんので、ぜひ根底というか、初

心といいますか、出発点に戻りながら、ぜひ取

り組みを進めていただきたいなということで市

長の答弁に御期待をしたいと思います。 

  次に、言葉の混乱を来すといけませんので、

市道、私道ということで質問をさせていただき

ます。 

  さきに御質問をしましたけれども、市道の認

定基準の変更により、市道に編入ができなかっ

た私道の件数とその対策について、これは特に

袋地について、従来市道に認定されてきた条件

と同様の条件にあるにもかかわらず、市道とし

て認められずに置き去り状態になっている箇所

も多いと思います。私もそういうケースを見て

まいりました。これらの条件についてどのよう

に把握しておられるのか、対策とともにお伺い

したいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 今までも御質問ありましたけれ

ども、これまで私道を市道に認定をして、市で

管理してほしいというような御要望に対しまし

て、袋小路であるとか、その幅員などの関係で

市道認定基準に合致しないということで市道認

定をお断りしたケースもあるわけであります。 

  ただ、平成22年に市道認定基準を明確化いた

しましたが、それによって市道への編入ができ

なくなった私道の全体の件数などについては、

今の段階では市では全体としては把握しており

ません。 

  そういった関係で、この対策については今後

も課題の一つだというふうに認識をしていると

ころでございます。 

○内藤 明議長 石山議員。 

○石山 忠議員 私道ということから把握が困難

だと思いますけれども、今ちょっと市長の答弁

にも触れられましたけれども、昭和52年４月１

日に施行されました寒河江市私道整備費補助金

交付規程の変遷についてお伺いをしたいと思い

ます。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 この私道の補助金交付規程の制

度でございますけれども、昭和52年に市民生活

の維持向上を図るために、通常一般の通行に利

用され一定の基準を満たしている私道について、

路面の舗装や側溝の整備などに対して支援して

いく目的で補助金の交付の規程を設けたもので
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ございます。 

  その当該の道路を整備しようとする居住者の

方、あるいは町会などの団体が市のほうに申請

をしていただいて、事業費の50％以内、100万

円を限度として交付する制度になってございま

す。 

  ただ、この制度はこれまで６回見直しをして

おります。それで、平成元年度には限度額を50

万円から100万円に、平成６年度には返還命令

などの条文の削除、そして平成15年度には実績

報告期限や提出書類の様式の変更、そして平成

23年度には適用除外を都市計画法による開発行

為としたということで見直しを行っております。

そして、直近では平成29年度に路面の補修など

についても助成、支援できるように、補助でき

るように見直しをしたところでございます。 

○内藤 明議長 石山議員。 

○石山 忠議員 平成元年も含めて６回の改正を

してきたと。補助金についても引き上げをされ

たという御努力に対して、あるいは施策の変遷

を見させていただきましたけれども、私道整備

補助を受け整備された私道も、施設の経年劣化

や上下水道などの整備に伴う舗装などによりま

して、従来の路面との接合部分など道路にクラ

ックや地盤のゆがみ等が発生している箇所が見

受けられます。私道改修に対する支援策につい

ても、高齢世帯や空き家、不在地主など改修が

困難なケースも多くなり、また多額になる住民

負担の困難さを踏まえ、支援策を講じるべきと

思いますが、いかがでしょうか。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 ただいま申しあげましたが、こ

の補助制度、これまで舗装などの新設整備につ

いて補助対象としておりましたが、今年度から

既存のストックの経年劣化等にも対応できるよ

うに改修、補修などに対する費用についても補

助対象としたところでございます。 

  しかしながら、石山議員御指摘のように、地

権者の高齢化あるいは空き家などの発生によっ

て、地権者全員の同意やあるいは自己負担分が

ネックになって、なかなか整備が進まないケー

スもあろうかというふうに思っているところで

ありまして、市といたしましては今後、私道を

市道にするために必要な整備などについても相

談を受けたり、あるいは手厚い助成ができるよ

う検討していきたいというふうに考えていると

ころでございます。想定されるケースに柔軟に

対応できるように、この制度を見直していきた

いというふうにも考えております。 

○内藤 明議長 石山議員。 

○石山 忠議員 昭和52年の基準、あるいは63年

の開発指針、そういったことと関連して、袋地

が多く出てきたことも、私道として残ったこと

も事実だと思います。ケースとしては、その後

でも多分あると思うんですが、従来認められて

きた袋地が、距離が30メートル、40メートルあ

っても、家屋が10戸ほどの連担があっても認め

られなかった。それが私道整備費補助金で整備

をしたという箇所がたくさんあると思いますけ

れども、それらについても相当劣化をしてきて

いる。それを負担するというようになりますと、

やはり今話が出たように、相当の負担感が残る

ということがあります。 

  ですから、各地域といいますか、おのおのの

条件の中でまちの人たちが、あそこはなってこ

こはどうしてならないのという話題が出てきま

すと、どうしても不合理が出てきますし、先ほ

ど触れた取り残された私道というようなことが

クローズアップされるのが非常に困るのかなと

いうふうに思っています。 

  そんなことと同時に、先ほど申しあげたよう

に、インフラ整備のために上下水道等、積極的

に整備をしていただいたけれども、どうしても

そういう後工事と前工事との接合部分と、そう

いったことでの課題が出てきていますので、今

市長が答弁されたように、ぜひそれらについて
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の条件についても御高配をいただきまして、ぜ

ひ対応していただきたいというふうに思います。 

  次に、法務省は共有私道の補修要件緩和につ

いて、年内にガイドラインを策定するという方

針を、８月10日付の読売新聞によりますと、記

事の一部を紹介しますが、法務省は９日、これ

は８月９日です。一部所有者の所在が不明とな

っている共有私道について、補修工事などが円

滑にできるよう、同意取りつけの要件を明確化

すると発表した。年内にガイドラインを策定し、

要件を緩和する方向だ。民法では、共有私道を

物理的に変更する場合は所有者全員の同意が必

要と定めている。一方で、変更に至らない管理

は過半数、現状を維持する保存は１人の同意で

可能としている。ただし、線引きは曖昧で、多

くの自治体はトラブルを避けるため、工事の補

助金を支給する際、所有者全員の同意を求めて

いるのが実態だ。相続登記されずに所有者が不

明になっている場合など、工事に着手できない

ケースもあるという。法務省は既に有識者らで

構成する検討会を設置、今後自治体などへのヒ

アリングを行い、陥没部分の修復や私道下にあ

る給水管の修復などで支障が出た実例を検証す

る。その上で、所有者全員でなく、一部の同意

でも工事が認められる範囲を明確にする方針だ

と報道されました。 

  私道に関する課題として、先ほども申しあげ

ましたけれども、世帯の高齢化や不在地主など

により、維持管理はもとより改修、修復を行う

には多額の費用がかかることから負担が困難に

なっているということを前段で申しあげました。

法務省のガイドラインが示されたときに合わせ

て、市民の安全安心を支える生活道路に関する

施策に反映されまして、課題解決に結びつける

ことを望みますけれども、御所見をお伺いいた

します。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 先ほども御答弁申しあげました

が、現在、寒河江市の私道整備費補助金交付要

綱におきましては、地権者全員の同意を要件と

しているというふうになってございます。その

ほかにも上水道、下水道などの整備などについ

ても同様になっているわけでありまして、今御

質問にありました法務省が検討している、策定

される予定の具体的なガイドラインなどが決ま

りましたら、ぜひそれを参考に、この共同私道

の補修整備などの要件に反映させていきたいと

いうふうに考えております。 

○内藤 明議長 石山議員。 

○石山 忠議員 課題解決のための要件が出てく

ることを期待しながら、市長の取り組みに期待

をしたいと思います。 

  「住んでよし、来てよしのまちづくりのため

に」「誰もが住みたくなるまちづくりを目指し

ます」。これは市長の公約です。都市のネット

ワーク形成のため、主要地方道、都市計画道路

などの整備充実は重要な取り組みですし、国、

県への重要事業としての要望や行動計画におけ

る取り組みなどはとても大切な取り組みですが、

一方、市民にとって身近な生活道路に関する要

望も大切な事業だと思います。 

  例えば、県の所管になりますけれども、六供

町跨線橋の側道に当たる階段に、自転車用なの

かわかりませんが、階段の中央に通路が設けて

ありますけれども、地域で避難訓練をしたとき

に車椅子の通行に不自由をしたとの意見があり

ました。また、跨線橋の道路は通り抜けができ

ず災害時が心配だなどの要望もあります。 

  身近な課題を解決するために、県への取り次

ぎを図ることも大切なことだと思います。これ

から平成30年度の予算編成に当たり、これらの

課題解決のための取り組みとともに、全体的に

はこれまで一般質問等に係る答弁について、対

応のチェックをなされることを望んでいます。 

  安全安心のまちづくりのために、生活道路対

策に関するなお一層の取り組みをお願いし、私
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の一般質問を終わりますが、御所見があればお

伺いいたしたいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 安心して暮らせるまちづくりを

目指しているわけでありますけれども、そのた

めには安心して移動できる道路環境の整備とい

うのは大変重要な要素でありますし、御指摘の

とおり国道や県道のみならず身近な生活道路の

整備ということについても、やはり十分意を用

いていかなければならないというふうに認識を

しております。 

  御指摘の点などについては、関係機関に十分

お伝えをしながら、また協議もさせていただき

ながら、鋭意そういう市民の皆さんの負託に応

えるよう努力をしてまいりたいというふうに考

えているところであります。（「ありがとうござ

いました」の声あり） 

 

   散    会    午後２時１０分 

 

○内藤 明議長 以上をもちまして、本日の日程

は終了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 
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   議事日程第４号         第４回定例会 

   平成２９年１２月１１日（月）  午前９時３０分開議 

 

   再  開   

日程第 １ 議第６７号 平成２９年度寒河江市一般会計補正予算（第８号） 

 〃  ２ 議第６８号 平成２９年度寒河江市浄化槽整備事業特別会計補正予算（第２号) 

 〃  ３ 議第６９号 寒河江市特別職に属する者の給与等に関する条例及び寒河江市立病院事業の

管理者の給与等に関する条例の一部改正について 

 〃  ４ 議第７０号 寒河江市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について 

 〃  ５ 議案説明 

 〃  ６ 議第５８号 平成２９年度寒河江市一般会計補正予算（第７号） 

 〃  ７ 議第５９号 平成２９年度寒河江市浄化槽整備事業特別会計補正予算（第１号） 

 〃  ８ 議第６０号 寒河江市水道給水条例の一部改正について 

 〃  ９ 議第６１号 国際チェリーパーク、イベント広場、チェリードーム、臨川亭及びチェリー

ランド河川敷公園に係る指定管理者の指定について 

 〃 １０ 議第６２号 寒河江市立にしね保育所に係る指定管理者の指定について 

 〃 １１ 議第６３号 寒河江市田代地区多目的交流館に係る指定管理者の指定について 

 〃 １２ 議第６４号 「寒河江市公共下水道寒河江市浄化センターの建設工事に関する協定の締結

について」の一部変更について 

 〃 １３ 議第６５号 市道路線の認定について 

 〃 １４ 議第６６号 西川町路線バスの路線新設及び路線変更に関する協議について 

 〃 １５ 議第６７号 平成２９年度寒河江市一般会計補正予算（第８号） 

 〃 １６ 議第６８号 平成２９年度寒河江市浄化槽整備事業特別会計補正予算（第２号) 

 〃 １７ 議第６９号 寒河江市特別職に属する者の給与等に関する条例及び寒河江市立病院事業の

管理者の給与等に関する条例の一部改正について 

 〃 １８ 議第７０号 寒河江市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について 

 〃 １９ 質疑 

 〃 ２０ 予算特別委員会設置 

 〃 ２１ 委員会付託 

   散  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第４号に同じ 
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   再    開    午前９時３０分 

 

○内藤 明議長 おはようございます。 

  ただいまから本会議を再開いたします。 

  本日の欠席通告議員はありません。 

  出席議員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

  ここで、本日の会議運営について、議会運営

委員長の報告を求めます。石山議会運営委員長。 

   〔石山 忠議会運営委員長 登壇〕 

○石山 忠議会運営委員長 おはようございます。 

  本日の会議運営につきましては、去る12月８

日、委員６名全員出席並びに関係者出席のもと

議会運営委員会を開催し、協議いたしましたの

で、その結果について御報告申しあげます。 

  初めに、本日追加されます案件について申し

あげます。 

  追加案件は、議第67号平成29年度寒河江市一

般会計補正予算（第８号）、議第68号平成29年

度寒河江市浄化槽整備事業特別会計補正予算

（第２号)、議第69号寒河江市特別職に属する

者の給与等に関する条例及び寒河江市立病院事

業の管理者の給与等に関する条例の一部改正に

ついて、議第70号寒河江市一般職の職員の給与

に関する条例等の一部改正についての４案件で

あります。 

  追加案件の取り扱いについては、日程第１議

第67号から日程第４議第70号までの追加案件を

上程した後、日程第５で市長から議案説明を受

け、その後初日に提案されました議案と追加議

案についての質疑を行うことにいたしました。

日程の変更の詳細につきましては、お示しして

おります日程表のとおり変更となります。 

  以上、よろしくお取り計らいくださいますよ

うお願い申しあげ、御報告といたします。 

○内藤 明議長 お諮りいたします。本日の会議

運営は、ただいまの議会運営委員長報告のとお

り決定することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、本日の会議運営は議会運営委員長報

告のとおり決定いたしました。 

  本日の会議は、議事日程第４号によって進め

てまいります。 

 

議 案 上 程 

 

○内藤 明議長 日程第１、議第67号平成29年度

寒河江市一般会計補正予算（第８号）から、日

程第４、議第70号寒河江市一般職の職員の給与

に関する条例等の一部改正についてまでの４案

件を一括議題といたします。 

 

議 案 説 明 

 

○内藤 明議長 日程第５、議案説明であります。 

  市長から提案理由の説明を求めます。佐藤市

長。 

   〔佐藤洋樹市長 登壇〕 

○佐藤洋樹市長 おはようございます。 

  私から、追加提案申しあげる議案の概要につ

いて御説明申しあげます。 

  初めに、議第67号平成29年度寒河江市一般会

計補正予算（第８号）について御説明申しあげ

ます。 

  このたびの補正予算は、山形県人事委員会勧

告を踏まえた特別職及び一般職の給与等経費を

追加するものでございます。 

  この歳出予算1,303万9,000円に対する歳入に

ついては、繰越金を追加し、対応することとい

たしました。 

  その結果、予算総額を歳入歳出それぞれ185

億3,619万円とするものでございます。 

  次に、議第68号平成29年度寒河江市浄化槽整

備事業特別会計補正予算（第２号)について御
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説明を申しあげます。 

  このたびの補正予算は、山形県人事委員会勧

告を踏まえた一般職の給与等経費を追加するも

のでございます。 

  この歳出予算７万8,000円に対する歳入につ

いては、一般会計繰入金を追加し、対応するこ

とといたします。 

  その結果、予算総額を歳入歳出それぞれ２億

3,904万7,000円とするものでございます。 

  次に、議第69号寒河江市特別職に属する者の

給与等に関する条例及び寒河江市立病院事業の

管理者の給与等に関する条例の一部改正につい

て御説明申しあげます。 

  山形県人事委員会勧告を踏まえ、特別職の期

末手当の支給月数を改定するため、所要の改正

をしようとするものでございます。 

  次に、議第70号寒河江市一般職の職員の給与

に関する条例等の一部改正について御説明申し

あげます。 

  山形県人事委員会勧告を踏まえ、一般職の勤

勉手当の支給月数及び子に係る扶養手当月額を

改定するとともに、地方公務員法の改正に基づ

き人事評価結果の給与処遇への反映を行うため、

所要の改正をしようとするものでございます。 

  以上、４案件を御提案申しあげましたが、よ

ろしく御審議の上、御可決くださいますようお

願い申しあげる次第であります。以上でありま

す。 

 

議 案 上 程 

 

○内藤 明議長 日程第６、議第58号平成29年度

寒河江市一般会計補正予算（第７号）から、日

程第18、議第70号寒河江市一般職の職員の給与

に関する条例等の一部改正についてまでの13案

件を一括議題といたします。 

 

質     疑 

 

○内藤 明議長 日程第19、これより質疑に入り

ますが、所属する委員会の審査案件に関する質

疑は極力控えるとともに、概括的な質疑にとど

めていただくようお願いいたします。 

  初めに、議第58号平成29年度寒河江市一般会

計補正予算（第７号）に対する質疑はありませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第59号平成29年度寒河江市浄化槽整

備事業特別会計補正予算（第１号）に対する質

疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第60号寒河江市水道給水条例の一部

改正についてに対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第61号国際チェリーパーク、イベン

ト広場、チェリードーム、臨川亭及びチェリー

ランド河川敷公園に係る指定管理者の指定につ

いてに対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第62号寒河江市立にしね保育所に係

る指定管理者の指定についてに対する質疑はあ

りませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第63号寒河江市田代地区多目的交流

館に係る指定管理者の指定についてに対する質

疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第64号「寒河江市公共下水道寒河江

市浄化センターの建設工事に関する協定の締結

について」の一部変更についてに対する質疑は

ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第65号市道路線の認定についてに対

する質疑はありませんか。柏倉議員。 

○柏倉信一議員 １点お尋ねしたいと思うんです

が、市道認定の中のほなみ団地陵東中学校線と
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いうふうに今回案件として上がっているわけで

すが、これはたしか都市計画道路で整備される

予定だったと思うんですが、市道路線に、市道

の認定というふうになるには、それなりの何か

理由があったと思うんですが、その点について

お尋ねしたいと思います。 

○内藤 明議長 森谷建設管理課長。 

○森谷孝義建設管理課長 この都市計画道路落衣

島線の西根工区につきましては、社会資本総合

整備交付金を活用し、整備を行うことから、今

回市道認定が必要となったものであります。以

上です。 

○内藤 明議長 ほかに質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第66号西川町路線バスの路線新設及

び路線変更に関する協議についてに対する質疑

はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第67号平成29年度寒河江市一般会計

補正予算（第８号）に対する質疑はありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第68号平成29年度寒河江市浄化槽整

備事業特別会計補正予算（第２号)に対する質

疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第69号寒河江市特別職に属する者の

給与等に関する条例及び寒河江市立病院事業の

管理者の給与等に関する条例の一部改正につい

てに対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第70号寒河江市一般職の職員の給与

に関する条例等の一部改正についてに対する質

疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

 

予算特別委員会設置 

 

○内藤 明議長 日程第20、予算特別委員会の設

置についてお諮りいたします。 

  議第58号平成29年度寒河江市一般会計補正予

算（第７号）及び議第67号平成29年度寒河江市

一般会計補正予算（第８号）については、議長

を除く15人を委員に選任して構成する予算特別

委員会を設置し、これに付託の上審査すること

にしたいと思います。これに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第58号平成29年度寒河江市一般会

計補正予算（第７号）及び議第67号平成29年度

寒河江市一般会計補正予算（第８号）について

は、予算特別委員会を設置し、これに付託の上

審査することに決しました。 

 

委 員 会 付 託 

 

○内藤 明議長 日程第21、委員会付託でありま

す。 

  このことにつきましては、お示ししておりま

す委員会付託案件表のとおり、それぞれ所管の

委員会に付託いたします。 

 

 委員会付託案件表  

委 員 会 付 託 案 件 

総務産業常任委員会 

議第５９号、議第６０号、

議第６１号、議第６３号、

議第６４号、議第６５号、

議第６６号、議第６８号、

議第６９号、議第７０号 

厚生文教常任委員会 議第６２号 

予算特別委員会 議第５８号、議第６７号 
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   散    会   午前９時４４分 

 

○内藤 明議長 以上で、本日の日程は終了いた

しました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 
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平成２９年１２月１５日（金曜日）第４回定例会 

 

○出席議員（１６名） 

   １番  内  藤     明  議員     ２番  古  沢  清  志  議員 

   ３番  佐  藤  耕  治  議員     ４番  渡  邉  賢  一  議員 

   ５番  伊  藤  正  彦  議員     ６番  遠  藤  智 与 子  議員 

   ７番  太  田  芳  彦  議員     ８番  石  山     忠  議員 

   ９番  阿  部     清  議員    １０番  沖  津  一  博  議員 

  １１番  國  井  輝  明  議員    １２番       登 代 子  議員 

  １３番  杉  沼  孝  司  議員    １４番  工  藤  吉  雄  議員 

  １５番  木  村  寿 太 郎  議員    １６番  柏  倉  信  一  議員 

○欠席議員（なし） 

○説明のため出席した者の職氏名 

佐 藤 洋 樹  市 長  菅 野 英 行  副 市 長 

草 苅 和 男  教 育 長  久保田 洋 子  病院事業管理者 

児 玉 憲 司  
選挙管理委員会 
委 員 長  木 村 三 紀  農業委員会会長 

竹 田   浩  
総務課長（併） 
選挙管理委員会 
事 務 局 長 

 田 宮 信 明  政策企画課長 

伊 藤 耕 平  商工創成課長  安 達   徹  財 政 課 長 

設 楽 和 由  税 務 課 長  荒 木 信 行  市民生活課長 

森 谷 孝 義  建設管理課長  安 達 晃 一  下 水 道 課 長 

原 田 真 司  
農林課長（併）
農 業 委 員 会 
事 務 局 長 

 松 田   仁  
さくらんぼ観光 
課 長 

軽 部 賢 悦  健康福祉課長  片 桐 勝 元  高齢者支援課長 

佐 藤   肇  子育て推進課長  大 沼 利 子  
会 計 管 理 者 
（兼）会計課長 

   洋 一  水道事業所長  土 屋 恒 一  病 院 事 務 長 

佐 藤 和 好  学校教育課長  高 林 雅 彦  
生涯学習課長
(兼)慈恩寺歴史
文化振興室長 

大 沼 孝一郎  監 査 委 員  渡 辺 優 子  
監 査 委 員 
事 務 局 長 

○事務局職員出席者 

月 光 龍 弘  事 務 局 長  山 田 良 一  局 長 補 佐 

齋 藤 晴 光  総 務 係 長  兼 子 拓 也  総 務 係 主 事 
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   議事日程第５号         第４回定例会 

   平成２９年１２月１５日（金）  予算特別委員会終了後開議 

 

   再  開 

  （予算特別委員会付託関係） 

日程第 １ 議第５８号 平成２９年度寒河江市一般会計補正予算（第７号） 

 〃  ２ 議第６７号 平成２９年度寒河江市一般会計補正予算（第８号） 

 〃  ３ 予算特別委員会の審査の経過並びに結果報告 

 〃  ４ 質疑・討論・採決 

 

  （総務産業常任委員会付託関係） 

日程第 ５ 議第５９号 平成２９年度寒河江市浄化槽整備事業特別会計補正予算（第１号） 

 〃  ６ 議第６０号 寒河江市水道給水条例の一部改正について 

 〃  ７ 議第６１号 国際チェリーパーク、イベント広場、チェリードーム、臨川亭及びチェリー

ランド河川敷公園に係る指定管理者の指定について 

 〃  ８ 議第６３号 寒河江市田代地区多目的交流館に係る指定管理者の指定について 

 〃  ９ 議第６４号 「寒河江市公共下水道寒河江市浄化センターの建設工事に関する協定の締結

について」の一部変更について 

 〃 １０ 議第６５号 市道路線の認定について 

 〃 １１ 議第６６号 西川町路線バスの路線新設及び路線変更に関する協議について 

 〃 １２ 議第６８号 平成２９年度寒河江市浄化槽整備事業特別会計補正予算（第２号) 

 〃 １３ 議第６９号 寒河江市特別職に属する者の給与等に関する条例及び寒河江市立病院事業の

管理者の給与等に関する条例の一部改正について 

 〃 １４ 議第７０号 寒河江市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について 

 〃 １５ 総務産業常任委員会の審査の経過並びに結果報告 

 〃 １６ 質疑・討論・採決 

 

  （厚生文教常任委員会付託関係） 

日程第１７ 議第６２号 寒河江市立にしね保育所に係る指定管理者の指定について 

 〃 １８ 厚生文教常任委員会の審査の経過並びに結果報告 

 〃 １９ 質疑・討論・採決 

   閉  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第５号に同じ 
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   再    開    午前１０時００分 

 

○内藤 明議長 おはようございます。 

  ただいまから本会議を再開いたします。 

  本日の欠席通告議員はありません。 

  出席議員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、議事日程第５号によって進め

てまいります。 

 

議 案 上 程 

 

○内藤 明議長 日程第１、議第58号平成29年度

寒河江市一般会計補正予算（第７号）及び日程

第２、議第67号平成29年度寒河江市一般会計補

正予算（第８号）の２案件を一括議題といたし

ます。 

 

予算特別委員会の審査の

経 過 並 び に 結 果 報 告 

 

○内藤 明議長 日程第３、予算特別委員会の審

査の経過並びに結果報告であります。 

  予算特別委員長報告を求めます。阿部予算特

別委員長。 

   〔阿部 清予算特別委員長 登壇〕 

○阿部 清予算特別委員長 予算特別委員会にお

ける審査の経過と結果について御報告申しあげ

ます。 

  本委員会に付託になりました案件は、議第58

号平成29年度寒河江市一般会計補正予算（第７

号）及び議第67号平成29年度寒河江市一般会計

補正予算（第８号）であります。 

  12月11日、委員15名全員出席のもと委員会を

開会し、議第58号及び議第67号を一括議題とし、

質疑の後、各分科会に分担付託し審査すること

にいたしました。 

  各分科会の審査の経過については、本日再開

されました委員会で詳しく報告されております

ので省略させていただきますが、各分科会とも

原案を了とすべきものと決した旨の報告があり

ました。 

  各分科会委員長の報告の後、委員長報告に対

する質疑を行い、討論を終結し、採決に入りま

した。議第58号及び議第67号の採決の結果、い

ずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

  以上で、予算特別委員会における審査の経過

と結果について御報告を終わります。 

 

質疑・討論・採決 

 

○内藤 明議長 日程第４、これより、質疑・討

論・採決に入ります。 

  ただいまの委員長報告に対する質疑はありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  議第58号平成29年度寒河江市一般会計補正予

算（第７号）及び議第67号平成29年度寒河江市

一般会計補正予算（第８号）の２案件を一括し

て採決いたします。ただいまの２案件に対する

委員長報告はいずれも可決であります。 

  ２案件は委員長報告のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第58号及び議第67号は原案のとお

り可決されました。 
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議 案 上 程 

 

○内藤 明議長 次に、日程第５、議第59号平成

29年度寒河江市浄化槽整備事業特別会計補正予

算（第１号)から日程第14、議第70号寒河江市

一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正

についてまでの10案件を一括議題といたします。 

 

総務産業常任委員会 の 

審査の経過並びに結果報告 

 

○内藤 明議長 日程第15、総務産業常任委員会

の審査の経過並びに結果報告であります。 

  総務産業常任委員長報告を求めます。伊藤総

務産業常任委員長。 

   〔伊藤正彦総務産業常任委員長 登壇〕 

○伊藤正彦総務産業常任委員長 総務産業常任委

員会における審査の経過と結果について御報告

申しあげます。 

  本委員会は、12月11日、委員全員出席し開会

いたしました。 

  付託されました案件は、議第59号から議第61

号まで及び議第63号から議第66号まで並びに議

第68号から議第70号までの10案件であります。 

  審査に入る前に、審査の都合上、最初に議第

65号の審査を行い、その後議第61号、議第59号、

議第68号、議第64号、議第60号、議第63号、議

第66号、議第69号、議第70号の順に審査を行う

ことを諮り、異議なく了承され、そのように審

査することに決しました。 

  順を追って審査の内容を申しあげます。 

  初めに、議第65号市道路線の認定についてを

議題とし、当局の説明を求め、質疑に入りまし

た。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「ほなみ団地陵東中学校線は、何年

後くらいの完成竣工を目指しているのか」との

問いがあり、当局より「現在の予定で工事は２

工区に分けて着手する必要があると考えており

ます。山西米沢線を例に見ますと、工事につい

ては１工区で３年くらいかかるのではないかと

考えており、できるだけ早く進めていきたいと

考えております」との答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第61号国際チェリーパーク、イベン

ト広場、チェリードーム、臨川亭及びチェリー

ランド河川敷公園に係る指定管理者の指定につ

いてを議題とし、当局の説明を求め、質疑に入

りました。 

  委員より「申請団体が１団体ということだが、

応募方法はどのようにしたのか」との問いがあ

り、当局より「市報とホームページで公募をか

けましたが、１団体しか応募がなかったという

結果でした」との答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第59号平成29年度寒河江市浄化槽整

備事業特別会計補正予算（第１号）を議題とし、

当局の説明を求め質疑に入りましたが、質疑も

なく、討論を終結し、採決の結果、賛成多数を

もって原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

  次に、議第68号平成29年度寒河江市浄化槽整

備事業特別会計補正予算（第２号)を議題とし、

当局の説明を求め、質疑に入りましたが、質疑

もなく、討論を終結し、採決の結果、賛成多数

をもって原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

  次に、議第64号「寒河江市公共下水道寒河江

市浄化センターの建設工事に関する協定の締結

について」の一部変更についてを議題とし、当

局の説明を求め、質疑に入りました。 

  委員より「協定金額が減額となった主な要因

は何か」との問いがあり、当局より「設計精査
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により2,633万8,000円、請負差金により56万

2,000円が減額となったものです」との答弁が

ありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第60号寒河江市水道給水条例の一部

改正についてを議題とし、当局の説明を求め質

疑に入りました。 

  委員より「今回の引き下げの理由に社会経済

情勢の変化とあるが、どういうことを変化とみ

なして引き下げに結びつけたのか」との問いが

あり、当局より「村山広域水道の用水供給事業

の受水料引き下げと少子高齢化等が挙げられま

す。また、他の水道事業体でも水道料金の引き

下げがなされたところがあり、それらとの比較、

さらには使用水量が少ない経済的弱者に対する

配慮もあります」との答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第63号寒河江市田代地区多目的交流

館に係る指定管理者の指定についてを議題とし、

当局の説明を求め、質疑に入りました。 

  委員より「管理運営を行うのはＮＰＯ法人と

いうことだが、この法人の中で働く人は地域の

方に限定されるのか」との問いがあり、当局よ

り「今回管理運営を行うＮＰＯ法人がどういっ

た方々を雇用するのかについては、ＮＰＯ法人

のメンバーに限らず、地域の方で従事していた

だける方がいなければ、地域外の方にもお声が

けすることになります」との答弁がありました。 

  委員より「ＮＰＯ法人の役員等に他地域の人

が入ることは不可能なのか」との問いがあり、

当局より「現時点でＮＰＯ法人の役員に田代地

区外の方は入っていませんが、ＮＰＯ法人の会

員には田代地区外の関係者が既に入っていま

す」との答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第66号西川町路線バスの路線新設及

び路線変更に関する協議についてを議題とし、

当局の説明を求め、質疑に入りましたが、質疑

もなく、討論を終結し、採決の結果、賛成多数

をもって原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

  次に、議第69号寒河江市特別職に属する者の

給与等に関する条例及び寒河江市立病院事業の

管理者の給与等に関する条例の一部改正につい

てを議題とし、当局の説明を求め、質疑に入り

ましたが、質疑もなく、討論を終結し、採決の

結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

  次に、議第70号寒河江市一般職の職員の給与

に関する条例等の一部改正についてを議題とし、

当局の説明を求め、質疑に入りましたが、質疑

もなく、討論を終結し、採決の結果、賛成多数

をもって原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

  以上で、総務産業常任委員会における審査の

経過と結果について御報告を終わります。 

 

質疑・討論・採決 

 

○内藤 明議長 日程第16、これより質疑・討

論・採決に入ります。 

  ただいまの委員長報告に対する質疑はありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  議第59号平成29年度寒河江市浄化槽整備事業

特別会計補正予算（第１号）、議第60号寒河江

市水道給水条例の一部改正について、議第61号

国際チェリーパーク、イベント広場、チェリー
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ドーム、臨川亭及びチェリーランド河川敷公園

に係る指定管理者の指定について、議第63号寒

河江市田代地区多目的交流館に係る指定管理者

の指定について、議第64号「寒河江市公共下水

道寒河江市浄化センターの建設工事に関する協

定の締結について」の一部変更について、議第

65号市道路線の認定について、議第66号西川町

路線バスの路線新設及び路線変更に関する協議

について、議第68号平成29年度寒河江市浄化槽

整備事業特別会計補正予算（第２号)、議第69

号寒河江市特別職に属する者の給与等に関する

条例及び寒河江市立病院事業の管理者の給与等

に関する条例の一部改正について、議第70号寒

河江市一般職の職員の給与に関する条例等の一

部改正についての10案件を一括して採決いたし

ます。ただいまの10案件に対する委員長報告は、

いずれも可決であります。 

  10案件は委員長報告のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第59号から議第61号まで、議第63

号から議第66号まで及び議第68号から議第70号

までは原案のとおり可決されました。 

 

議 案 上 程 

 

○内藤 明議長 次に、日程第17、議第62号寒河

江市立にしね保育所に係る指定管理者の指定に

ついてを議題といたします。 

 

厚生文教常任委員会 の 

審査の経過並びに結果報告 

 

○内藤 明議長 日程第18、厚生文教常任委員会

の審査の経過並びに結果報告であります。 

  厚生文教常任委員長報告を求めます。佐藤厚

生文教常任委員長。 

   〔佐藤耕治厚生文教常任委員長 登壇〕 

○佐藤耕治厚生文教常任委員長 厚生文教常任委

員会における審査の経過と結果について御報告

申しあげます。 

  本委員会は12月11日、委員全員出席し開会い

たしました。 

  付託された案件は、議第62号の１案件であり

ます。 

  順を追って審査の内容を申しあげます。 

  議第62号寒河江市立にしね保育所に係る指定

管理者の指定についてを議題とし、当局の説明

を求め質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「にしね保育所の増築及び定員増に

伴い、保育士の数はふえているのか」との問い

があり、当局より「保育士の数については、平

成28年度当初では17名、29年度当初では20名と、

３名ふえております」との答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  以上で、厚生文教常任委員会における審査の

経過と結果について御報告を終わります。 

 

質疑・討論・採決 

 

○内藤 明議長 日程第19、これより質疑・討

論・採決に入ります。 

  ただいまの委員長報告に対する質疑はありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  議第62号寒河江市立にしね保育所に係る指定

管理者の指定についてを採決いたします。 

  本案に対する委員長報告は可決であります。 



 - 107 - 

  本案は委員長報告のとおり決することに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第62号は原案のとおり可決されま

した。 

 

   閉    会    午前１０時２１分 

 

○内藤 明議長 これにて平成29年第４回定例会

を閉会いたします。 

  大変御苦労さまでした。 
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平成２９年１２月１１日（月曜日）予算特別委員会 

 

○出席委員（１５名） 

   ２番  古  沢  清  志  委員     ３番  佐  藤  耕  治  委員 

   ４番  渡  邉  賢  一  委員     ５番  伊  藤  正  彦  委員 

   ６番  遠  藤  智 与 子  委員     ７番  太  田  芳  彦  委員 

   ８番  石  山     忠  委員     ９番  阿  部     清  委員 

  １０番  沖  津  一  博  委員    １１番  國  井  輝  明  委員 

  １２番       登 代 子  委員    １３番  杉  沼  孝  司  委員 

  １４番  工  藤  吉  雄  委員    １５番  木  村  寿 太 郎  委員 

  １６番  柏  倉  信  一  委員 

○欠席委員（なし） 

○説明のため出席した者の職氏名 

佐 藤 洋 樹  市 長  菅 野 英 行  副 市 長 

草 苅 和 男  教 育 長  竹 田   浩  
総務課長（併） 
選挙管理委員会 
事 務 局 長 

田 宮 信 明  政策企画課長  伊 藤 耕 平  商工創成課長 

安 達   徹  財 政 課 長  設 楽 和 由  税 務 課 長 

荒 木 信 行  市民生活課長  森 谷 孝 義  建設管理課長 

原 田 真 司  
農林課長（併）
農 業 委 員 会 
事 務 局 長 

 松 田   仁  
さくらんぼ観光 
課 長 

軽 部 賢 悦  健康福祉課長  片 桐 勝 元  高齢者支援課長 

佐 藤   肇  子育て推進課長  大 沼 利 子  
会 計 管 理 者 
（兼）会計課長 

佐 藤 和 好  学校教育課長  高 林 雅 彦  
生涯学習課長
(兼)慈恩寺歴史
文化振興室長 

渡 辺 優 子  
監 査 委 員 
事 務 局 長     

○事務局職員出席者 

月 光 龍 弘  事 務 局 長  山 田 良 一  局 長 補 佐 

齋 藤 晴 光  総 務 係 長  兼 子 拓 也  総 務 係 主 事 
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  予算特別委員会議事日程第１号  第４回定例会 

  平成２９年１２月１１日（月）  本会議終了後開議 

 

   開  会 

日程第 １ 議第５８号 平成２９年度寒河江市一般会計補正予算（第７号） 

 〃  ２ 議第６７号 平成２９年度寒河江市一般会計補正予算（第８号） 

 〃  ３ 議案説明 

 〃  ４ 質疑 

 〃  ５ 分科会分担付託 

   散  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第１号に同じ 

 

 

 

   開    会     午前９時５５分 

 

○阿部 清委員長 おはようございます。 

  ただいまから予算特別委員会を開会いたしま

す。 

  出席委員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

 

議 案 上 程 

 

○阿部 清委員長 日程第１、議第58号平成29年

度寒河江市一般会計補正予算（第７号）及び日

程第２、議第67号平成29年度寒河江市一般会計

補正予算（第８号）の２案件を一括議題といた

します。 

 

議 案 説 明 

 

○阿部 清委員長 日程第３、議案説明でありま

す。 

  お諮りいたします。 

  議案説明は本会議において受けておりますの

で、この際省略することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議案説明は省略することに決しまし

た。 

 

質     疑 

 

○阿部 清委員長 日程第４、これより質疑に入

りますが、各委員の所属する分科会の審査案件

に関する質疑は極力控えるとともに、質疑の際

は直接予算にかかわる部分に絞って発言され、

また執行部におきましても、質問者の意をよく

捉えられ、簡潔にして適切に答弁されますよう

御協力願います。 

  初めに、議第58号第１表中歳入全部について

質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第１款及び歳出第２款について質
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疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第３款及び歳出第４款について質

疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第６款から歳出第８款までについ

て質疑はありませんか。佐藤委員。 

○佐藤耕治委員 第６款農林水産業費第１項農業

費第３目農業振興費の明記として、土地利用型

農作物産地パワーアップ支援事業等補助金とな

っておりますけれども、その内訳をお伺いいた

します。 

○阿部 清委員長 原田農林課長。 

○原田真司農林課長（併）農業委員会事務局長 

  お答えいたします。 

  この事業につきましては、土地利用型作物、

今回につきましては水稲でございます。その生

産コスト削減を目的としまして、圃場作業管理

システムの導入のために農業機械のリースを支

援するものでございます。農業機械につきまし

ては、今回はコンバイン、遠赤乾燥機、トラク

ター、ロータリー、ハローでございます。対象

者につきましては、白岩地区の２名の個人農業

者でございます。以上です。 

○阿部 清委員長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第10款について質疑はありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第58号第２表について質疑はありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第58号第３表について質疑はありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第67号第１表中歳入全部について質

疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第１款及び歳出第２款について質

疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第３款及び歳出第４款について質

疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第６款から歳出第８款までについ

て質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第10款について質疑はありません

か。 

  これにて質疑を終結いたします。 

 

分科会分担付託 

 

○阿部 清委員長 日程第５、分科会分担付託で

あります。 

  このことにつきましては、お示ししておりま

す分科会分担付託案件表のとおり、それぞれの

分科会に分担付託いたします。 

 

 分科会分担付託案件表  

分  科  会 分担付託案件 

総務産業分科会 

議第５８号第１表中歳入全

部、歳出第１款、歳出第２

款の一部、歳出第６款、歳

出第７款、歳出第８款、第

２表、第３表、議第６７号

第１表中歳入全部、歳出第

１款、歳出第２款の一部、

歳出第６款、歳出第７款、

歳出第８款 

厚生文教分科会 

議第５８号第１表中歳出第

２款の一部、歳出第３款、

歳出第４款、歳出第１０

款、議第６７号第１表中歳

出第２款の一部、歳出第３
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款、歳出第４款、歳出第１

０款 

 

 

   散    会    午前１０時００分 

 

○阿部 清委員長 本日はこれにて散会いたしま

す。 

  御苦労さまでした。 
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平成２９年１２月１５日（金曜日）予算特別委員会 

 

○出席委員（１５名） 

   ２番  古  沢  清  志  委員     ３番  佐  藤  耕  治  委員 

   ４番  渡  邉  賢  一  委員     ５番  伊  藤  正  彦  委員 

   ６番  遠  藤  智 与 子  委員     ７番  太  田  芳  彦  委員 

   ８番  石  山     忠  委員     ９番  阿  部     清  委員 

  １０番  沖  津  一  博  委員    １１番  國  井  輝  明  委員 

  １２番       登 代 子  委員    １３番  杉  沼  孝  司  委員 

  １４番  工  藤  吉  雄  委員    １５番  木  村  寿 太 郎  委員 

  １６番  柏  倉  信  一  委員 

○欠席委員（なし） 

○説明のため出席した者の職氏名 

佐 藤 洋 樹  市 長  菅 野 英 行  副 市 長 

草 苅 和 男  教 育 長  竹 田   浩  
総務課長（併） 
選挙管理委員会 
事 務 局 長 

田 宮 信 明  政策企画課長  伊 藤 耕 平  商工創成課長 

安 達   徹  財 政 課 長  設 楽 和 由  税 務 課 長 

荒 木 信 行  市民生活課長  森 谷 孝 義  建設管理課長 

原 田 真 司  
農林課長（併）
農 業 委 員 会 
事 務 局 長 

 松 田   仁  
さくらんぼ観光 
課 長 

軽 部 賢 悦  健康福祉課長  片 桐 勝 元  高齢者支援課長 

佐 藤   肇  子育て推進課長  大 沼 利 子  
会 計 管 理 者 
（兼）会計課長 

佐 藤 和 好  学校教育課長  高 林 雅 彦  
生涯学習課長
(兼)慈恩寺歴史
文化振興室長 

渡 辺 優 子  
監 査 委 員 
事 務 局 長     

○事務局職員出席者 

月 光 龍 弘  事 務 局 長  山 田 良 一  局 長 補 佐 

齋 藤 晴 光  総 務 係 長  兼 子 拓 也  総 務 係 主 事 
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   予算特別委員会議事日程第２号  第４回定例会 

   平成２９年１２月１５日（金）  午前９時３０分開議 

 

   再  開 

日程第 １ 議第５８号 平成２９年度寒河江市一般会計補正予算（第７号） 

 〃  ２ 議第６７号 平成２９年度寒河江市一般会計補正予算（第８号） 

 〃  ３ 分科会審査の経過並びに結果報告 

      （１）総務産業分科会委員長報告 

      （２）厚生文教分科会委員長報告 

 〃  ４ 質疑・討論・採決 

   閉  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第２号に同じ 

 

 

 

   再    開     午前９時３０分 

 

○阿部 清委員長 おはようございます。 

  ただいまから予算特別委員会を再開いたしま

す。 

  出席委員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

 

議 案 上 程 

 

○阿部 清委員長 日程第１、議第58号平成29年

度寒河江市一般会計補正予算（第７号）及び日

程第２、議第67号平成29年度寒河江市一般会計

補正予算（第８号）の２案件を一括議題といた

します。 

 

分科会審査の経過並びに結果報告 

 

○阿部 清委員長 日程第３、分科会審査の経過

並びに結果報告であります。 

 

総務産業分科会委員長報告 

 

○阿部 清委員長 初めに、総務産業分科会委員

長報告を求めます。伊藤総務産業分科会委員長。 

  〔伊藤正彦総務産業分科会委員長 登壇〕 

○伊藤正彦総務産業分科会委員長 おはようござ

います。 

  総務産業分科会における審査の経過と結果に

ついて御報告申しあげます。 

  本分科会は、12月11日、委員全員出席し開会

いたしました。 

  分担付託されました案件は、議第58号第１表

中歳入全部、歳出第１款、歳出第２款の一部、

歳出第６款、歳出第７款、歳出第８款、第２表

及び第３表並びに議第67号第１表中歳入全部、

歳出第１款、歳出第２款の一部、歳出第６款、

歳出第７款及び歳出第８款であります。 

  順を追って審査の内容を申しあげます。 
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  初めに、議第58号平成29年度寒河江市一般会

計補正予算（第７号）第１表中歳入全部を議題

とし、当局の説明を求め質疑に入りましたが、

質疑もなく、討論を終結し、採決の結果、賛成

多数をもって原案を了とすべきものと決しまし

た。 

  次に、議第58号平成29年度寒河江市一般会計

補正予算（第７号）歳出第１款を議題とし、当

局の説明を求め質疑に入りましたが、質疑もな

く、討論を終結し、採決の結果、賛成多数をも

って原案を了とすべきものと決しました。 

  次に、議第58号平成29年度寒河江市一般会計

補正予算（第７号）歳出第２款の一部を議題と

し、当局の説明を求め質疑に入りましたが、質

疑もなく、討論を終結し、採決の結果、賛成多

数をもって原案を了とすべきものと決しました。 

  次に、議第58号平成29年度寒河江市一般会計

補正予算（第７号）歳出第６款を議題とし、当

局の説明を求め質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「今回から新たに取り組む水田農業

に関するパワーアップ支援事業の対象者は２人

だが、ほかに該当者を把握しているのか」との

問いがあり、当局より「今回の水田農業に関す

るパワーアップ支援事業は、補助の要件が厳し

く、中山間地の農地で10ヘクタール以上、平場

の農地で50ヘクタール以上を有する方とハード

ルがかなり高くなっており、なかなか該当する

方がおりません。中山間地ですと白岩地区で何

名かはいるかと思いますが、現時点では把握し

ておりません」との答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案を了とすべきものと決しました。 

  次に、議第58号平成29年度寒河江市一般会計

補正予算（第７号）歳出第７款を議題とし、当

局の説明を求め質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「４月から６月のイベントを対象に

ポスターを作成するということだが、具体的に

どこへ配付するのか」との問いがあり、当局よ

り「例年、市内の教育機関や企業、飲食店、商

業施設等に配付し、祭りに対する地元の盛り上

げを期しております。ほかにも県内及び宮城県

を初めとする近県の観光協会や観光施設、道の

駅等に配付し、情報発信を行っております。さ

らにＰＲを早めて実施できることから、本県内

も近隣県も全て道の駅とサービスエリア等には

配付し、東北中央道を利用した福島や北関東方

面の観光施設なども加え、例年より手広く配付

し、観光客の誘致に努めたいと考えておりま

す」との答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案を了とすべきものと決しました。 

  次に、議第58号平成29年度寒河江市一般会計

補正予算（第７号）歳出第８款を議題とし、当

局の説明を求め質疑に入りました。 

  委員より「チェリーランド、さくらんぼ会館

の空調設備を更新するのは何台か」との問いが

あり、当局より「18台です」との答弁がありま

した。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案を了とすべきものと決しました。 

  次に、議第58号平成29年度寒河江市一般会計

補正予算（第７号）第２表を議題とし、当局の

説明を求め質疑に入りましたが、質疑もなく、

討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもって

原案を了とすべきものと決しました。 

  次に、議第58号平成29年度寒河江市一般会計

補正予算（第７号）第３表を議題とし、当局の

説明を求め質疑に入りましたが、質疑もなく、

討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもって

原案を了とすべきものと決しました。 

  次に、議第67号平成29年度寒河江市一般会計

補正予算（第８号）第１表中歳入全部を議題と

し、当局の説明を求め質疑に入りましたが、質

疑もなく、討論を終結し、採決の結果、賛成多
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数をもって原案を了とすべきものと決しました。 

  次に、議第67号平成29年度寒河江市一般会計

補正予算（第８号）歳出第１款を議題とし、当

局の説明を求め質疑に入りましたが、質疑もな

く、討論を終結し、採決の結果、賛成多数をも

って原案を了とすべきものと決しました。 

  次に、議第67号平成29年度寒河江市一般会計

補正予算（第８号）歳出第２款の一部を議題と

し、当局の説明を求め質疑に入りましたが、質

疑もなく、討論を終結し、採決の結果、賛成多

数をもって原案を了とすべきものと決しました。 

  次に、議第67号平成29年度寒河江市一般会計

補正予算（第８号）歳出第６款を議題とし、当

局の説明を求め質疑に入りましたが、質疑もな

く、討論を終結し、採決の結果、賛成多数をも

って原案を了とすべきものと決しました。 

  次に、議第67号平成29年度寒河江市一般会計

補正予算（第８号）歳出第７款を議題とし、当

局の説明を求め質疑に入りましたが、質疑もな

く、討論を終結し、採決の結果、賛成多数をも

って原案を了とすべきものと決しました。 

  次に、議第67号平成29年度寒河江市一般会計

補正予算（第８号）歳出第８款を議題とし、当

局の説明を求め質疑に入りましたが、質疑もな

く、討論を終結し、採決の結果、賛成多数をも

って原案を了とすべきものと決しました。 

  以上で総務産業分科会における審査の経過と

結果について御報告を終わります。 

 

厚生文教分科会委員長報告 

 

○阿部 清委員長 次に、厚生文教分科会委員長

報告を求めます。佐藤厚生文教分科会委員長。 

  〔佐藤耕治厚生文教分科会委員長 登壇〕 

○佐藤耕治厚生文教分科会委員長 厚生文教分科

会における審査の経過と結果について御報告申

しあげます。 

  本分科会は、12月11日、委員全員出席し開会

いたしました。 

  分担付託されました案件は、議第58号第１表

中歳出第２款の一部、歳出第３款、歳出第４款

及び歳出第10款並びに議第67号第１表中歳出第

２款の一部、歳出第３款、歳出第４款及び歳出

第10款であります。 

  審査に入る前に、審査の都合上、議第58号に

ついては、第１表中歳出第２款の一部の審査終

了後に歳出第４款の審査を行い、その後歳出第

３款、次に歳出第10款の順で審査を行うことと

し、また議第67号については、初めに歳出第10

款の審査を行い、その後歳出第２款の一部、次

に歳出第３款、次に歳出第４款の順で審査を行

うことを諮り、異議なく了承され、そのように

審査することに決しました。 

  順を追って審査の内容を申しあげます。 

  初めに、議第58号平成29年度寒河江市一般会

計補正予算（第７号）第１表中歳出第２款の一

部を議題とし、当局の説明を求め質疑に入りま

したが、質疑もなく、討論を終結し、採決の結

果、賛成多数をもって原案を了とすべきものと

決しました。 

  次に、議第58号第１表中歳出第４款を議題と

し、当局の説明を求め質疑に入りましたが、質

疑もなく、討論を終結し、採決の結果、賛成多

数をもって原案を了とすべきものと決しました。 

  次に、議第58号第１表中歳出第３款を議題と

し、当局の説明を求め質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「障がい児の放課後デイサービスは

どのくらい利用されているのか」との問いがあ

り、当局より「一月当たりの件数では大体70件

から80件程度で推移しております」との答弁が

ありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案を了とすべきものと決しました。 

  次に、議第58号第１表中歳出第10款を議題と

し、当局の説明を求め質疑に入りました。 
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  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「準要保護児童生徒の保護者に対す

る新入学学用品費の１人当たりの支給額は幾ら

か。また、対象者は何名か」との問いがあり、

当局より「支給額は児童が４万600円、中学生

は４万7,400円です。対象者数は小学生20名、

中学生34名となります」との答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案を了とすべきものと決しました。 

  次に、議第67号平成29年度寒河江市一般会計

補正予算（第８号）第１表中歳出第10款を議題

とし、当局の説明を求め質疑に入りましたが、

質疑もなく、討論を終結し、採決の結果、賛成

多数をもって原案を了とすべきものと決しまし

た。 

  次に、議第67号第１表中歳出第２款の一部を

議題とし、当局の説明を求め質疑に入りました

が、質疑もなく、討論を終結し、採決の結果、

賛成多数をもって原案を了とすべきものと決し

ました。 

  次に、議第67号第１表中歳出第３款を議題と

し、当局の説明を求め質疑に入りましたが、質

疑もなく、討論を終結し、採決の結果、賛成多

数をもって原案を了とすべきものと決しました。 

  次に、議第67号第１表中歳出第４款を議題と

し、当局の説明を求め質疑に入りましたが、質

疑もなく、討論を終結し、採決の結果、賛成多

数をもって原案を了とすべきものと決しました。 

  以上で厚生文教分科会における審査の経過と

結果について御報告を終わります。 

 

質疑・討論・採決 

 

○阿部 清委員長 日程第４、質疑・討論・採決

であります。 

  初めに、総務産業分科会委員長報告に対する

質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、厚生文教分科会委員長報告に対する質

疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論はありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより議第58号平成29年度寒河江市一般会

計補正予算（第７号）及び議第67号平成29年度

寒河江市一般会計補正予算（第８号）の２案件

を一括して採決いたします。 

  議第58号及び議第67号に対する各分科会委員

長報告は、いずれも原案を了とするものであり

ます。 

  ２案件は原案のとおり決することに御異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第58号及び議第67号は原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

   閉    会     午前９時４９分 

 

○阿部 清委員長 以上をもって予算特別委員会

を閉会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

 

 以上会議の結果を記載し、相違ないことを証す

るために署名する。 

 

予算特別委員会委員長  阿 部   清 

 


